
 

豊川浄化センター汚泥処理施設等整備・運営事業 

事業契約書 

１ 事 業 名   豊川浄化センター汚泥処理施設等整備・運営事業 

２ 事 業 場 所   豊橋市新西浜町地内 

豊川浄化センター 

３ 事 業 期 間   自契約成立日 至平成48年3月31日 

ただし、約款の定めるところにより短縮される場合がある。 

４ 契 約 金 額 金 ７，８８５，４０８，０８９円 

  （うち消費税及び地方消費税金 金 ５７９，３８２，３００円） 

  （設計・建設業務の対価に係る金利分（割賦金利） 

金 ６３，７４６，８３９円（非課税）） 

「うち消費税及び地方消費税金」は、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）及び

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定により算出したもので、契約金額に

108 分の８を乗じて得た額である。 

契約金額の内訳については、別表のとおりとする。 

５ 契約保証金  約款の定めるところに従うものとする。 

６ 契 約 条 件  約款のとおり。 

 

上述の事業契約について、以下の発注者と受注者は、各々対等な立場における合意

に基づいて、約款の定めるところに従い、上述のとおり公正に契約し、信義に従って

誠実にこれを履行することを誓約する。 

 

本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その

１通を保有するものとする。 

 

平成２６年１２月２２日 

 

        発注者： 愛知県名古屋市中区三の丸３丁目１番２号 

愛知県 

代表者 愛知県知事  大 村  秀 章     

 

受注者：名古屋市瑞穂区須田町２番５６号 

愛知クリーンエナジー株式会社 

代表取締役  渡 邉  博 澄   

 



 

別表 契約金額の内訳 

(1)設計・建設業務に係る契約金額 

① 平成31年度末までに実施する汚泥処理施設に関する設計・建設業務の対価の

うち交付金対象分に係る契約金額（サービス購入料A-1-1） 

金４，０９１，２４０，６９５円 

（うち消費税及び地方消費税金３０３，０５４，８６５円） 

② 平成31年度末までに実施する汚泥処理施設に関する設計・建設業務の対価の

うち交付金対象分以外の分に係る契約金額（サービス購入料A-1-2） 

金２２，８４８，４８０円 

（うち消費税及び地方消費税金１，６９２，４８０円） 

③ 平成32年度以降に実施する汚泥処理施設に関する設計・建設業務の対価に係

る契約金額（サービス購入料A-2） 

金９００，２６２，９９５円 

（うち消費税及び地方消費税金６１，９６４，１５６円） 

④ バイオガス利活用施設に関する設計・建設業務に要する費用のうち交付金対

象分（熱量による按分）に係る契約金額（サービス購入料A-3） 

金１７５，３２０，７２０円 

（うち消費税及び地方消費税金１２，９８６，７２０円） 

ただし、上記①ないし④について約款の定めるところにより金額の改定又は

減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。 

 

(2)運営・維持管理業務に係る契約金額 

① 運営・維持管理業務の固定費に係る契約金額（サービス購入料B-1） 

金１，０６７，７４２，０００円 

（うち消費税及び地方消費税金７９，０９２，０００円） 

② 運営・維持管理業務の変動費に係る契約金額（サービス購入料B-2） 

金１，６２７，９９３，１９９円 

（うち消費税及び地方消費税金１２０，５９２，０７９円） 

ただし、濃縮汚泥固形物の実処理量に応じて以下の単価を基準として約款の

定める計算方法により算出した金額を実際の支払額とする。 

濃縮汚泥固形物の処理に係る単価 

金１９，０２５円／t-DS 

（うち消費税及び地方消費税金１，４０９円） 

ただし、上記①及び②について約款の定めるところにより金額の改定又は減

額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。 
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前 文 

 

豊川流域下水道は、昭和 55 年に供用した流域下水道であり、施設の老朽化が進んでい

る。また、社会・経済情勢の大きな変化に伴い、より効果的かつ効率的な事業運営が求め

られている。 

愛知県（以下「県」という。）では、特に、下水処理に伴って発生する下水汚泥の取扱

いについて、環境保全に及ぼす影響を考慮した再生利用を進めていくことが、重要な課題

の一つとなっている。 

従来からも、豊川浄化センターでは、発生する下水汚泥を焼却処分し、焼却灰をセメン

ト原料や農業資材に有効利用していたが、汚泥の持つエネルギーの有効利用は図られてい

なかった。 

下水汚泥の大部分を占める有機分は、焼却により CO2 などの気体として大気中に放出し

ていたが、焼却前に下水汚泥を発酵させてバイオガスを生成することにより、エネルギー

資源として再生利用することが可能であり、豊川浄化センター施設全体の省エネルギー化

又は省コスト化につなげることが期待できる。 

このため、豊川浄化センターにおいて休止中の消化槽を再稼動し、良好な水処理を維持

しつつ、下水汚泥の安定的な処理を行う一方で、生成されるバイオガスを利活用すること

によって、汚泥処理費の低減や温室効果ガス排出量の削減を目指すものとした。 

なお、事業効果をさらに高めるため、民間のノウハウや創意工夫を活用することによっ

て汚泥処理コストを最小限に抑え、県民等が享受できるサービス価値を最大化するため、

公共と民間が連携して課題解決に努める手法として、事業方式に、民間資金を利用して民

間に施設整備と公共サービスの提供をゆだねる手法である「Private Finance 

Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ」の手法を導入することとし、

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１

７号。以下「PFI 法」という。）に基づき、豊川浄化センター汚泥処理施設等整備・運営

事業（上述の下水汚泥を安定的に処理するため、豊川浄化センター内の既存の汚泥処理施

設（濃縮施設、消化施設及び脱水施設等）を更新・修繕し、その後、施設等の運営・維持

管理を行う方式（REHABILITATE OPERATE（RO）方式）により実施する事業（以下「汚泥処

理事業」という。）と下水汚泥から生成されたバイオガスを利活用するために必要となる

施設（バイオガス利活用施設）を設計・建設した後、県に施設の所有権を移転し、その後、

運営・維持管理を行う方式（BUILD TRANSFER OPERATE（BTO）方式）により実施する事業

（以下「バイオガス利活用事業」という。）の二つの事業を総称し、以下「本事業」とい

う。）を PFI 法が定める「特定事業」として選定した。 

 県は、本事業に関して公表した実施方針に基づいて公表した「豊川浄化センター汚泥処

理施設等整備・運営事業 入札説明書」（その後の修正並びにこれに関する質問に対する

回答として公表された第 1 回質問回答及び第 2 回質問回答の回答結果を含む。以下「本入

札説明書」という。）に基づき、総合評価一般競争入札を実施し、最も優れた提案を行っ
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たグループ（以下「本落札者グループ」という。）を落札者として選定した。 

本落札者グループは、県との間において平成２６年１０月２０日付け基本協定（以下

「基本協定」という。）を締結し、基本協定の定めるところにより、本事業遂行のための

特別目的会社たる愛知クリーンエナジー株式会社（以下「事業者」という。）を設立した。 

 県及び事業者は、上述の基本協定書第 6 条の定めるところにより、本事業の実施に関し

て、以下のとおり合意する。 

 

第1章 用語の定義 

 

第1条 （定義） 

1 本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、別

紙 1（定義一覧）に定めるとおりとする。 

2 要求水準書に定義された用語は、前項その他本契約において定義されているものを除

き、本契約においても要求水準書に定義された意味を有するものとする。 

 

第2章 総則 

 

第2条 （目的及び解釈） 

1 本契約は、県及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切

の事項を定めることを目的とする。 

2 事業者は、法令等のほか、本契約、本入札説明書等及び事業者提案により本事業を遂

行するものとし、本契約、本入札説明書等及び事業者提案の間に齟齬がある場合、本契

約、本入札説明書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、本入札

説明書等又は事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成

又は締結の日付が後のものが優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に

示された水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案を要求水

準書より優先するものとする。 

3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈

に影響を与えるものでない。 

 

第3条 （公共性及び民間事業の趣旨の尊重） 

1 事業者は、本事業が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、

本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。 

2 事業者は、県の求めるところに応じて、本事業に係る県の監査に対し、必要な書類及

びその他の資料の作成並びにその他の協力を行うものとする。 

3 県は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重す

るものとする。 
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第 4条 （事業日程） 

1 本事業は、次の日程のほか、事業者提案に基づく日程により実施されるものとする。

ただし、要求水準書の定めるバイオガス利活用事業及び汚泥処理事業の各事業に係る制

約条件にそれぞれ従うものとする。 

(1) 運営・維持管理開始予定日 

汚泥処理施設 平成 28 年 10 月 1 日 

バイオガス利活用施設 平成 29 年 2 月 1 日又は引渡日の

翌日のいずれか早く到来した日 

(2) 運営・維持管理終了予定日    平成 48 年 3 月 31 日 

2 事業者は、本入札説明書等が定める本事業期間に係る制約条件その他の本事業におけ

る前提条件、本施設の処理能力及び処理方法、本施設の性能、責任分界点その他の要求

水準を踏まえ、これらの要求水準を全て満たして法令等により本事業を遂行するものと

する。 

 

第5条 （事業場所） 

1 事業者は、事業期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、更新施設及び本事業

用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、更新

施設及び本事業用地を利用することができる。 

2 事業者は、事業期間中、本施設及び本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもっ

て管理を行うものとする。 

3 本件工事において、事業者に帰すべき事由によらず更新施設の構造上の欠陥その他の

瑕疵又は本事業用地の埋蔵物若しくは地盤沈下（本入札説明書等及び本事業用地の現場

確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。）に起因する損害、損失

又は費用が生じた場合には、県が当該損害、損失及び費用を負担する。ただし、第 15 条

の定めるところにより県が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限り

でない。 

 

第6条 （本事業の概要） 

1 本事業は、本入札説明書等において特定された設計業務、建設業務、運営・維持管理

業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。 

2 本施設の名称は、県が定める権利を有するものとする。 

3 本契約に別段の規定がある場合を除き、本契約上の事業者の義務の履行に関連する一

切の費用は、全て事業者が負担するものとし、本事業に関する事業者の資金調達は、全

て事業者が自己の責任において行うものとする。 

4 前項の定めにかかわらず、事業者は、本事業に関して、PFI 法第 6 章に規定された選定

事業に対する特別の措置がある場合には、適用されるよう努めなければならない。県は、

本事業に関し、事業者が PFI 法第 6 章に規定された選定事業に対する特別の措置を受け

ることができるよう協力する。 
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第 7条 （国の交付金） 

1 県は、法令等により、国の交付金の交付申請を行うものとし、事業者は、当該国の交

付金交付申請その他の関連手続に関し、県の要請により、関係書類の作成その他の事務

を県のために代行するなど必要な支援と協力を行うものとする。 

2 前項の定める場合のほか、事業者は、国の交付金の交付額がサービス購入料の支払に

影響を及ぼすことを認識しかつ了解しており、県が国の交付金の交付を受けた実額が交

付を受ける想定額と異なる場合（国の交付金の全部又は一部の不交付を含む。以下同

じ。）には、別紙 2（サービス購入料の金額と支払スケジュール）の定めるサービス購入

料の支払方法及び支払金額が同別紙に定めるところにより県により変更又は改定される

ことがあることに同意する。 

 

第8条 （許認可及び届出等） 

1 事業者は、第 4 項の場合を除き、設計業務、建設業務及び運営・維持管理業務等に関

する本契約上の事業者の義務を履行して本事業を遂行するために必要となる一切の許認

可の取得及び届出の履践その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了するも

のとする。 

2 事業者は、本件工事に関して建基法に基づく建築確認申請を行う場合、事前に、県に

対して当該申請の内容を説明し、また、建築確認を取得したときには、直ちに県に対し

てその旨を報告するものとする。 

3 前項に定める場合のほか、事業者は、県が請求したときには、直ちに各種許認可等の

書類の写しを県に提出するものとする。 

4 事業者が県に対して協力を求めた場合、県は、事業者による前項に定める許認可の取

得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。 

5 県が本事業に関し許認可を取得し又は届出を行うなど手続を履践する場合において必

要があり、事業者に対して協力を求めた場合、事業者は、県による許認可の取得及び届

出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。 

 

第9条 （契約保証金） 

1 事業者は、第 21 条の定めるところにより各整備協定書を締結するにあたり、当該整備

協定書の定めるところにより遂行される設計業務及び建設業務の全ての対象業務（以下

「整備協定書対象業務」という。）に関し、次の各号のいずれかに掲げる保証を付し、

当該整備協定書対象業務が完了するまでこれを維持しなければならない。 

(1) 契約保証金の納付 

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

(3) 本契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行、発注者が

確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律

（昭和 27 年法律第 184 号）第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同

じ。）の保証 
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(4) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

(5) 次のいずれかの方法での本契約による債務の不履行により生じる損害をてん補す

る履行保証保険契約の締結（ただし、その旨を整備協定書に明記しなければならな

い。） 

①  事業者が保険会社との間で県を被保険者とする履行保証保険契約を自ら締結し

た上で、その締結後直ちにその保険証券を県に寄託する方法 

②  事業者が構成企業である建設企業をして保険会社との間で県を被保険者とする

履行保証保険契約を締結させた上で、その締結後直ちにその保険証券を県に寄託

する方法 

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第 4 項において「保証の

額」という。）は、当該整備協定書における整備協定書対象業務に係る施設整備費（た

だし、割賦金利相当額を除く。）の 10 分の 1以上としなければならない。 

3 第１項の規定により、事業者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、

当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5

号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 

4 当該整備協定書の有効期間中に、当該整備協定書における整備協定書対象業務に係る

施設整備費に変更があった場合には、保証の額が変更後の当該施設整備費の 10 分の 1 に

達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の

減額を請求することができる。 

 

第3章 設計 

 

第10条 （設計業務） 

1 事業者は、本契約締結後、各本件工事に関し、事業スケジュールに従って、速やかに、

当該本件工事に係る設計業務を開始するものとする。 

2 事業者は、法令等を遵守のうえ、本契約、本入札説明書等及び事業者提案に基づき、

設計業務を実施するものとする。ただし、第 12 条の定めるところに従って基本設計に係

る設計図書について県の確認が得られない限り、事業者は、県の別段の指示がある場合

を除き、詳細設計に係る設計業務に着手できないものとする。なお、県の責めに帰すべ

き事由により事業者スケジュールに従っていずれかの本件工事の基本設計図書等の提出

期限までに県の確認が得られない場合、事業者は、県に対し、当該本件工事の詳細設計

に係る設計業務の着手の許可を求めることができるほか、事業スケジュール及び工期の

変更に係る協議を申し入れることができるものとし、県は、これに誠実に応じるものと

する。 

3 事業者は、各本件工事に係る設計業務の実施に当たり、当該本件工事に係る建基法第 5

条の 4 第 1 項に規定する設計業務についての責任者を選任したうえ、その名称及び組織

体制についての資料を県に対して提出するものとする。 
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4 事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事の基本設計に係る設計業務着手時に、そ

の時において県に提出すべき書類等として別紙 6（提出書類の構成及び内容）第 1 項第 1

号に示す各書類等を、また、詳細設計に係る設計業務着手時に、その時において県に提

出すべき書類等として別紙 6（提出書類の構成及び内容）第 1 項第 1 号に示す各書類等を、

入札説明書等の定めるとおりに県に対して提出するものとし、その内容について県の確

認を得るものとする。 

5 事業者は、各本件工事に係る設計業務に関し、当該設計業務の期間中、当該設計業務

の進捗状況を管理・把握し、事業年度毎に、県の指定する書式により出来高報告書を作

成し、所定の提出書類を添えて、別途県の指定する日までに、県に提出するものとする。 

6 県は、各本件工事に係る設計業務に関し、第 4 項に示す設計業務着手時の提出書類、

整備協定書、本契約、本入札説明書等又は事業者提案に従って当該設計業務が行われて

いることを確認するため、次の各号の定めるところにより、出来高検査を実施するもの

とする。 

(1) 県は、各本件工事に係る設計業務に関し、事業者から前項の定めるところにより提

出された設計業務に係る出来高報告書の提出を受けた場合、設計業務について、当該

出来高報告書受領後 10 日以内に出来高検査を実施するものとする。 

(2) 県は、出来高検査の検査事項及び方法について、事業者と事前に協議を行い、出来

高検査に先立って、これらの事項を、事業者に対して通知するものとする。 

(3) 事業者は、県が行う出来高検査の実施に協力するものとする。 

7 前項に基づき実施される出来高検査のほか、県は、各本件工事に係る設計業務に関し、

当該設計業務に係る期間中、随時、事業者に事前に通知したうえで、第 4 項に示す設計

業務着手時の提出書類、整備協定書、本契約、本入札説明書等又は事業者提案に従って

当該設計業務が行われていることを確認するため、事業者に対して当該設計業務につい

て中間確認を求めることができるものとする。この場合、事業者は、当該中間確認の実

施について、県に対して最大限の協力を行うものとし、また、設計企業をして、県に対

して必要かつ合理的な範囲において説明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせ

るものとする。 

8 県は、第 4 項に示す設計業務着手時の提出書類の内容確認、第 6 項の出来高検査又は

前項の確認の結果、事業者による設計業務の内容又はその実施状況が、第 4 項に示す設

計業務着手時の提出書類（第 4 項に示す設計業務着手時の提出書類の内容確認の場合に

は、既に提出された書類や同時に提出された他の書類）又は本契約、本入札説明書等若

しくは事業者提案に従っていないと判断した場合、別紙 9（モニタリング実施要領等）の

規定により、事業者に対して、注意、是正勧告及び是正命令を行うことができる。この

場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該注意、是正勧告及び是正命令

により当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受ける

ものとする。 
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第 11条 （第三者による実施） 

1 事業者は、設計業務を設計企業に委託し又は請け負わせるものとする。 

2 事業者は、設計企業以外の第三者に設計業務の全部又は大部分を委託し又は請け負わ

せてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に事前

に通知したうえ、県の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。 

3 事業者は、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合、

事前に当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に届け出るものとし、県の

事前の承諾を得るものとする。 

4 設計企業又は当該第三者が設計業務の一部を自己以外の第三者（当該設計業務が数次

の契約によって行われるときは、後次のすべての契約に係る受任者又は請負人を含む。

以下「設計下請負人」という。）に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。 

5 設計企業又は第 3 項に示す第三者は、設計下請負人に設計業務の全部又は主たる部分

を委託し、又は請け負わせてはならない。 

6 設計企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者及び設

計下請負人に対する設計業務の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、

設計企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者及び設計

下請負人の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業

者が責任を負うものとする。 

 

第12条 （基本設計の完了検査） 

1 事業者は、各本件工事に関し、事業スケジュールに定める当該本件工事の基本設計図

書の提出期限までに、当該本件工事に係る基本設計業務完了時に県に提出すべき書類及

び図面等として別紙 6（提出書類の構成及び内容）第 1 項第 2 号に示す書類及び図面等を

作成したうえ、入札説明書等の定めるとおりに県に対して提出し、その確認を得るもの

とする。 

2 県は、前項に定めるところにより提出された書類及び図面等のいずれかが、本契約、

本入札説明書等又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、当該提

出物の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、事業者に対して、当該判断をした

箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担において、その修正を求めるために、別

紙 9（モニタリング実施要領等）の規定により、注意、是正勧告及び是正命令を行うこと

ができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該注意、是正勧

告及び是正命令に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに

県の確認を受けるものとする。 

3 前項の場合を除くほか、県は、書類又は図面等の提出後相当の期間内において、事業

者に対し、基本設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。県は当該確認を理

由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負うものではない。 
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第 13条 （詳細設計の完了検査） 

1 事業者は、各本件工事に関し、事業スケジュールに定める当該本件工事の詳細設計図

書の提出期限までに、当該本件工事に係る詳細設計業務完了時に県に提出すべき書類及

び図面等として別紙 6（提出書類の構成及び内容）第 1 項第 2 号に示す書類及び図面等を

作成したうえ、入札説明書等の定めるとおりに県に対して提出し、その確認を得るもの

とする。 

2 県は、前項に定めるところにより提出された書類及び図面等のいずれかが、本契約、

本入札説明書等、基本設計に係る設計図書又は事業者提案の定めるところに従っていな

いと判断する場合、当該提出物の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、事業者

に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担において、そ

の修正を求めるために、別紙 9（モニタリング実施要領等）の規定により、注意、是正勧

告及び是正命令を行うことができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担に

おいて、当該注意、是正勧告及び是正命令に従って当該箇所を是正するものとし、是正

措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるものとする。 

3 前項の場合を除くほか、県は、書類又は図面等の提出後相当の期間内において、事業

者に対し、詳細設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。県は当該確認を理

由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負うものではない。 

 

第14条 （設計の変更） 

1 県は、必要があると認める場合、事業者に対して、本件工事の設計変更を請求するこ

とができる。事業者は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及

び事業者の本事業の実施に与える影響を検討したうえ、県に対してその結果（当該設計

変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無につい

ての検討結果を含む。）を通知するものとする。県は、当該設計変更が工期の変更を伴

わず、かつ事業者提案の範囲を逸脱しない場合、当該事業者の検討結果を踏まえて当該

設計変更の当否を最終的に決定したうえ、当該通知受領後当該決定に合理的に必要な日

数内に、事業者に対して通知するものとし、事業者は、通知されたところにより設計変

更を行うものとする。 

2 事業者は、設計変更の必要性及びそれが事業者の本事業の実施に与える影響を検討し、

当該検討結果を県に対して通知し、かつ県の事前の承諾を得たうえで、本件工事の設計

変更を行うことができる。ただし、当該設計変更が県の責めに帰すべき事由によるとき

は、設計変更の内容について協議したうえ、県はこれを承諾するものとする。 

3 前二項の定めるところにより設計変更が行われた場合で、当該設計変更により県又は

事業者において損害、損失又は費用（本事業を遂行するに当たり当該設計変更により事

業者において生ずる追加的な費用を含む。）が発生したときは、県及び事業者は、その

負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。ただし、当該設計変更に

より事業者において本事業に要する費用の減少が生じたときは、県は、事業者と協議し

たうえ、サービス購入料の支払額を減額することができる。なお、第 3 号及び第 4 号の
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場合、第 62 条第 1項ないし第 3項の規定は、適用されない。 

(1) 当該設計変更が県の責めに帰すべき事由による場合、県がこれを負担するものとし、

サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。 

(2) 当該設計変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者がこれを負担する

ものとし、その負担の方法については、県が、事業者と協議のうえでこれを定めるも

のとする。 

(3) 当該設計変更が法令等の変更による場合、別紙 3（法令等の変更による費用の負担

割合）に定めるところにより、県又は事業者がこれを負担するものとし、その負担の

方法については、県と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。 

(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙 4（不可抗力に

よる損害、損失及び費用の負担割合）に定めるところにより、県及び事業者がこれを

負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議によりこれ

を定めるものとする。 

4 第 1 項の定めるところにより県が事業者に対して請求した設計変更又は第 2 項の定め

るところにより事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提案の

範囲を逸脱する場合、本契約の他の規定にかかわらず、県は、事業者との間において当

該設計変更の当否、工期の変更の当否及び運営・維持管理開始予定日の変更の当否につ

いて協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意された

ときは、事業者は、その合意されたところにより設計変更を行うものとする。ただし、

この場合における運営・維持管理開始予定日の遅延については、第 41 条の定めるところ

に従うものとする。 

5 前項の協議においては、当該変更により県又は事業者において生ずる損害、損失又は

費用（本事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を

含む。）の負担及び支払の方法並びに当該変更により事業者において生ずる本事業に要

する費用の減少に伴うサービス購入料の減額についても合意することができる。ただし、

県又は事業者において生ずる損害、損失又は費用（本事業を遂行するに当たり事業者に

おいて当該変更により生ずる追加的な費用を含む。）の負担については、第 3 項第 1 号

及び第 2号の定めるところに従うものとする。 

6 前二項にかかわらず、第 1 項の定めるところにより県が事業者に対して請求した設計

変更又は第 2 項の定めるところにより事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を

伴い又は事業者提案の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令等の変

更に基づくものであるとき、その費用負担については、県及び事業者は、第 62 条に定め

るところに従うものとする。 
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第 4章 本件工事 

 

第 1節 総則 

 

第15条 （事前調査） 

1 事業者は、自己の責任と費用負担において、県の事前の承諾を得たうえ、本施設及び

本事業用地につき、設計業務及び本件工事に必要な調査（電波障害等影響調査、地質調

査その他の本事業用地の調査、既存施設との分界点調査、更新施設の更新準備調査及び

新設施設の建築準備調査等を含む。本条において「事業者事前調査」という。）を行う

ものとする。 

2 事業者は、事業者事前調査の結果に基づき、設計業務及び本件工事を実施するものと

する。 

3 事業者事前調査の誤り又は懈怠に起因して県又は事業者において生ずる損害、損失又

は費用（本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。）は、

事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、県が、事業者と協議の

うえで、これを定めるものとする。 

4 事業者事前調査を行った結果、当該事業者事前調査に誤り又は懈怠がないにもかかわ

らず、事業者において設計業務又は本件工事に要する費用又は本事業を遂行するに当た

り事業者において生ずる追加的な費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が本入

札説明書等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないもの

であるときは、合理的な範囲において県がこれを負担するものとし、県は、県と事業者

との間の協議により決定される方法により、事業者に対して支払うものとする。なお、

県及び事業者は、当該協議に際して、設計変更及び工期又は運営・維持管理開始予定日

の変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更することができる。 

 

第16条 （本件工事に伴う近隣対策） 

1 県は、必要であると認める場合は、本契約の締結日から本件工事の着工日までの間に、

近隣住民（周辺の企業を含む。本条において以下同じ。）に対し本事業に係る事業計画

の説明を行い、近隣住民の了解を得るよう努めるものとする（本条において以下「近隣

説明」という。）。 

2 事業者は、本件工事の実施により生じうる生活環境影響を勘案したうえ、合理的に要

求される範囲において近隣対策（本件工事の内容を近隣住民に対して周知させること、

本件工事の作業時間について近隣住民の了解を得ること、及び車両の交通障害、騒音、

振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られな

い。本条において以下「近隣対策」という。）を実施するものとする。 

3 事業者は県に対して、前項に定める近隣対策の実施について、事前に実施の内容を報

告し、事後にその結果を報告するものとする。 
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4 近隣対策により事業者に生じた損害、損失又は費用（本事業を遂行するに当たり事

業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。）については、

事業者がこれを負担するものとする。ただし、本入札説明書等において県が設定した

条件又は県が実施した近隣説明に直接起因して事業者において生じた損害、損失又は

費用（本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追

加的な費用を含む。）については、県がこれを負担するものとする。 

5 事業者は、近隣対策の不調を理由として事業計画を変更することはできない。ただし、

県の事前の承諾がある場合はこの限りでない。また、県は、事業者が更なる近隣対策の

実施によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画

の変更を承諾する。 

6 県は、必要があると認める場合には、事業者が行う近隣対策に協力することができる

ほか、事業者が合理的な理由を示して県の協力を要請する場合に、その必要を認めると

きは、事業者が行う近隣対策に協力するものとする。 

 

第17条 （本件工事期間中の保険） 

 事業者は、自己又は建設企業をして、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事

期間中、別紙 5（付保すべき保険）第 1 項に記載されるところにより、保険に加入し、又

は加入させるものとする。 

 

第 2節 工事の施工 

 

第18条 （本件工事の施工） 

1 事業者は、第 13 条第 1 項ないし第 3 項の定めるところにより詳細設計に係る設計図書

につき県の確認を得るものとし、かつ本件工事に要する各種申請手続その他必要となる

手続が完了した後速やかに、本件工事を開始するものとする。 

2 事業者は、日本国の法令等を遵守のうえ、整備協定書、本契約、本入札説明書等、事

業者提案及び設計図書により、本件工事を施工するものとする。 

3 事業者は、本件工事期間中（本件工事に不可欠な準備期間を含む。）、更新施設及び

本事業用地とは別に、県が指定する用地又は既存施設を仮設事務所、ヤードの用地とし

て使用することができる。ただし、事業者は、当該用地又は既存施設の使用にあたり、

本事業用地の隣接地や既存施設における県発注事業（工事に限られない。）の円滑な遂

行に配慮するものとし、当該用地又は既存施設の使用に関しては、県又はその指定する

第三者との間で協議のうえで調整及び手続を行うものとする。 

 

第19条 （第三者による施工） 

1 事業者は、本件工事を建設企業に請け負わせるものとする。 

2 事業者は、建設企業以外の第三者に本件工事の全部又は大部分を委託し、又は請け負

わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に事
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前に通知したうえ、県の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。 

3 事業者は、本件工事の一部を建設企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、

事前に当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に届け出るものとし、県の

事前の承諾を得るものとする。 

4 建設企業又は当該第三者が本件工事の一部を自己以外の第三者（当該本件工事が数次

の契約によって行われるときは、後次のすべての契約に係る受任者又は請負人を含む。

以下「建設下請負人」という。）に委託し又は請け負わせる場合も同様とするが、所定

の施工体制台帳の提出による報告をもって当該届出に代えることができる。 

5 建設企業又は第 3 項に示す第三者は、建設下請負人が工事の全部又はその主たる部分

を一括して他の第三者に委任し又は請け負わせることのないようにしなければならない。 

6 建設企業その他本件工事に関して事業者又は建設企業が使用する一切の第三者及び建

設下請負人に対する本件工事の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、

建設企業その他本件工事に関して事業者又は建設企業が使用する一切の第三者及び建設

下請負人の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業

者が責任を負うものとする。 

 

第20条 （事業者の施工責任） 

1 仮設、施工方法、工事用地借用その他本件工事を完成するために必要な一切の手段に

ついては、事業者が自己の責任において定めて措置するものとする。 

2 事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間中、当該本件工事に

関して必要な工事用電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用負担において調達するも

のとする。県は、相当な範囲においてこれに協力するものとする。 

 

第21条 （実施計画等） 

1 事業者は、設計業務及び建設業務の各業務（本件工事に係る設計、調査を含む。以下、

本条において同じ。）の実施が予定された各事業年度に関し、当該事業年度の前事業年

度 2 月末日までに、当該事業年度に実施される各業務の内容、費用、実施期間（各本件

工事の工期のみならず、調査、設計の実施期間を含む。以下、本条において同じ。）等

を記した実施計画を策定し、県に提出するものとする。なお、当該実施計画の提出に先

立ち、その内容について、別途県が定める時期に、本入札説明書等、事業者提案又は設

計図書との照合結果、下水道事業計画変更の要否の検証結果等も踏まえた調整を県と行

うものとする。事業者は、かかる実施計画に基づいて、次の各号の定めるところにより、

設計業務及び建設業務に係るサービス購入料の支払額、支払方法等を定めた整備協定書

を県と締結する。 

(1) 工期と運営・維持管理開始予定日の変更の要否に関し、県と事業者は、その協議に

よりその要否を決定するものとする。ただし、県と事業者の間における協議の開始の

日から 14 日以内にその協議が調わないときは、県が合理的に定めたうえ、整備協定

書に規定するものとし、事業者はこれに従うものとする。ただし、運営・維持管理開
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始予定日が変更される場合でも第 58 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更

されないものとする。協議開始の日については、県が事業者の意見を聴いて定め、事

業者に通知するものとする。 

(2) 前号の定めるところにより工期が変更された場合、当該工期の変更された本件工事

に係るサービス購入料の支払に関し、県又は事業者において生ずる損害、損失又は費

用（本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。本号において

同じ。）の負担者と負担方法を含め、県及び事業者は、以下の各目の定めるところに

より、整備協定書に定めるものとする。 

① 当該工期の変更された本件工事に係るサービス購入料の支払は、整備協定書に定

めるところに従うものとするが、原則として、当該本件工事が実施された事業年度

において、かかる実施相当分について支払われるものとする。 

②当該工期の変更が県の責めに帰すべき事由による場合は、県がこれにより事業者に

おいて生ずる合理的な損害、損失又は費用を負担するものとし、県は、事業者と協

議のうえ、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものと

する。 

③ 当該工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者が事業者に

おいて生ずる損害、損失又は費用を負担するほか、これにより県において生ずる損

害、損失又は費用を負担するものとし、県は、事業者と協議のうえ、その支払を別

途請求できるほか、サービス購入料を減額することなどにより必要な措置を講じる

ことができる。 

④ 当該工期の変更が法令等の変更による場合は、別紙 3（法令等の変更による費用

の負担割合）に定めるところの負担割合により、県又は事業者が負担するものとし、

その負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるものとする。 

⑤ 当該工期の変更が不可抗力による場合は、別紙 4（不可抗力による損害、損失及

び費用の負担割合）に定めるところの負担割合により、県及び事業者が負担するも

のとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるものと

する。 

(3) 前号④及び⑤の場合、第 62 条第 1項ないし第 3項の規定は適用されない。 

(4) 前各号の定めるところにより工期の変更が行われる場合、第 36 条及び第 37 条の規

定は適用されない。 

2 事業者は、各本件工事の着工にあたり、当該本件工事の着工前に県に提出すべき別紙 6

（提出書類の構成及び内容）第 2 項第 1 号に示す書類及び図面等を作成したうえ、同号

の定めるとおりに県に対して提出するものとし、その内容について県の確認を得るもの

とする。この場合において、県は、提出された書類及び図面等の内容が、本契約、本入

札説明書等若しくは事業者提案に従っていないと判断した場合、別紙 9（モニタリング実

施要領等）の規定により、事業者に対して、注意、是正勧告及び是正命令を行うことが

できる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該注意、是正勧告

及び是正命令に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県
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の確認を受けるものとする。 

3 事業者は、第 1 項の定めるところにより締結された整備協定書並びに前項の定めると

ころにより県の確認を得た書類及び図面等に基づき本件工事を遂行するものとする。 

 

第22条 （工事施工報告） 

1 事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間の各暦月に関し、当

該暦月の翌暦月 5 日までに月別工事予定・進捗状況表を県に対して提出することにより、

本件工事の予定と進捗状況の定期報告を行うものとし、その内容について県の確認を得

るものとする。なお、本項に定めるところにより提出される月別工事予定・進捗状況表

の書式及び内容は、事前に、県と協議のうえで定めるものとする。 

2 県は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。 

3 事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間中、当該本件工事に

係る工事現場に常に工事記録を整備し、その内容について県が確認できるようにするも

のとする。 

4 県は、事業者に対して、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 24 条の 7 に規定する

施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めるものとし、その内容につい

て確認することができる。 

5 県は、前各項の確認の結果、事業者による各本件工事の施工状況が、第 21 条第 2 項に

示す当該本件工事の着工時の提出書類又は本契約、本入札説明書等、設計図書若しくは

事業者提案に従っていないと判断した場合、別紙 9（モニタリング実施要領等）の規定に

より、事業者に対して、注意、是正勧告及び是正命令を行うことができる。この場合、

事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該注意、是正勧告及び是正命令に従っ

て当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるもの

とする。 

 

第23条 （貸与備品の搬入） 

1 第 43 条の定めるところにより県が事業者に対して貸与する備品等の搬入作業が事業者

の業務遂行に密接に関連する場合、事業者は、自己の費用負担において、随時、管理ス

ケジュールの調整を行い、備品等の搬入作業に協力する。 

2 前項に記載されるところの備品等の搬入作業が行われる場合で、当該搬入作業を県か

ら受注した者の故意又は過失に起因して、事業者が、その遂行する本事業に関して損害

を被ったときは、合理的な範囲において県が当該損害を負担するものとし、その負担の

方法については、県と事業者との間における協議によりこれを定める。 
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第 3節 工事監理 

 

第24条 （工事監理者の設置） 

 事業者は、各本件工事の着工前に、当該本件工事において建基法第 5 条の 4 第 4 項に規

定する工事監理者を設置し、遅くとも当該本件工事の着工前までに、その工事監理者の名

称を県に通知するものとする。 

 

第25条 （工事監理状況の報告） 

1 事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間中の各暦月における

本件工事の工事監理の状況について工事監理者の作成した監理業務報告書を作成し、作

成対象月の翌暦月 10 日までに県に対して提出するものとし、その内容について県の確認

を得るものとする。 

2 事業者は、前項に定める報告のほか、県の求めるところにより、工事監理者をして工

事監理の状況について随時報告させるものとし、その内容について県の確認を得るもの

とする。 

3 県は、前各項の確認の結果、各本件工事の工事監理状況が、第 21 条第 2 項に示す当該

本件工事の着工前の提出書類又は本契約、本入札説明書等、設計図書若しくは事業者提

案に従っていないと判断した場合、別紙 9（モニタリング実施要領等）の規定により、事

業者に対して、注意、是正勧告及び是正命令を行うことができる。この場合、事業者は、

自己の責任及び費用負担において、当該注意、是正勧告及び是正命令に従って当該箇所

を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるものとする。 

 

第 4節 建設業務遂行上の分界点 

 

第26条 （建設業務遂行上の分界点） 

1 周辺インフラ等に関する分界点 

(1) 電力 

事業者は、本件工事において必要となる電力を事業者が電気事業者と別途新規受電

契約を結び、既存受電設備から切り離して受電することなどにより自ら調達する。こ

の場合において、事業用地外において電信柱及び電線の敷設・整備等が必要な場合に

は、事業者は、自己の費用と責任において、これらを豊川浄化センター内の各既存施

設の運営並びに県発注事業（将来発注するものを含む。）に係る工事の円滑な遂行を

阻害しないように敷設・整備するものとする。 

ただし、事業者は、平成 28 年 10 月 1 日以降の本件工事の試運転業務において必要

となる電力を豊川浄化センターの既存の受電系統から受電できるものとする。その場

合、既存受変電盤内の電力量計から消費電力量の計量を行い、県への精算を実施する。

使用電力の負担金額及び支払方法は、要求水準書に定めるところに従うものとする。 
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(2) 上水 

県は、事業者に対し、豊川浄化センター内で、本件工事において必要となる作業用

水を有償で提供する。事業者は、作業用水の提供を受ける場合、自己の費用と責任に

おいて、豊川浄化センター場外にある豊橋市の水道から分岐して取出し工事並びに既

存配水管とのメーターを含む接続工事を行ったうえで受水するか、豊川浄化センター

内からの分岐取水により、水道メーターを設置し、水道使用量の計量を行い、その計

測量により県から有償で提供を受けるものとする。作業用水の対価の金額及び支払方

法は、要求水準書に定めるところに従うものとする。 

(3) 汚水排水 

事業者は、豊川浄化センター内で、本件工事において生ずる汚水排水を、自己の費

用と責任において、水質汚濁防止法による放流基準を遵守できるところまで汚水を浄

化して県と協議のうえで、豊川浄化センター内の県が指定する箇所へ排水するか、若

しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律により適切に処理を行うものとする。 

(4) その他 

前各号の定めに従うほか、事業者は、豊川浄化センター内で、本件工事において必

要となる周辺インフラ等の利用に関し、本入札説明書等に別段の定めがない限り、要

求水準書において定める責任分界点を前提として自己の費用と責任において、これを

利用する。かかる利用対価の金額及び支払方法は、別途県が定めるところに従うもの

とする。 

2 豊川浄化センター既存施設に関する分界点 

事業者は、要求水準書に基づき、既存施設との分界点を踏まえて、要求水準書において

明示的に事業者の業務範囲とされた工事並びに当該工事に付随関連する業務を自己の費用

と責任において本件工事を施工する。この場合、事業者は、豊川浄化センター内の各既存

施設の円滑な運営並びに県発注事業（将来発注するものを含む。）に係る工事の円滑な遂

行に配慮するものとし、調整が必要な場合には、県又はその指定する第三者との間で協議

のうえで調整を行うものとする。 

 

第 5節 検査･確認 

 

第27条 （建設モニタリング） 

1 事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間中、当該本件工事の

進捗状況を管理・把握し、事業年度毎に、県の指定する書式により出来高報告書を作成

し、所定の提出書類を添えて、別途県の指定する日までに、県に提出するものとする。 

2 県は、各本件工事に関し、整備協定書、第 21 条第 2 項の定めるところにより県に提出

された当該本件工事着工前の提出書類又は本契約、本入札説明書等、設計図書若しくは

事業者提案に従った当該本件工事が行われていることを確認するため、次の各号の定め

るところにより、出来高検査を実施するものとする。 
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(1) 県は、各本件工事に関し、事業者から前項の定めるところにより提出された当該本

件工事に係る出来高報告書の提出を受けた場合、当該本件工事の工事目的物について、

当該出来高報告書受領後 14 日以内に出来高検査を実施するものとする。 

(2) 県は、出来高検査の検査事項及び方法について、事業者と事前に協議を行い、出来

高検査に先立って、これらの事項を、事業者に対して通知するものとする。 

(3) 事業者は、県が行う出来高検査の実施に協力するものとする。 

3 前項に基づき実施される出来高検査のほか、県は、各本件工事に関し、当該本件工事

に係る本件工事期間中随時、事業者に事前に通知したうえで、整備協定書、第 21 条第 2

項の定めるところにより県に提出された当該本件工事着工前の提出書類又は本契約、本

入札説明書等、設計図書若しくは事業者提案に従って当該本件工事が行われていること

を確認するため、事業者に対して当該本件工事について中間確認を求めることができる

ものとし、また、工事現場において当該本件工事の状況を、事業者の立会いのうえ、確

認することができるものとする。この場合、事業者は、当該中間確認の実施について、

県に対して最大限の協力を行うものとし、また、建設企業をして、県に対して必要かつ

合理的な範囲において説明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせるものとする。 

4 事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間中に、当該本件工事

に係る検査又は試験のうち主要なものが実施される場合、事前に県に対して通知するも

のとする。県は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。 

5 県は、前三項に定めるところにより実施された出来高検査、中間確認又は検査若しく

は試験への立ち合いの結果、当該本件工事の工事目的物が整備協定書、第 21 条第 2 項の

定めるところにより県に提出された当該本件工事着工前の提出書類又は本契約、本入札

説明書等、設計図書若しくは事業者提案に従って整備されていないと判断した場合、相

当な猶予期間を定めて、事業者に対してその是正のために、別紙 9（モニタリング実施要

領等）の規定により、注意、是正勧告及び是正命令を行うことができる。この場合、事

業者は、自己の責任及び費用負担において、当該注意、是正勧告及び是正命令に従って

当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるものと

する。 

6 県は、本条に定めるところの確認、是正のための注意、是正勧告、是正命令又は立会

いの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負うものでは

ない。 

 

第28条 （試運転） 

1 事業者は、各本件工事の工事目的物に関し、要求水準書の定める試運転（汚泥処理施

設及びバイオガス利活用施設の建設、配管工事等の完了後に行う実負荷運転から引渡し

又は明渡しの為の性能試験運転までの一切の試験を含むものとし、その回数、内容等に

ついては事業者自ら検討し県の確認を得るものとする。以下同じ。）の要領を踏まえ、

試運転の試験事項及び方法について県と協議のうえで、次の各号の定めるところにより、

試運転計画書（性能試験計画書を含むものとする。以下同じ。）を作成のうえ、県の確
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認を得るものとする。事業者は、試運転計画書について県の確認を受けたうえでなけれ

ば、試運転の実際の作業に取り掛ることはできないものとする。 

(1) 事業者は、当該工事目的物の主要部の施工が完成し、処理対象物を設備に投入して

処理を行うなど当該工事目的物の運営上の所定の性能を発揮することが可能と判断さ

れる時点以降において、具体的な試運転の要領を記載した試運転計画書を作成し、設

計図書との対応関係を示した資料を添えて県に提出するものとする。 

(2) 事業者は、各本件工事の工事目的物の試運転計画書について、事業者スケジュール

に定められた当該工事目的物の試運転開始予定日の 14 日前までに県の確認を受ける

ものとする。県は、前号の定めるところにより提出された当該工事目的物の試運転計

画書について、指摘事項がないときについては当該試運転計画書に関して確認した旨

を、当該試運転計画書の提出日から 14 日以内に事業者に通知する。 

(3) 県は、第 1 号の定めるところにより提出されたいずれかの試運転計画書について、

それが事業者との協議による試運転の試験事項若しくは方法又は設計図書に基づいて

いないこと等を指摘して、当該指摘事項の内容と理由を記載した通知をすることによ

り、その確認を拒絶することができる。 

(4) 事業者は、前号の規定により県に提出した試運転計画書が県の確認を得られなかっ

たときは、速やかに指摘事項を充分に踏まえて補足、修正又は変更を行って当該試運

転計画書を改訂して県に再提出し、改めて県の確認を受けなければならないものとす

る。 

2 事業者は、各本件工事の工事目的物に関し、前項の定めるところにより県の確認の得

られた当該工事目的物の試運転計画書に基づき、次の各号の定めるところにより、県と

あらかじめ協議のうえ、要求水準書に定める当該工事目的物の試運転を実施する。 

(1) 試運転は、要求水準書及び次号以降の定める試運転の要領により、県と協議により

定められた試運転の試験事項及び方法によらなければならない。 

(2) 試運転は、当該本件工事に係る本件工事期間中に行うものとする。 

(3) 県は、自らの責任において、試運転に必要な処理対象物を供給するものとする。 

(4) 試運転期間中に排出される脱水汚泥及び返流水については、指定された要件を満足

することを県が確認する。指定された要件を満足しない場合、事業者の責任において

事業者の費用で処分するものとする。 

(5) 県は、試運転の期間中、当該工事目的物の運転について事業者における試運転担当

者の実施能力に疑義があると判断した場合は、その理由を事業者に通知し、その是正

を指示することができるものとする。 

(6) 事業者は、試運転において、要求水準書の定める要求水準又は試運転計画書に規定

された基準等のいずれかを満たさないときは、補修工事、部品又は機器の交換若しく

はその他必要な追加工事について補修実施要領書を作成して県に提出し、その確認を

得たうえで、当該補修実施要領書に基づき、自己の負担において当該追加工事を行わ

なければならないものとする。この場合、基準を満たさない事項については、基準を

満たすまで本項の手続を繰り返すものとする。 



19 

(7) 事業者は、試運転開始後、当該工事目的物が要求水準書の定める要求水準及び試運

転計画書に規定された基準等を全て満たしたときは、その旨を、当該工事目的物に関

する試運転のデータ等を添えて県に通知するものとする。 

(8) 県は、前号の通知受領後 14 日以内に、前項のデータ等を確認し、要求水準書の定

める要求水準及び試運転計画書に規定された基準等が全て満たされていることを確認

する。 

3 事業者は、事業者提案に基づく平成 28 年 10 月 1 日以降に実施される総合的な試運転

の開始予定日からバイオガス利活用事業開始日までの期間（以下「総合試運転提案期

間」という。）において、休止施設の再稼働や前項に定めるところにより実施された試

運転を完了した工事目的物の本稼働などを含む一連のシステム（濃縮工程、消化工程、

脱水工程、汚泥移送工程、バイオガス利活用工程その他汚泥処理施設からバイオガス利

活用施設までの一連の連携システムをいう。）に係る汚泥処理施設及びバイオガス利活

用施設の正常稼働により本施設の処理能力及び処理方法並びに性能その他要求水準を満

たすことを確認するための総合的な試運転（以下「総合試運転」という。）を次項の定

めるところにより実施するにあたり、総合試運転の目的及び要求水準書の定める総合試

運転の要領を踏まえ、総合試運転の試験事項及び方法について県と協議のうえで、次の

各号の定めるところにより、総合試運転計画書（性能試験計画書を含むものとする。以

下同じ。）を作成のうえ、総合試運転提案期間の開始日の 14 日前までに県の確認を得る

ものとする。事業者は、総合試運転計画書について県の確認を受けたうえでなければ、

総合試運転の実際の作業に取り掛ることはできないものとする。 

(1) 事業者は、具体的な総合試運転の要領を記載した総合試運転計画書を作成し、県に

提出するものとする。 

(2) 県は、前号の定めるところにより提出された総合試運転計画書について、指摘事項

がないときについては当該総合試運転計画書に関して確認した旨を、当該総合試運転

計画書の提出日から 14 日以内に事業者に通知する。 

(3) 県は、第 1 号の定めるところにより提出された総合試運転計画書について、それが

事業者との協議による総合試運転の試験事項に基づいていないこと等を指摘して、当

該指摘事項の内容と理由を記載した通知をすることにより、その確認を拒絶すること

ができる。 

(4) 事業者は、前号の規定により県に提出した総合試運転計画書が県の確認を得られな

かったときは、速やかに指摘事項を充分に踏まえて補足、修正又は変更を行って当該

総合試運転計画書を改訂して県に再提出し、改めて県の確認を受けなければならない

ものとする。 

4 事業者は、前項の定めるところにより県の確認の得られた総合試運転計画書に基づき、

総合試運転提案期間中、次の各号の定めるところにより、県とあらかじめ協議のうえ、

要求水準書に定める総合試運転を実施する。 

(1) 総合試運転は、要求水準書及び次号以降の定める総合試運転の要領により、県と協

議により定められた総合試運転の試験事項及び方法によらなければならない。 
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(2) 県は、自らの責任において、総合試運転に必要な処理対象物を供給するものとする。 

(3) 総合試運転期間中に排出される脱水汚泥及び返流水については、指定された要件を

満足することを県が確認する。指定された要件を満足しない場合、事業者の責任にお

いて事業者の費用で処分するものとする。 

(4) 県は、総合試運転の期間中、総合試運転について担当者の実施能力に疑義があると

判断した場合は、その理由を事業者に通知し、その是正を指示することができるもの

とする。 

(5) 事業者は、総合試運転において、要求水準書の定める要求水準又は総合試運転計画

書に規定された基準等のいずれかを満たさないときは、補修工事、部品又は機器の交

換若しくはその他必要な追加工事について補修実施要領書を作成して県に提出し、そ

の確認を得たうえで、当該補修実施要領書に基づき、自己の負担において当該追加工

事を行わなければならないものとする。この場合、基準に満たさない事項については、

基準を満たすまで本項の手続を繰り返すものとする。 

(6) 事業者は、要求水準書の定める要求水準及び総合試運転計画書に規定された基準等

を全て満たしたときは、その旨を、総合試運転のデータ等を添えて県に通知するもの

とする。 

(7) 県は、前号の通知受領後 14 日以内に、前号のデータ等を確認し、要求水準書の定

める要求水準及び総合試運転計画書に規定された基準等が全て満たされていることを

確認する。 

5 県は、前各項の試運転の過程又はその結果の確認において、事業者による各本件工事

又はそれらの工事目的物が、第 21 条第 2 項に示す当該本件工事の着工時の提出書類又は

本契約、本入札説明書等、設計図書若しくは事業者提案に従っていないと判断した場合、

前各項の定める手続に加え、別紙 9（モニタリング実施要領等）の規定により、事業者に

対して、注意、是正勧告及び是正命令を行うことができる。この場合、事業者は、自己

の責任及び費用負担において、当該注意、是正勧告及び是正命令に従って当該箇所を是

正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるものとする。 

 

第29条 （事業者による完了検査等） 

1 事業者は、各本件工事に関し、その日程を 14 日前までに県に対して通知したうえで、

自己の責任及び費用負担において、当該本件工事の完了検査等を引渡予定日までに完了

するものとする。 

2 県は事業者に対し、前項に定めるところの事業者による完了検査等への県の立会いを

求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、県は、当該

立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負うもので

はない。 

3 前項に定めるところの県の立会いの有無を問わず、事業者は県に対して、第 1 項に定

めるところの完了検査等の結果を書面により報告するものとし、その内容について県の

確認を得るものとする。 
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4 県は、前項の確認の結果、事業者による各本件工事又はそれらの工事目的物が、第 21

条第 2 項に示す当該本件工事の着工時の提出書類又は本契約、本入札説明書等若しくは

事業者提案に従っていないと判断した場合、別紙 9（モニタリング実施要領等）の規定に

より、事業者に対して、注意、是正勧告及び是正命令を行うことができる。この場合、

事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該注意、是正勧告及び是正命令に従っ

て当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるもの

とする。 

 

第30条 （法令等による完了検査等） 

1 事業者は、各本件工事に関し、第 29 条第 3 項に定めるところにより完了検査等報告後

速やかに、その日程を 7 日前までに県に対して通知したうえで、自己の責任及び費用負

担において、当該本件工事に係る全ての法令等に基づく完了検査等を引渡予定日までに

受検し完了するものとする。 

2 県は事業者に対し、前項に定めるところの完了検査等の受検への立会いを求めること

ができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、県は、当該立会いの実

施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負うものではない。 

3 前項に定めるところの県の立会いの有無を問わず、事業者は県に対して、第 1 項に定

めるところの完了検査等の受検結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写し

を添付したうえ、報告するものとする。 

4 県は、第 2 項の立ち合いによる確認の結果、事業者による各本件工事又はそれらの工

事目的物が、第 21 条第 2 項に示す当該本件工事の着工時の提出書類若しくは前項に示す

当該本件工事の工事完成時の提出書類又は本契約、本入札説明書等若しくは事業者提案

に従っていないと判断した場合、別紙 9（モニタリング実施要領等）の規定により、事業

者に対して、注意、是正勧告及び是正命令を行うことができる。この場合、事業者は、

自己の責任及び費用負担において、当該注意、是正勧告及び是正命令に従って当該箇所

を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるものとする。 

 

第31条 （県による完了検査） 

1 事業者は、各本件工事に関し、第 29 条及び第 30 条に定める検査等の終了後、その旨

及び当該本件工事の工事目的物の引渡し又は明渡しを県に通知しなければならない。 

2 事業者は、前項の通知とともに、各本件工事に関し、当該本件工事の工事完成時に県

に提出すべき書類又は図面等として別紙 6（提出書類の構成及び内容）第 2 項第 2 号に示

す書類又は図面等を作成したうえ、同号の定めるところにより県に対して提出するもの

とし、その確認を受けるものとする。 

3 県は、第 1 項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に県の

立会いのうえ当該本件工事の完了検査を完了しなければならない。この場合、県は、当

該完了検査の結果を事業者に通知しなければならない。 

4 県は、以下の各号に定めるところにより当該本件工事の完了検査をそれぞれ実施する
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ものとする。 

(1) 事業者は、当該本件工事の工事現場において、建設企業及び工事監理者を立ち会わ

せ、かつ工事記録を準備したうえ、県による完了検査を受ける。 

(2) 県は、当該本件工事の工事目的物と当該本件工事に係る完成図書との照合により、

それぞれの完了検査を実施する。 

(3) 事業者は、事業者による機器、器具、什器備品等の試運転とは別に、機器、器具、

什器備品等の取扱いに関し、県に対して説明する。 

5 県は、前項の完了検査によって各本件工事の完成を確認したときは、第 40 条第 1 項に

定めるところにより工事目的物の引渡し又は明渡しを受けなければならない。 

6 県は、第 4 項に基づくいずれかの本件工事の完了検査において当該本件工事の工事目

的物が本入札説明書等、事業者提案若しくは設計図書又は当該本件工事に係る完成図書

に従っていないと認める箇所がある場合、事業者に対して是正のために、別紙 9（モニタ

リング実施要領等）の規定により、注意、是正勧告及び是正命令を行うことができるも

のとする。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該注意、是正勧

告及び是正命令により当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県

の確認を受けるものとする。 

7 県は、第 4 項及び前項の確認にあたり必要があると認められるときは、工事目的物を

最小限度破壊して検査することができる。 

8 事業者は、前各項の定めるところにより各本件工事の完了検査が完了した場合には、

かかる完了検査を経た当該本件工事に係る完成図書を本施設内の所定の位置に保管する

ものとする。 

 

第32条 （運営・維持管理業務の遂行体制整備） 

1 事業者は、各本施設の運営・維持管理開始予定日までに、各本施設毎に、要求水準書

その他の適用のある本入札説明書等及び事業者提案に基づくそれぞれの運営・維持管理

業務の遂行体制に必要な人員を確保し、かつ運営・維持管理業務を遂行するために必要

な訓練、研修等を行うものとする。 

2 事業者は、前項に定めるところの研修等を完了し、かつ要求水準書その他の適用のあ

る本入札説明書等及び事業者提案に従って運営・維持管理業務の遂行体制を整備のうえ

で運営・維持管理業務の遂行を開始することが可能となった時点において、県に対して

それぞれ通知を行うものとする。 

3 県は、前項に定めるところの通知を受領した後、運営・維持管理開始予定日まで、要

求水準書その他の適用のある本入札説明書等及び事業者提案に従った運営・維持管理業

務の遂行体制が整備されていることを確認するものとする。 

 

第33条 （運営・維持管理業務仕様書の提出） 

1 事業者は、各本施設毎に、要求水準書その他の適用のある本入札説明書等及び事業者

提案に基づき、別紙 6（提出書類の構成及び内容）第 3 項第 1 号の定めるところにより、
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運営・維持管理期間が終了する日までの期間を通じた業務実施に必要な事項を記載した

運営・維持管理業務仕様書を作成し、運営・維持管理開始予定日の 3 ヶ月前までに県の

確認を得るものとする。 

2 事業者は、前項の定めるところにより県の確認を得られた運営・維持管理業務仕様書

に関し、運営・維持管理業務の実施過程において改訂が必要な新たな事項が判明した場

合は、遅滞なく、運営・維持管理業務仕様書にその内容を反映、記録して、運営・維持

管理業務仕様書を改訂し、遅滞なく県に対して提出し、県の確認を得るものとし、以後

も同様にする。 

 

第34条 （業務完了証の不交付） 

1 以下の各号に定められるところの事由が全て満たされた場合、県による特段の異議が

ない限り、本契約に基づく事業者による設計業務及び建設業務の履行が完了したものと

みなされるものとする。なお、県は、これを証する業務完了証を交付しないものとし、

事業者は、これに異議を述べないものとする。 

(1) 第 31 条の定めるところにより全ての本件工事の完了検査が完了したこと。 

(2) 第 32 条第 3 項の定めるところにより本施設の運営・維持管理業務の遂行体制の整

備が完了したことが確認されたこと。 

(3) 第 33 条の定めるところにより本施設の運営・維持管理業務仕様書の確認が完了し

たこと。 

(4) 第 40 条の定めるところにより全ての新設施設の引渡し及び所有権移転手続が完了

しかつ全ての更新施設の明渡しが完了したこと。 

(5) 第 54 条第 2 項に定めるところにより本施設に付保されるべき別紙 5（付保すべき保

険）第 2 項に掲げる内容を有する保険の保険証書の写し、保険会社作成に係る付保証

明書の写しその他当該保険に係る保険契約が成立したことを証するその他の書面が県

に対して提出されたこと。 

(6) 第 42 条第 3 項に定めるところにより建設企業の作成に係る保証書の原本が県に対

して提出されたこと。 

2 県は、前項に基づき事業者による設計業務及び建設業務の履行が完了したものとみな

されたことにより、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負うものではない。 

 

第 6節 工期の変更 

 

第35条 （工事の一時停止） 

1 県は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知したうえで、本件工事の全

部又は一部の施工を停止させることができる。この場合、県は必要に応じて、工期を変

更し、また、運営・維持管理開始予定日を変更することができる。ただし、運営・維持

管理開始予定日が変更される場合でも第 58 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変

更されないものとする。 
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2 前項に定めるところにより工事が停止された場合、当該工事の停止により事業者に直

接生ずる損害、損失又は費用（事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労

働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。）の負担については、県及

び事業者は、整備協定書及び本契約の他の規定にかかわらず、以下の各号に定めるとこ

ろによるものとする。 

(1) 当該工事の停止が県の責めに帰すべき事由による場合は、県がこれらを負担するも

のとし、県は、事業者と協議のうえ、サービス購入料を増額することなどにより事業

者に対して支払うものとする。 

(2) 当該工事の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負

担する。 

(3) 当該工事の停止が法令等の変更による場合は、別紙 3（法令等の変更による費用の

負担割合）に定めるところの負担割合により、県又は事業者が負担するものとし、そ

の負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるものとする。 

(4) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙 4（不可抗力による損害、損失及び

費用の負担割合）に定めるところの負担割合により、県及び事業者が負担するものと

し、その負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるものとする。 

(5) 前各号の定めにかかわらず、運営・維持管理開始予定日の遅延については、第 41

条の定めるところに従うものとする。 

3 前項第 3号及び第 4号の場合、第 62 条第 1項ないし第 3項の規定は適用されない。 

 

第36条 （工期の変更） 

1 県は、整備協定書に基づく場合のほか、必要があると認める場合、事業者に対して工

期の変更を請求することができる。 

2 事業者は、その責めに帰することができない事由により工期の変更が必要となった場

合、県に対して工期の変更を請求することができる。 

3 前二項に定めるところにより工期の変更が請求された場合、県と事業者は、その協議

により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、県と事業者の間における協議の

開始の日から 14 日以内にその協議が整わないときは、県が合理的な工期を定めたうえ、

事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。協議開始の日については、

県が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知するものとする。 

4 前項の定めるところにより工期が変更される場合、県は、事業者と協議のうえ、運

営・維持管理開始予定日を変更することができる。ただし、運営・維持管理開始予定日

が変更される場合でも第 58 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更されないもの

とする。 

 

第37条 （工期変更の場合の費用負担） 

1 前二条の定めるところにより工期が変更された場合、当該工期の変更により県又は事

業者において損害、損失又は費用（本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的
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な費用を含む。）が生ずるときは、県及び事業者は、その負担について、以下の各号の

定めるところによるものとする。 

(1) 当該工期の変更が県の責めに帰すべき事由による場合は、県がこれらを負担するも

のとし、県は、事業者と協議のうえ、サービス購入料を増額することなどにより事業

者に対して支払うものとする。 

(2) 当該工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負

担する。 

(3) 当該工期の変更が法令等の変更による場合は、別紙 3（法令等の変更による費用の

負担割合）に定めるところの負担割合により、県又は事業者が負担するものとし、そ

の負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるものとする。 

(4) 当該工期の変更が不可抗力による場合は、別紙 4（不可抗力による損害、損失及び

費用の負担割合）に定めるところの負担割合により、県及び事業者が負担するものと

し、その負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるものとする。 

(5) 前各号の定めにかかわらず、運営・維持管理開始予定日の遅延については、第 41

条の定めるところに従うものとする。 

2 前項第 3号及び第 4号の場合、第 62 条第 1項ないし第 3項の規定は適用されない。 

 

第 7節 損害の発生 

 

第38条 （第三者に対する損害） 

1 本件工事の施工により第三者に損害が生じた場合（本件工事の施工に伴い通常避ける

ことができない生活環境影響により第三者に損害が生じた場合を含む。）には、事業者

が、当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。ただし、当該損害が本件工事

の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により生じたものでなくかつ不可

抗力によるものと認められる場合において、事業者が当該損害を賠償したときは、当該

賠償に係る費用は、第 62 条の定めるところにより事業者又は県が負担するものとする。 

2 前項の定めにかかわらず、本件工事の施工により第三者に生じた損害が本件工事の施

工に伴い通常避けることができない生活環境影響により生じたものでなくかつ県の責め

に帰すべき事由により生じたものと認められる場合には、県が当該第三者に対して当該

損害（ただし、第 17 条の定めるところにより事業者が加入した保険によりてん補された

か又はされるべきものを除く。）を賠償するものとする。 

3 第 1 項の定めるところにより、事業者が第三者に対して損害賠償すべき場合において、

県が第三者から損害賠償を請求されたときは、事業者は、当該第三者からの請求又は紛

争により県が負担した費用及び損害の一切を県に対して補償するものとする。ただし、

県が事前に事業者に対応を協議せずに単独で負担した費用等はこの限りでない。 

 

4 第 2 項の定めるところにより、県が第三者に対して損害賠償すべき場合において、事

業者が第三者から損害賠償を請求されたときは、県は、当該第三者からの請求又は紛争
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により事業者が負担した費用及び損害の一切を事業者に対して補償するものとする。た

だし、第 17 条の定めるところにより事業者が加入した保険によりてん補されたか又はさ

れるべき費用及び損害並びに事業者が事前に県に対応を協議せずに単独で負担した費用

及び損害はこの限りでない。 

5 第 10 条第 8 項、第 12 条第 2 項、第 13 条第 2 項、第 27 条第 5 項、第 31 条第 6 項の定

めるところにより、県が、注意、是正勧告及び是正命令を行う過程で、事業者による設

計業務の実施又は本件工事の施工その他建設業務の実施により第三者に損害が生じたか

又は生じるおそれがある場合にも、前各項の定めが適用されるものとする。 

 

第39条 （本施設への損害） 

1 本契約に別段の定めがない限り、既存施設、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済み

の工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用（本事業の遂行に当たり事業者

において生ずる追加的な費用を含む。）が生じた場合、事業者がその費用を負担する。

ただし、その損害（ただし、第 17 条の定めるところにより事業者が加入した保険により

てん補されたか又はされるべきものを除く。）のうち県の責めに帰すべき事由により生

じたものについては、県が負担する。 

2 前項の定めにかかわらず、不可抗力により、既存施設、本施設、仮設物又は工事現場

に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用（本事業の遂行に当

たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。）が生じた場合、事業者は、当該事実

の発生後直ちにその状況を県に通知しなければならない。 

3 前項の規定による通知を受けた場合、県は直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の

状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。 

4 第 2 項に規定する損害、損失又は費用については、別紙 4（不可抗力による損害、損失

及び費用の負担割合）に定めるところの負担割合により、県及び事業者がそれぞれ負担

するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるもの

とする。 

5 第 2 項の場合、前各項に定める事項を除く他の事項については、県及び事業者は、第

62 条の定めるところによるものとする。 

6 県は、前各項に定めるところのほか、第 10 条第 8 項、第 12 条第 2 項、第 13 条第 2 項、

第 27 条第 5 項、第 31 条第 6 項の定めるところにより、注意、是正勧告及び是正命令を

行う過程で、別紙 9（モニタリング実施要領等）の定めるところにより、事業者に対して

損害、損失又は費用（支払済みのサービス購入料を含む。）の賠償又は補償を請求する

ことができる。 
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第 8節 引渡し等 

 

第40条 （新設施設の引渡し及び更新施設の明渡し） 

1 事業者は、各本件工事について第 31 条に定めるところの県が実施する完了検査によっ

て完成が確認されたときは、すみやかに、新設施設については県に引渡し、所有権を県

に移転するものとし、また、更新施設については、その占有を県に明け渡すものとする。

この場合、事業者は、新設施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完

全な所有権を県に移転するものとする。 

2 新設施設の所有権は、事業者がこれを原始的に取得するものとし、事業者は、新設施

設の本件工事の委託若しくは請負に係る契約においてその旨を規定するものとする。 

3 第 1 項の定めにより、新設施設の引渡し又は更新施設の明渡しがなされた場合、県は、

事業者の求めにより、これを証する書面を事業者に交付するものとする。 

 

第41条 （運営・維持管理開始の遅延） 

1 県の責めに帰すべき事由により本施設の全部又は一部に係る運営・維持管理開始日が

運営・維持管理開始予定日より遅延した場合、県は、次の各号の定めに従う。 

(1) 県は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用（本事業を遂行す

るに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的かつ追加的な費用（疑義を避

けるため、運営・維持管理期間が短くなることにより事業者が逸失することとなる利

益（運営・維持管理開始予定日から運営・維持管理開始日までの期間について想定さ

れていた運営・維持管理業務に係る想定サービス購入料を含むが、これに限られな

い。）を除くことを確認する。）を含む。）を負担するものとする。 

(2) 県は、県と事業者との間の協議により決定されるところにより、事業者に対してこ

れを支払うものとする。ただし、当該遅延の原因に基づき事業者において生ずる損害、

損失及び費用の負担について、本契約に別段の定めがある場合には、これに従うもの

とする。 

2 県の責めに帰することができない事由により本施設の全部又は一部に係る運営・維持

管理開始日がその運営・維持管理開始予定日より遅延した場合（疑義を避けるため、不

可抗力によりバイオガス利活用施設の全部又は一部に係る運営・維持管理開始日がその

運営・維持管理開始予定日より遅延した場合を含むが、(i)法令等の変更によりバイオガ

ス利活用施設の全部又は一部に係る運営・維持管理開始日がその運営・維持管理開始予

定日より遅延した場合、並びに、(ii)法令等の変更又は不可抗力により汚泥処理施設の

全部又は一部に係る運営・維持管理開始日がその運営・維持管理開始予定日より遅延し

た場合を除き、かかる場合は、第 62 条の定めるところに従う。）、事業者は、本契約の

如何なる定めにもかかわらず、次の各号の定めに従う。 

(1) 事業者は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用（本事業を遂

行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含む。
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次号において同じ。）を負担する。 

(2) 前号の定めるところに従うほか、事業者は、当該遅延が生じた本施設の運営・維持

管理開始予定日の翌日からその運営・維持管理開始日（同日を含む。）までの期間に

ついて、当該遅延が生じた本施設に係る施設整備費から出来高部分に相応する施設整

備費及び割賦金利相当額を控除した額（1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未満の

金額は切り捨てる｡）につき、年 14.5％の割合による金額に相当する遅延損害金を遅

延日数に応じて日割計算により、直ちに県に対して支払うものとする。ただし、不可

抗力によりバイオガス利活用施設の全部又は一部に係る運営・維持管理開始日がその

運営・維持管理開始予定日より遅延した場合は、この限りでない。 

(3) 事業者は、前号の定めるところにより支払われる遅延損害金を超える損害、損失又

は費用（本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生ずる追加的な費

用を含む。）が県に生じるときは、事業者はそれらを負担し、県に支払うべきものが

あれば、直ちに県に対して支払うものとする。ただし、不可抗力によりバイオガス利

活用施設の全部又は一部に係る運営・維持管理開始日がその運営・維持管理開始予定

日より遅延した場合には、この限りでなく、当該遅延に伴い県において生ずる損害、

損失及び費用（本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理

的な追加的な費用を含む。）の一切を負担し、県に支払うべきものがあれば、直ちに

県に対して支払うものとする。 

(4) 前各号の定めにかかわらず、不可抗力によりバイオガス利活用施設の全部又は一部

に係る運営・維持管理開始日がその運営・維持管理開始予定日より遅延した場合に限

り、本事業の遂行に重大な影響があるときは、事業者は、県に対し、その対応につき

協議を申し入れることができる。 

(5) 本契約により県が事業者に対して設計業務又は本件工事につき第 12 条、第 13 条、 

第 27 条、第 31 条による是正のための注意、是正勧告又は是正命令を行ったことによ

り運営・維持管理開始日が運営・維持管理開始予定日より遅延した場合も、前各号が

適用されるものとする。 

3 前二項にかかわらず、(i)汚泥処理施設の運営・維持管理開始の遅延が不可抗力による

ときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額の

うち別紙 4（不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合）に定める事業者の負担割合

により算出される額、並びに、(ii)本施設の運営・維持管理開始の遅延が法令等の変更

によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当す

る額のうち別紙 3（法令等の変更による費用の負担割合）に定める事業者の負担割合によ

り算出される額については、事業者がこれを負担するものとする。疑義を避けるため、

この場合における当該遅延についての遅延損害金は発生しないことを確認する。 

4 整備協定書及び本契約の定めるところにより運営・維持管理開始予定日が変更された

場合には、第 2 項に規定する遅延損害金は、県と事業者とが合意のうえ変更した運営・

維持管理開始予定日よりも遅れたときに、発生するものとする。 
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第 42条 （瑕疵担保責任及び性能保証） 

1 県は、本件工事の工事目的物のいずれかに瑕疵がある場合、次の各号の定めるところ

により、事業者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補（備品

については取り替えも含む。以下同じ。）に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請

求することができる。 

(1) 瑕疵が重要ではなく、かつその修補に過分の費用を要するときは、本項の適用はな

い。 

(2) 本項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該工事目的物の引渡日から

2 年以内にこれを行うものとする。ただし、その瑕疵が事業者の故意又は重大な過失

により生じたものである場合には、当該請求を行うことのできる期間は、当該工事の

工事目的物の引渡日から 10 年とする。 

(3) 本項の定めにかかわらず、県は、県による完了検査の際に、瑕疵があることを知っ

たときは、直ちにその旨を事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の

請求をすることができない。ただし、事業者がその瑕疵のあることを知っていたとき

は、この限りでない。 

(4) 当該工事目的物の全部又は一部が本項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、県は、

第 2 号に定める期間内で、かつその滅失又は毀損を県が知った日から 6 か月以内に本

項の権利を行使しなければならない。 

2 事業者は、全ての本件工事の工事目的物のいずれもが設計図書及び事業者提案に記載

した当該工事目的物の性能及び機能を備えていること（本条において「性能保証事項」

という。）を保証し、第 28 条に基づき実施される試運転（性能試験を含む。）において

性能保証事項を満たす性能及び機能が満足に得られなかった場合、理由の如何を問わず

常に不合格とし、事業者は、同条第 2 項の定めるところにより自らの費用と責任で必要

な措置を講ずるものとし、全ての工事目的物が性能保証事項を満たすまで試運転（性能

試験を含む。）を継続しなければならない。 

3 事業者は、別紙 7（保証書の様式）に掲げた様式により、建設企業をして、本条による

瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて県に対して保証させ、当該保証書を県に

対して提出するものとする。 

 

第 9節 稼働準備 

 

第43条 （運営・維持管理業務開始前の引継） 

1 事業者は、各本施設について、当該本施設に係る運営・維持管理開始予定日に運営・

維持管理業務を開始できるよう、第 31 条の定めるところにより県による完了検査を受け、

かつ、第 40 条に定めるところにより県に対して本施設の引渡し又は明渡しを実施するの

と並行して、運営・維持管理開始予定日の 3 ヶ月前から運営・維持管理開始予定日まで

の期間において、要求水準書その他の適用のある本入札説明書等及び事業者提案に基づ

き、次の各号の定めるところにより、本施設の稼働準備のため、県又は県が指定する第



30 

三者から、必要な技術指導を受けるほか、運営・維持管理業務の遂行に関して必要な事

項の説明を受け、かつ本施設に関する操作要領、申し送り事項その他の資料の提供を受

けるなど運営・維持管理開始日からの運営・維持管理業務の遂行に支障の無いよう引継

ぎを受けるものとする。 

(1) 県は、本項の定めるところにより事業者が引継ぎを受けることができるよう、県自

ら又は県の指定する第三者をして要求水準書が定める引継事項を記載した文書を作成

させ、運営・維持管理期間開始日の 3ヶ月前までに事業者に交付させるものとする。 

(2) 事業者が引継ぎを受けて行う運営・維持管理業務に必要な薬品その他備品及び消耗

品等並びに資機材は、次項以降に別段の定めがある場合を除くほか、事業者の費用負

担において、事業者がこれを調達するものとする。 

(3) 事業者が引継ぎを受けて行う稼働準備に当たって必要となる光熱水費は、本契約に

別段の定めがある場合を除くほか、全て事業者の負担とする。 

2 県は、要求水準書の定めるところにより、事業者に対し、運営・維持管理業務の実施

にあたって使用する薬品、消耗品等を一定数量譲渡するものとする。事業者は、当該譲

渡品を事業者提案に基づき使用しなければならず、月間運営・維持管理計画書において

使用する薬品の種類、使用量等について計画を記載し、県の承諾を得た当該計画どおり

にこれを使用し、かかる薬品の使用実績についても毎月取り纏めて業務報告書に記載し

て県へ報告する。ただし、運営・維持管理期間中に、県が当該譲渡品を使用する本施設

を更新するなど運営・維持管理業務の実施にあたって当該譲渡品の使用を要しないこと

となる場合には、当該譲渡品の取扱いについては、県と事業者の間で協議により定める

ものとする。 

3 県は、要求水準書の定めるところにより、事業者に対し、運営・維持管理業務の実施

にあたって使用する備品等を一定数量貸与するものとし、事業者は、県の指定する様式

により備品管理台帳を作成し、貸与された備品等を管理する。当該貸与品については、

事業者は、当該貸与品のいずれかが使用に耐えなくなった場合又はその他必要がある場

合には、県と協議のうえで、県の指示に従い、事業者の責任と費用において処分する。 

 

第 5章 運営・維持管理業務 

 

第 1節 総則 

 

第44条 （運営・維持管理業務） 

1 事業者は、本施設に関し、運営・維持管理業務を運営・維持管理期間にわたって遂行

するものとする。 

2 事業者は、本施設に関し、法令等を遵守のうえ、次の各号その他本契約の定め、本入

札説明書等及び事業者提案、運営・維持管理業務仕様書、年間運営・維持管理業務計画

書及び月間運営・維持管理業務計画書に基づき、運営・維持管理業務を実施するものと

する。 
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(1) 汚泥処理施設においては、処理対象物を受け入れ、事業者提案に基づく必要な処理

を行ったうえで、発生する脱水汚泥を要求水準書の定める基準の性状で脱水汚泥移送

設備を用いて汚泥焼却施設へ引き渡すとともに、消化過程でバイオガスを生成し、こ

れをバイオガス利活用施設に供給するものとする。 

(2) 汚泥処理施設において、返流水を要求水準書に定める基準で管理するほか、県の他

の流域下水道浄化センターの汚泥の引き取り、場外への汚泥の払い出しを行うものと

する。 

3 県は、汚泥処理施設に処理のために供給する処理対象物につき、次の各号の定めによ

るものとする。 

(1) 県は、いずれかの事業年度において、別紙 8（計画汚泥の性状及び量の範囲）第 1

項に示す計画汚泥性状の範囲を逸脱する処理対象物が供給されることに起因して、事

業者のバイオガス利活用事業に係る収入を以て充当すべき汚泥処理事業費に欠損が生

じたときは、県は、当該欠損金額に相当する金額として県が定めた金額を事業者に支

払う。ただし、別紙 8（計画汚泥の性状及び量の範囲）第 1 項に示す計画汚泥性状の

範囲を逸脱した処理対象物の供給が確認された年度（2 ヶ年度目）からの金額を対象

とするものとし、具体的な支払金額及び支払方法については、県は、事業者との協議

のうえ、別途定めることができる。 

(2) 県は、いずれかの事業年度における計画汚泥量の実績量が、別紙 8（計画汚泥の性

状及び量の範囲）第 2 項に示す当該事業年度における計画汚泥量の範囲を逸脱した場

合に限り、かかる逸脱の程度に応じた実績を踏まえ、県は、事業者と協議のうえ、別

紙 8（計画汚泥の性状及び量の範囲）第 2 項に示す計画汚泥量の範囲を逸脱する処理

対象物の供給が確認された年度（2 ヶ年度目）からのサービス購入料 B の改定を行う。 

(3) 本施設に供給される処理対象物につき、いずれかの事業年度における濃縮汚泥固形

物量が別紙 8（計画汚泥の性状及び量の範囲）第 2 項に示す当該事業年度における濃

縮汚泥固形物量の範囲を逸脱した場合、第 53 条の定めるところにより実施されるモ

ニタリングにおいて、事業者は、本施設に供給される処理対象物が、別紙 8（計画汚

泥の性状及び量の範囲）第 2 項に記載の内容から逸脱していることに起因して業務水

準（第 53 条に定義された意味を有する。本条で同じ。）に従ったサービスを提供す

ることが困難である旨の申立てを県に対して行うことができる。かかる申立てがあっ

た場合、県は、その真偽について確認するものとし、専門的な知見を有する者の助言

を求めることができる。 

(4) 前号の場合において、県が、当該確認の結果に基づき、事業者の申立てに理由があ

ると認めた場合、県は、事業者と協議のうえ、本施設に供給される現状の処理対象物

での業務水準に合致する運営・維持管理業務の実施可能性を検討し、実施可能である

場合には、それに必要とされる本施設の改造の内容、改造後の本施設において運営・

維持管理業務の実施のために処理対象物が満たすべき品質等について決定するものと

する。この場合において、県及び事業者は、当該改造を要する施設に係る次の各号所

定の区分に応じ、当該号の定めるところにより費用負担を行う。 
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① 当該改造を要する施設がバイオガス利活用施設である場合 

当該改造の費用の一切は、要求水準書の誤りその他県の責めに帰すべき事由がな

い限り、事業者が負担する。 

② 当該改造を要する施設が汚泥処理施設及び既存施設である場合 

当該改造の費用の一切は、業務水準未達が運営・維持管理業務に起因する場合そ

の他事業者の責めに帰すべき事由がない限り、県が負担する。 

4 事業者は、本契約に別段の定めがある場合又は検査及び各種試験並びに修繕・設備更

新等のために本施設の全部若しくは一部の運転を停止する必要がある場合を除くほか、本

施設の停止を極力避けるよう努めるものとする。業務水準未達その他理由の如何を問わず、

本施設の運転の停止に起因する県、事業者又は第三者の損害（県が第三者との契約に基づ

き負担する本施設からの脱水汚泥その他生成物の提供義務（脱水汚泥その他生成物の性状

に関する保証責任を含む。）の債務不履行に起因して生ずる損害を含む。）、費用（本施

設の全部又は一部の運転停止によって当該本施設に供給されるべき処理対象物の本施設以

外の場所への運搬、同所での保管、処理その他の措置が必要となった場合における一切の

費用のみならず、本施設からの脱水汚泥その他生成物の再処理に関する費用を含む。）、

損失その他の責任の一切は、事業者により負担されるものとする。ただし、本施設の全部

又は一部の停止が県の責めに帰すべき場合は、この限りでない。 

5 県は、事業者が事業者提案に基づき本施設において要求水準書に定める既存施設から

の排熱の供給を受ける場合、次の各号の定めに従うものとする。 

(1) 県は、要求水準書に定める性状、熱量の排熱を事業者に供給するものとする。 

(2) 県が要求水準書に定める熱量の排熱を事業者に供給できなかった場合において事業

者が事業者提案に基づく本施設における既存施設からの排熱利用ができなかったこと

に起因して事業者に損害（本入札説明書等及び事業者提案に基づく本施設の運営・維

持管理業務の遂行に必要な追加費用を含むが、これに限られない。）が生じた場合に

は、県は、これを合理的な範囲で負担するものとし、その金額及び負担の方法その他

必要な事項については、県と事業者との間における協議によりこれを定める。 

 

第45条 （バイオガス利活用事業） 

1 事業者は、汚泥処理施設からバイオガス利活用施設に供給されたバイオガスを、事業

者提案に基づき、自らの責任で利活用するものとする。 

2 バイオガスの所有権は、県に帰属するものとする。県は、次の各号の定めるところに

より、バイオガス利活用施設（新設されたバイオガス利活用施設を更新（全部撤去して、

新設する場合に限る。本項において「全面撤去更新」という。）して新たに新設された

バイオガス利活用施設を含む。本項において同じ。）と同等の対価性を有するものとし

て、運営・維持管理期間の全期間（事業者提案に基づき当該バイオガス利活用施設にお

いてバイオガス生成物の利活用する別段の期間が定められた場合には、当該期間とする。

本項及び第 65 条第 4 項において同じ。）に渡りバイオガスを無償で譲り受けバイオガス

利活用施設の運営によりバイオガス生成物を製造して専属的に利活用することができる
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権利を本書を以て事業者に対して付与し、その収入について、事業者に帰属させること

ができるものとする。なお、当該権利の付与日は、バイオガス利活用施設の引渡しをそ

の運営・維持管理開始予定日までに完了することを条件として、当該完了日の翌暦日付

とする。 

(1) 県及び事業者は、本項に基づき運営・維持管理期間に渡りバイオガス利活用施設を

運営してバイオガス又はバイオガスより製造されたバイオガス生成物を、専属的に利

活用して一定の利益を収受できる権利（以下「バイオガス利活用施設専用使用権」と

いう。）がサービス購入料 A-3 相当分を除くバイオガス利活用施設と同等の対価性を有

するものであり、かつその権利の全部（収入の収受権を含む。）がその付与の時点で

すべて事業者に付与されることを確認する。 

(2) 前号の定めにかかわらず、事業者提案に基づきバイオガス利活用施設の全面撤去更

新が行われる場合には、当該バイオガス利活用施設の運営終了時を以て当該バイオガ

ス利活用施設について事業者に付与されたバイオガス利活用施設専用使用権は消滅す

るものとし、全面撤去更新に係る本件工事の完了後になされる新たなバイオガス利活

用施設の引渡時において、かかる新たなバイオガス利活用施設について新たなバイオ

ガス利活用施設専用使用権が付与されるものとする。この場合における各バイオガス

利活用施設専用使用権は当該バイオガス利活用施設専用使用権の対象となるバイオガ

ス利活用施設と同等の対価性（ただし、サービス購入料 A-3 相当分は除かれるものと

する。）を有するものとし、かつ各権利の全部（その収入の収受権を含むが、当該権

利の対象となるバイオガス利活用施設の運営に基づく収入の収受権に限る。）が当該

権利の付与の時点でそれ以降当該権利の消滅時までの期間（事業者提案に基づくもの

とする。）に渡りすべて事業者に付与されることを確認する。 

(3) バイオガス又はバイオガス生成物の所有権は、事業者提案に基づく利活用先への売

却対象物となり次第直ちに事業者に移転するものとする。 

(4) 事業者は、バイオガス利活用施設専用使用権の行使として、バイオガス利活用施設

において受け入れたバイオガスを以てバイオガス生成物を製造し、事業者提案に基づ

く以下に示す条件にて自らの責任でこれを利活用するものとする。 

なお、事業者は、バイオガス利活用先との契約を締結する前に、契約条件を県に報

告し、承諾を得ることとし、契約後に利活用単価を変更する場合及び利活用先を変更

する場合も同様とする。また、以下に示す条件を変更する場合、事業者は、あらかじ

め県に報告し、県の承諾を得なければならない。 

利活用用途     発電電力の販売 

利活用単価     39 円／kWh（消費税及び地方消費税を除く）以上 

利活用期間     平成 29 年 2 月 1日～平成 48 年 3 月 31 日 

利活用先      中部電力株式会社又はダイヤモンドパワー株式会社 

(5) 事業者は、バイオガス利活用施設専用使用権の行使により稼得したバイオガス又は

バイオガス生成物の売却その他の収入（バイオガスの譲渡対価、バイオガス生成物の

売却その他のバイオガス生成物の利用の対価を含むが、これに限られない。以下同
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じ。）を収受することができる。ただし、事業者は、当該収入のうち、県の定める割

合の利益を県に対して分配する義務を負う。県は、当該分配義務に係る県の事業者に

対する債権とサービス購入料債権を対当額で相殺することができ、当該相殺対当額を

控除して本契約に基づくサービス購入料 Bを支払うことができる。 

(6) バイオガス利活用施設への FIT 法に基づく設備認定後の同法第 3 条第 8 項による単

価の改定又はその他の事由（事業者自らの創意工夫によると認められない場合）によ

り事業者の収入が増加したときは、県及び事業者は、前号に基づく収入の分配の割合

について協議のうえ、これを変更することができる。 

(7) 事業者は、県の事前の承諾なしに、バイオガス利活用施設専用使用権につき、譲渡、

担保権の設定、ライセンス付与、再許諾その他の処分行為を行わないものとする。 

３ 本契約に別段の定めがない限り、事業者は、事業者提案に基づくバイオガス利活用事

業の内容等を変更できないものとし、事業者提案との乖離が生じたことによる一切の追

加費用、増加費用その他損害の一切を負担する。ただし、次号の定めに従う場合は、こ

の限りでない。 

(1) 事業者は、事業者提案に基づくバイオガス利活用事業の内容等につき、本契約締結

時に想定できなかった事態（バイオガス利活用施設への FIT 法に基づく設備認定の遅

延や認定範囲の齟齬に伴う事業者提案に基づく想定収入の減少、バイオガス利活用施

設への FIT 法に基づく設備認定後の同法第 3 条第 8 項による単価の減額に伴う事業者

提案に基づく想定収入の減少、利活用先での受入が困難になったなどの事業者提案に

おける前提条件の変更は、本事業に重大な影響があるものとして県が合理的に認める

ものに限られるものとする。）が生じた場合、県に対して協議を求めることができ、

当該協議が調ったときは、事業者は、当該協議の結果に従って事業者提案に基づくバ

イオガス利活用事業の内容等を変更できる。 

 

第46条 （第三者による実施） 

1 前条に定める場合を除くほか、事業者は、運営・維持管理業務を運営・維持管理企業

に委託し又は請け負わせるものとし、運営・維持管理企業以外の第三者に、全部又は大

部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他

県が求める事項を県に事前に通知したうえ、県の事前の承諾を得た場合はこの限りでな

い。 

2 事業者は、前条に定める場合を含め、運営・維持管理業務の一部を運営・維持管理企

業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地そ

の他県が求める事項を県に届け出るものとし、県の事前の承諾を得るものとする。 

3 前項に示す当該第三者又は運営・維持管理企業がさらに第三者（当該運営・維持管理

業務が数次の契約によって行われるときは、後次のすべての契約に係る受任者又は請負

人を含む。以下「運営・維持管理下請負人」という。）に運営・維持管理業務の一部を

再委託し、又は下請けさせる場合は、事前に当該第三者の商号、所在地その他県が求め

る事項を県に届け出るものとする。 
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4 運営・維持管理企業又は第 2 項に示す第三者は、運営・維持管理下請負人に運営・維

持管理業務の全部又は主たる部分を委託し、又は請け負わせてはならない。 

5 運営・維持管理企業その他運営・維持管理業務に関して事業者又は運営・維持管理企

業が使用する一切の第三者（以下「運営・維持管理業務従事者」という。）に対する運

営・維持管理業務の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、運営・維

持管理業務従事者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなし

て、事業者が責任を負うものとする。 

 

第47条 （運営・維持管理業務の実施計画） 

1 事業者は、運営・維持管理期間中、要求水準書その他の適用のある本入札説明書等及

び事業者提案並びに運営・維持管理業務仕様書に基づき、別紙 6（提出書類の構成及び内

容）第 3 項第 2 号の定めるところにより、「年間運営・維持管理業務計画書」と題する

各事業年度における本施設の運営・維持管理業務の年間実施計画書を作成し、県の確認

を得るものとする。 

2 事業者は、運営・維持管理期間中、年間運営・維持管理業務計画書に基づき、別紙 6

（提出書類の構成及び内容）第 3 項第 3 号の定めるところにより、「月間運営・維持管

理業務計画書」と題する各暦月における本施設の運営・維持管理業務の月間実施計画書

を作成し、県の確認を得るものとする。 

3 前各項の定めにかかわらず、第 1 回目の年間運営・維持管理業務計画書は、運営・維

持管理開始日が属する事業年度を対象年度とし、また、第 1 回目の月間運営・維持管理

業務計画書は、運営・維持管理開始日から同日が属する暦月末日を対象期間とし、運

営・維持管理開始日の 60 日前までに、それぞれ、県に提出し、その確認を得るものとす

る。 

 

第48条 （運営・維持管理業務の遂行体制） 

1 事業者は、運営・維持管理業務に関し、要求水準書その他の適用のある本入札説明書

等及び事業者提案に基づき、運営・維持管理業務全般を総合的に把握し、県及び関係機

関等との調整を行う総括責任者、運営・維持管理の各業務の管理等を行う業務責任者及

びその他の運営・維持管理業務に従事する者（本条において、「運営・維持管理業務従

事職員」という。）を選任して運営・維持管理業務実施体制を整え、運営・維持管理業

務従事職員の氏名、有する資格等を記載した運営・維持管理業務従事職員名簿を作成し、

県に提出するものとする。 

2 事業者は、運営・維持管理業務従事職員に異動があった場合、その都度届出なければ

ならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある運営・維持管理業

務従事職員を書面で通知することにより行うものとする。 

3 県は、特定の運営・維持管理業務従事職員がその業務を行うのに不適当と認められる

ときは、その事由を明記して、事業者に対しその交代を求めることができ、事業者はこ

れに従うものとする。 
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第 49条 （見学者対応等） 

1  県は、あらかじめ定められた手続により、本施設の見学希望者の受付等本施設の見学

希望者の対応業務を適切に行うものとし、見学日程等については、事業者と協議のうえ

これを定めるものとする。 

2 事業者は、本施設の運営・維持管理の障害とならない限り、県が行う本施設の見学者

への対応に協力して施設見学者への説明等を行うものとし、かつ、見学者が安全に見学

できるように配慮するものとする。 

 

第50条 （地域住民対応等） 

1 事業者は、常に適切な運営を行うことに加え、豊川浄化センター敷地周辺の清掃活動

その他地域で実施される活動などに積極的に取り組むことにより、地域住民の信頼と理

解、協力を得るべく努めるものとする。 

2 事業者は、周辺住民から苦情、要望等が寄せられた場合には、適切な一次対応（本施

設での受付、状況確認等、県への取次ぎ・報告などを含むが、それらに限られない。）

をとるとともに速やかに県に取次報告する。 

 

第51条 （非常時又は緊急時の対応等） 

1 事業者は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、運営・維持管

理業務仕様書に基づき、発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるとともに、県

及び関係機関に報告するものとする。 

2 事業者が本施設の不具合及び故障等を発見した場合、又は県の職員等により本施設の

不具合及び故障等に関する通報や苦情を受けた場合、事業者は、直ちに県と協議のうえ

で発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるものとする。この場合において、緊

急に対処する必要があると判断した場合は、事業者は、速やかに適切な応急処置を行っ

たうえで、県に報告するものとする。ただし、軽微なものについては、その直後に提出

される運営・維持管理業務実施報告書の提出をもって県に対する報告に代えることがで

きるものとする。 

3 前各項の定めるところにより実施された業務により発生した増加費用及び事業者が被

った損害は、本契約に別段の定めがない限り、事業者が負担するものとする。 

 

第 2節 モニタリング 

 

第52条 （運営・維持管理業務の報告） 

 事業者は、要求水準書その他の適用のある本入札説明書等及び事業者提案並びに運営・

維持管理業務仕様書に基づき、運営・維持管理期間中、別紙 6（提出書類の構成及び内

容）第 3 項の定めるところにより、運営・維持管理業務の実施状況を正確に反映した運

営・維持管理業務実施報告書を作成し、県に提出するものとする。 
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第 53条 （モニタリングの実施） 

1 県は、自らの責任及び費用負担において、運営・維持管理業務に関し、本施設が利用

可能であること並びに要求水準書に示された業務の水準及び内容（ただし、事業者提案

がより優れた又はより厳しい水準又は内容を提案しているものについては、提案された

水準とする。以下「業務水準」という。）に従ったサービスが提供されていることを確

認するため、別紙 9（モニタリング実施要領等）の規定によりモニタリングを実施するも

のとする。 

2 県は、前項の確認の結果、本施設の運営・維持管理業務の遂行状況が業務水準を満足

していないか又は運営・維持管理業務仕様書に従っていないと判断した場合、事業者に

対してその是正のための注意を行うことができるものとする。当該是正注意が行われた

場合、事業者は、別紙 9（モニタリング実施要領等）の規定により県の指示する期間内に

それに対応する業務是正計画書を作成し、県に対して提出したうえ、是正措置をとるも

のとし、また、運営・維持管理業務報告書において、その対応状況を県に対して報告す

る。 

3 第 2 項の定めるところにより県が注意をしたにもかかわらず、事業者が同項の定める

ところにより計画を立案せず、是正措置を行わず又はその対応状況を報告しないなど同

項に違反したか又は注意の対象事項が県の注意に従って是正されていない事項が存在す

ることが県に判明した場合、県は、事業者に対して、別紙 9（モニタリング実施要領等）

に定めるところにより、さらに、当該事項の是正又は復旧を行うよう是正勧告、是正命

令及び再度是正命令を行うことができ、また、サービス購入料のうち運営・維持管理業

務遂行に係る対価の減額、返還若しくは支払留保、違約金の請求又は業務担当企業の変

更を請求することができる。この場合、事業者は、かかる県の注意、是正勧告、是正命

令及び再度是正命令及び請求に従うものとし、速やかに、自己の責任及び費用負担にお

いて当該箇所を是正し、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるほか、県の請

求に基づく支払を行うものとする。 

 

第54条 （損害の発生） 

1 事業者は、本施設の運営・維持管理業務の遂行に際して、県又は第三者に損害、損失、

費用等（本施設の滅失若しくは毀損等に起因する県の損害を含む。本条において「損害

等」という。）が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は

拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を県に対して直ちに

通知し、県の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、県又は第三者が被

った当該損害等の一切を負担するものとし、県又は第三者の請求があり次第直ちに、こ

れを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が県若しくは県民その他

第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰することができない事由に

起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わ

ないものとするが、次項の定めるところにより事業者が加入した保険によりてん補され
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るべきものについては、当該損害等が当該保険によりてん補されるよう手続を履践する

等然るべく措置（保険請求を前提に一義的に事業者が支払を行うことを含む。）するも

のとする。 

2 事業者は、前項に定める損害賠償に係る債務を担保するため、運営・維持管理期間に

つき、自己又は運営・維持管理業務従事者をして、別紙 5（付保すべき保険）第 2 項にそ

の概要が記載される保険に加入し又は加入させるものとする。 

3 前項の定めるところにより保険に加入し又は加入させた場合、事業者は、当該保険に

係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速やかに、県に

提出して、県の確認を受けなければならない。 

 

第 6章 サービス購入料の支払 

 

第55条 （サービス購入料の支払） 

1 県は、設計業務及び建設業務の遂行に係る対価並びに運営・維持管理業務の遂行に係

る対価として、事業者に対して、別紙 2（サービス購入料の金額と支払スケジュール）に

定めるところの算定方法及びスケジュールにより、サービス購入料を支払うものとする。

なお、サービス購入料債権は一体不可分のものであるが、当該債権に基づき支払われる

サービス購入料は、設計業務及び建設業務の遂行に係る対価並びに運営・維持管理業務

の遂行に係る対価に分割して計算するものとする。 

2 事業者は、前項の定めにかかわらず、設計業務及び建設業務の遂行に係る対価に限り、

次の各号の定めるところにより前払金の請求ができる。ただし、事業者は、請求した前

払金を当該前払金の対象たる本件工事及び本件工事に係る設計業務の材料費、労務費、

外注費（当該本件工事に係る設計業務に係る部分に限る。）、機械器具の貸借料（当該

本件工事に係る部分に限る。）、機械購入費（当該本件工事において償却される割合に

相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費（当該本件工事に係る部分に限

る。）、仮設費（当該本件工事に係る部分に限る。）、労働者災害補償保険料（当該本

件工事に係る部分に限る。）及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充

当してはならない。 

(1) 事業者は、県に対して、各本件工事に関し、当該本件工事に係る施設整備費（ただ

し、サービス購入料 A-2 を除く。本条において以下同じ。）の 10 分の 4 の範囲内に

おいて、別紙 2（サービス購入料の金額と支払スケジュール）にて県が定めた率によ

り計算した額の範囲内の前払金の支払を請求する。 

(2) 県は、前号の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から 14

日以内に前払金を支払わなければならない。 

(3) 事業者は、第 1 号の規定による請求をする場合においては、あらかじめ、保証事業

会社と、当該本件工事に係る事業スケジュールに定められた工事完成の時期を保証期

限とする、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第 2

条第 5 項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書
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を県に寄託しなければならない。 

(4) 事業者は、第 1 号の規定により前払金の支払を受けた後、建設業務に限り、保証事

業会社と中間前払金に関し、当該本件工事に係る事業スケジュールに定められた工事

の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を県に寄託し、別紙 2（サ

ービス購入料の金額と支払スケジュール）に定める限度で前払金の支払を請求するこ

とができる。 

(5) 事業者は、前号の中間前払金を請求しようとするときは、あらかじめ、県又は県の

指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、県

又は県の指定する者は、事業者から認定の請求があったときは、直ちに認定を行い、

当該認定の結果を事業者に通知しなければならない。 

(6) 事業者は、当該本件工事に係る施設整備費が著しく増額された場合においては、そ

の増額後の当該本件工事に係る施設整備費の 10 分の 4 の範囲内において、別紙 2（サ

ービス購入料の金額と支払スケジュール）にて県が定めた率により計算した額（第 4

号の規定により中間前払金の支払を受けているときは、増額後の当該本件工事に係る

施設整備費の 10 分の 4 の範囲内において、別紙 2（サービス購入料の金額と支払スケ

ジュール）にて県が定めた率により計算した額及び増額後の当該本件工事に係る施設

整備費の 10 分の 2 の額の合計額）から受領済みの前払金を差し引いた額の範囲内で

前払金の支払を請求することができる。この場合において、事業者は、あらかじめ、

保証契約を変更し、変更後の保証証書を県に寄託しなければならない。 

(7) 第 4 号及び前号の規定による請求があったときは、第 2号の規定を準用する。 

3 事業者は本件工事の完成前に、出来高部分に相応する当該本件工事に係る施設整備費

の 10 分の 9 以内の額について、次の各号の定めるところにより部分払を請求することが

できる。 

(1) この場合において、当該部分払の請求額は、別紙 2（サービス購入料の金額と支払

スケジュール）の定めるところにより、第 3 号の確認に基づき県が通知した出来高割

合を当該本件工事に係る施設整備費に乗じて得た額とする。 

(2) 事業者は部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来高部

分の確認を県に請求しなければならない。 

(3) 県は、前号の場合において、遅滞なく事業者の立会いのうえ、設計図書に定めると

ころにより、前号の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を事業者に通知し

なければならない。この場合において、県は、必要があると認められるときは、出来

高部分を最小限度破壊して検査することができる。 

(4) 前号の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、事業者の負担とする。 

(5) 事業者は、第 3 号の規定による通知があったときは、別紙 2（サービス購入料の金

額と支払スケジュール）の定めるところにより、部分払を請求することができる。こ

の場合において、県は当該請求があったときは、適法な請求書を受理した日から 14

日以内に部分払金を支払わなければならない。 

(6) 部分払金の額は、別紙 2（サービス購入料の金額と支払スケジュール）の算定式に
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より算定する。 

(7) 事業者は本項の規定により部分払の請求ができる年度別の出来高予定額及び支払金

額とスケジュールは、別紙 2（サービス購入料の金額と支払スケジュール）のとおり

とする。 

4 事業者は、県が前各項に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求し

たにもかかわらず支払をしないときは、設計業務の履行若しくは本件工事の全部又は一

部の施工を一時中止することができる。この場合においては、事業者は、その理由を明

示した書面により、直ちにその旨を県に通知しなければならない。 

5 県は、前項の規定により事業者が設計業務の履行若しくは本件工事の全部又は一部の

施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは当該本件工

事に係る施設整備費を変更し、又は事業者が本件工事の続行に備え工事現場を維持し若

しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の設計業務の履行若しくは

本件工事の全部又は一部の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは事業者に

損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

第56条 （サービス購入料の改定） 

 前条にかかわらず、サービス購入料は、別紙 2（サービス購入料の金額と支払スケジュー

ル）に定めるところにより改定される。 

 

第57条 （サービス購入料の減額等） 

第 53 条第 3 項の定めるところによりサービス購入料のうち運営・維持管理業務遂行に

係る対価の減額、返還若しくは支払留保、違約金の請求又は業務担当企業の変更を請求で

きる場合、県は、第 55 条の定めるところによりなすべきサービス購入料の支払において、

支払留保、支払額の減額、控除その他必要な措置を講じることができるものとし、事業者

は、かかる県の措置に異議を述べないものとする。 

 

第 7章 契約の終了 

 

第58条 （契約期間） 

1 本契約は、本契約成立日を始期とし、運営・維持管理終了予定日において事業者によ

る運営・維持管理業務の履行の終了後第 68 条に基づく事業者の義務その他本契約の終了

に伴い当事者が履践すべき義務の履行が完了した日を終期とする期間において効力を有

し、当事者を拘束する。ただし、本契約の定めるところにより本契約が解除されたとき

は、本契約は、第 68 条に基づく事業者の義務その他本契約の解除に伴い当事者が履践す

べき義務の履行が完了した日を以て終了する。なお、当該期間満了後も当事者を拘束す

ることが企図された規定については、この限りでなく、当該規定の定めるところに従う

ものとする。 

2 事業者は、要求水準書に従い、県が本施設を要求水準書の定める性能で運営・維持管
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理終了予定日以降 1 年間継続して使用可能な状態にするのと並行して、運営・維持管理

終了日の 3 ヶ月前から運営・維持管理終了予定日までの期間において、要求水準書その

他の適用のある本入札説明書等及び事業者提案に基づき、次の各号の定めるところによ

り、本施設の引継ぎのため、県又は県が指定する第三者に対して、必要な技術指導を行

うほか、本施設の継続使用に関して必要な事項の説明を行い、かつ本施設に関する操作

要領、申し送り事項その他の資料を提供するなど引継ぎに必要な協力を行い、本施設を

運営・維持管理終了予定日に明け渡すものとする。 

(1) 事業者は、運営・維持管理期間中、本項の定めるところにより県又は県が指定する

第三者が引継ぎを受けることができるよう要求水準書が定める引継事項を記載した文

書を作成し、引継ぎが必要な新たな事項が判明した場合は、その都度適宜当該文書に

その内容を反映、記録し、対象施設固有の運転管理、点検上の留意点が県又は県の指

定する第三者が容易に把握できるように維持し、県の要請があり次第、これを県又は

県の指定する第三者に交付するものとする。なお、県は、当該文書を第三者に使用さ

せ又は公開することができるものとする。 

(2) 事業者が引継ぎに必要な薬品その他備品及び消耗品等並びに資機材は、本契約に別

段の定めがある場合を除くほか、事業者の費用負担において、事業者がこれを調達す

るものとする。 

(3) 事業者が引継ぎに当たって必要となる光熱水費は、本契約に別段の定めがある場合

を除くほか、全て事業者の負担とする。 

(4) 事業者は、本契約終了の 3 ヶ月前までに教育指導計画書を県に提出し、県の確認を

得るものとする。 

3 県は、自らの責任と費用において、別紙 9（モニタリング実施要領等）の規定により、

事業期間終了に係るモニタリングを実施し、事業者はこれに協力する。 

 

第59条 （県の事由による解除） 

 県は、本事業の実施の必要がなくなった又は本施設の転用が必要となったと認める場合

には、180 日以上前に事業者に通知のうえ、本契約の全部（一部は不可。ただし、県によ

る完了検査が完了している部分は除く。以下同じ。）を解除することができる。 

 

第60条 （事業者の債務不履行等による解除） 

1 次の各号の一に該当するときは、県は、特段の催告をすることなく、本契約の全部を

解除することができる。 

(1) 事業者が、設計業務又は本件工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、

かつ県が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき事業者から県が満足する説

明が得られないとき。ただし、事業者の責めに帰することができない事由による場合

には、この限りでない。 

(2) 運営・維持管理開始予定日が経過しても運営・維持管理業務が着手されるべき運

営・維持管理業務の着手ができないとき又は運営・維持管理開始予定日に運営・維持
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管理業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、事業者の責め

に帰することができない事由による場合はこの限りでない。 

(3) 事業者が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これら

に類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者

（事業者の取締役を含む。）によって、当該申立てがなされたとき。 

(4) 事業者が、運営・維持管理業務報告書に著しい虚偽の記載をしたとき。 

(5) 事業者が本契約上の義務に違反し、かつ県が相当期間を定めて催告したにもかかわ

らず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。 

(6) 基本協定が解除された場合 

(7) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により

本事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。 

2 県は、前項各号及び第 3 項に定めるところのほか、第 10 条第 8 項、第 12 条第 2 項、

第 13 条第 2 項、第 27 条第 5 項、第 31 条第 6 項の定めるところにより、注意、是正勧告

及び是正命令を行うほか、別紙 9（モニタリング実施要領等）の定めるところにより本契

約の全部を解除することができる。 

3 県は、第 1 項各号及び前項に定めるところのほか、第 53 条第 1 項の定めるところによ

り実施されたモニタリングの結果、事業者が実施する運営・維持管理業務の水準が業務

水準を満たさないと判断した場合、同条第 2 項の定めるところにより事業者に対してそ

の是正のための注意、是正勧告、是正命令、再度是正命令を行うほか、別紙 9（モニタリ

ング実施要領等）の定めるところにより本契約の全部を解除することができる。 

 

第61条 （県の債務不履行による解除等） 

1 県が本契約上の義務に違反し、かつ事業者による通知の後 60 日以内に当該違反を是正

しない場合、事業者は、本契約の全部を解除することができる。 

2 県が本契約の定めるところにより履行すべきサービス購入料その他の金銭の支払を遅

延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、年 2.9％の割合で計算した額

（1 年を 365 日として日割計算とする。）を事業者に対し遅延損害金として支払うものと

する。 

 

第62条 （法令等の変更及び不可抗力） 

1 法令等の変更若しくは不可抗力により、損害、損失又は費用を被ったとき、本契約及

び業務水準に従って設計業務及び建設業務のいずれかが遂行できなくなったとき若しく

は運営・維持管理業務の遂行ができなくなったときその他本事業の実施が不可能となっ

たと認められる場合、又は、法令等の変更若しくは不可抗力により、本契約及び業務水

準に従って設計業務及び建設業務のいずれか又は本施設の運営・維持管理業務を遂行す

るために追加的な費用が必要な場合（ただし、不可抗力によりバイオガス利活用施設の

全部又は一部に係る運営・維持管理開始日がその運営・維持管理開始予定日より遅延し

た場合を除き、かかる場合には、第 41 条第 2 項の定めるところによる。）、事業者は県
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に対して、速やかにその旨を通知するものとし、県及び事業者は、本契約及び要求水準

書の変更並びに損害、損失及び費用の負担その他必要となる事項について、協議するも

のとする。 

2 法令等の変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合、県

は事業者に対して、当該法令等の変更又は不可抗力に対する対応を合理的な範囲で指図

することができる。事業者は、当該指図に従い、本事業を継続するものとし、また、損

害、損失又は費用の負担は、別紙 4（不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合）及

び別紙 3（法令等の変更による費用の負担割合）に記載する負担割合によるものとする。 

3 前項の定めるところにかかわらず、法令等の変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以

内に第 1 項の協議が調わない場合、県は、本契約の全部又は一部を解除することができ

るものとする。 

4 県は、第 14 条第 3 項第 3 号及び第 4 号、第 35 条第 2 項第 3 号及び第 4 号、第 37 条第

1 項第 3 号及び第 4 号、並びに第 39 条第 4 項の規定による県の損害、損失又は費用の負

担が過大になると判断した場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるも

のとする。 

 

第63条 （特別措置等によるサービス購入料の減額） 

1 将来の技術革新（事業者自らの創意工夫によると認められない場合）、法令等の変更

により、要求水準書又は事業者提案の変更が可能となり、当該変更によってサービス購

入料の減額が可能な場合において県の申し出があったとき、県及び事業者は、協議によ

り要求水準書又は事業者提案について必要な変更を行い、サービス購入料を減額するも

のとする。 

2 本契約に規定されたもの以外で PFI 事業に関する特別な措置（事業者の税の軽減を目

的とする措置を含む。）が生じた場合、県と事業者とは、サービス購入料の減額を目的

として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協

議が調ったときは、サービス購入料を減額するものとする。 

 

第64条 （引渡日前の解除の効力） 

1 いずれかの本件工事に係る引渡日（同日を含まない。）前に第 59 条ないし第 62 条の

定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものと

し、県及び事業者は、以下の各号に定めるところによるものとする。 

(1) 第 60 条に定めるところにより本契約が解除された場合で、県が当該解除後に本施

設を利用するときは、県は、事業者の費用負担において、県による完了検査が未了の

本件工事の成果物を検査したうえで、検査に合格した本件工事の成果物の全部又は一

部（以下「合格部分」という。）のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者

から買い受け、引渡し又は明渡しを受けること若しくは県による完了検査が未了の本

件工事に要した費用の対価を支払うこと又はその両方を行うことができるものとする。

県が合格部分を買い受け又は県による完了検査が未了の本件工事に要した費用の対価
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の支払をする場合、県は、その対価の支払債務と、第 66 条第 1 項第 1 号及び同条第 3

項に定めるところの事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額

で相殺することができ、また、第 55 条第 2 項、第 55 条第 3 項の規定による部分払を

しているときは、その部分払において償却した額を控除し、なお、残額があるときは、

支払時点までの利息（年 2.9%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出す

る。）を付したうえ、一括払又は分割払により事業者に対して支払うものとする。こ

の場合において、事業者の受領済の部分払の金額になお余剰があるときは、その余剰

額（1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未満の金額は切り捨てる｡) に支払時点ま

での利息（年 2.9%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。）を付

したうえ、県に返還しなければならない。また、これにより県のその余の損害賠償請

求は、妨げられない。また、既に県による完了検査が完了している本件工事について

は、県は事業者に対して、施設整備費を別紙 2（サービス購入料の金額と支払スケジ

ュール）に定めるところにより支払うものとする。 

(2) 第 59 条又は第 61 条の定めるところにより本契約が解除された場合、県は、自己の

費用負担において、県による完了検査が未了の本件工事を検査したうえで、合格部分

のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡し又は明渡し

を受け若しくは施設整備に要した費用の対価を支払又はその両方を行うものとする。

この場合、県は事業者に対して、その対価（第 55 条第 2 項、第 55 条第 3 項の規定に

よる部分払をしているときは、その部分払において償却した額を控除する）及び第 66

条第 4 項に定めるところの損害賠償額の総額に支払時点までの利息（年 2.9%の割合と

し、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。）を付したうえ、一括払又は分割

払により支払う。この場合において、事業者の受領済の部分払の金額になお余剰があ

るときは、その余剰額（1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未満の金額は切り捨て

る｡) を県に返還しなければならない。なお、既に県による完了検査が完了している

本件工事については、県は事業者に対して、施設整備費を、別紙 2（サービス購入料

の金額と支払スケジュール）に定めるところにより支払うものとする。 

(3) 第 62 条の定めるところにより本契約が解除された場合、県は、自己の費用負担に

おいて、県による完了検査が未了の本件工事を検査したうえで、合格部分のうち事業

者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡し又は明渡しを受け若し

くは施設整備に要した費用の対価を支払又はその両方を行うものとする。この場合、

県は事業者に対し、その対価（第 55 条第 2 項、第 55 条第 3 項の規定による部分払を

しているときは、その部分払において償却した額を控除する）に支払時点までの利息

（年 2.9%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。）を付したうえ、

一括払又は分割払により支払う。この場合において、事業者が受領済の部分払の金額

になお余剰があるときは、その余剰額（1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未満の

金額は切り捨てる｡) を県に返還しなければならない。なお、既に県による完了検査

が完了している本件工事については、県は事業者に対して、施設整備費を、別紙 2

（サービス購入料の金額と支払スケジュール）に定めるところにより支払うものとす
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る。 

(4) 前各号に定めるところの検査に際して県が必要と認めるときは、県は、その理由を

事前に事業者に対して通知したうえ、本施設を最小限度破壊して検査することができ

る。 

2 前項にかかわらず、引渡日（同日を含まない。）前に本契約が解除された場合で、本

件工事の進捗状況を考慮して、本事業用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその

両方が社会通念上合理的であると県が判断したときは、県は事業者に対して、そのいず

れかを請求することができ、事業者はこれに従うものとする。この場合、解除が第 59 条、

第 61 条又は第 62 条に基づくときは、県がその費用相当額及び第 66 条第 4 項に定めると

ころの損害賠償額並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの利息額（年 2.9%の

割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。）を負担するものとし、第 60

条に基づくときは、事業者がその費用相当額並びに第 66 条第 1 項及び第 3 項に基づく支

払額、並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの第 81 条に基づく遅延損害金を

負担するものとする。ただし、事業者が正当な理由なく相当の期間内に係る更地化若し

くは原状回復又はその両方を行わないときは、県は事業者に代わりそのいずれかを行う

ことができるものとし、これに要した費用については、第 60 条による解除の場合は事業

者がこれを負担し、県の求めるところにより支払うものとする。この場合、事業者は、

県の処分について異議を申し出ることができない。 

3 本施設のうち運営・維持管理業務が着手されている部分がある場合、当該運営・維持

管理業務の対象となっている本施設に関する限りにおいて、次条第 2 項及び第 3 項並び

に第 4項第 3号第 4文を準用する。 

 

第65条 （引渡日後の解除の効力） 

1 引渡日（同日を含む。）後に第 59 条ないし第 62 条の定めるところにより本契約が解

除された場合、本契約は、将来に向かって終了する。この場合、県は、第 40 条に定める

ところにより引渡しを受けた新設施設の所有権を引き続き所有するものとする。 

2 前項の場合、県は、本契約が解除されたときは、本施設の現況を検査したうえ、本施

設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、事業者に対してそ

の修補を求めることができる。事業者は、その費用負担において本施設の修補を実施す

るものとし、修補完了後、速やかに県に対してその旨を通知するものとする。県は、当

該通知の受領後 14 日以内に修補の完了検査を行うものとする。 

3 前項の手続終了後、事業者は、速やかに運営・維持管理業務を、県又は県の指定する

者に引き継ぐものとし、県又は当該第三者が運営・維持管理業務を引き継ぐために必要

な一切の行為を行うものとする。 

4 前項の定めるところにより、県が運営・維持管理業務を引き継いだ後、県及び事業者

は、以下の各号に定めるところにより、サービス購入料を取り扱うものとする。 

(1) 本契約の解除が第 60 条の規定に基づくときは、県は事業者に対し、サービス購入

料のうち未払の施設整備に係る対価を、別紙 2（サービス購入料の金額と支払スケジ



46 

ュール）の定めるところにより支払うほか、バイオガス利活用施設専用使用権（その

時点で存続するものに限る。以下、本項において同じ。）を県自らが買い取ることが

でき又は県の指定する第三者へ譲渡させることができる。ただし、この場合における

バイオガス利活用施設専用使用権の県による買取価格又は第三者への譲渡価格の上限

価格は、当該バイオガス利活用施設専用使用権の対象となるバイオガス利活用施設に

係る運営・維持管理期間の全期間で当該バイオガス利活用施設専用使用権を均等償却

した場合の本契約解除時点における価格を基準として、支払方法等を含め県及び事業

者が協議により決定するものとし、かかる協議が調わない場合は如何なるときでも、

県は、当該バイオガス利活用施設専用使用権を買い取らないことができるものとする。

県及び事業者は、かかる協議において、県側の評価専門家及び事業者側の評価専門家

並びに県と事業者が同意する評価専門家の協議により合意した算定方法に基づいて算

定する等公平な手続により決定することを要請できるものとする。また、事業者の責

めに帰すべき事由により本施設が損傷しており、修繕を施しても利用が困難であると

客観的に判断され、かつ県の被る損害額が未払の施設整備に係る対価を上回る場合に

は、県は、サービス購入料のうち未払の施設整備に係る対価に相当する部分の支払期

限が到来したものとみなして、当該対価と損害額とを相殺することにより、サービス

購入料のうち未払の施設整備に係る対価の支払義務を免れることができる。なお、こ

れにより県のその余の損害賠償の請求は、妨げられないものとする。 

(2)  本契約の解除が第 59 条又は第 61 条の規定に基づくときは、県は事業者に対し、サ

ービス購入料のうち未払の施設整備に係る対価を別紙 2（サービス購入料の金額と支

払スケジュール）の定めるところにより支払を行い、また、バイオガス利活用施設専

用使用権を県が自ら買い取るか又は県が指定する第三者に譲渡させるとともに、第 66

条第 4 項に定めるところの損害賠償額の総額及びそれに付すべき支払時点までの利息

（年 2.9％の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。）を、一括払

又は分割払により事業者に対し支払うものとする。なお、この場合におけるバイオガ

ス利活用施設専用使用権の県による買取価格又は第三者への譲渡価格の下限価格は、

当該バイオガス利活用施設専用使用権の対象となるバイオガス利活用施設に係る運

営・維持管理期間の全期間で当該バイオガス利活用施設専用使用権を均等償却した場

合の本契約解除時点における価格を基準として、支払方法等を含め県及び事業者が協

議により決定するものとする。県及び事業者は、かかる協議において、県側の評価専

門家及び事業者側の評価専門家並びに県と事業者が同意する評価専門家の協議により

合意した算定方法に基づいて算定する等公平な手続きにより決定することを要請でき

るものとする。 

(3)  本契約の解除が第 62 条の規定に基づくときは、県は事業者に対し、サービス購入

料のうち未払の施設整備に係る対価を、別紙 2（サービス購入料の金額と支払スケジ

ュール）の定めるところにより支払うほか、バイオガス利活用施設専用使用権を県自

らが買い取るか又は県の指定する第三者へ譲渡させるものとする。ただし、この場合

におけるバイオガス利活用施設専用使用権の県による買取価格又は第三者への譲渡価
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格は、当該バイオガス利活用施設専用使用権の対象となるバイオガス利活用施設に係

る運営・維持管理期間の全期間で当該バイオガス利活用施設専用使用権を均等償却し

た場合の本契約解除時点における価格を基準として、支払方法等を含め県が事業者と

の協議を経て決定するものとする。県及び事業者は、かかる協議において、県側の評

価専門家及び事業者側の評価専門家並びに県と事業者が同意する評価専門家の協議に

より合意した算定方法に基づいて算定する等公平な手続きにより決定することを要請

できるものとする。また、県は事業者が運営・維持管理業務を終了させるために要す

る費用を事業者に対して支払うものとする。事由の如何を問わず、本契約の解除日以

降、県は、運営・維持管理業務に係るサービス購入料のうち未払のものの支払義務を

免れるものとし、本契約の解除日が属する支払対象期間に関する運営・維持管理業務

に係るサービス購入料に関しては、実働ベースで精算を行って支払を行うものとする。 

 

第66条 （損害賠償） 

1 第 60 条各項の規定により本契約が解除された場合、事業者は、次の各号に定める額を

県の指定する期限までに支払うものとする。 

(1)  各本件工事に関し、当該本件工事に係る引渡日（同日を含まない。）までに解除さ

れた場合 

引渡日が到来していない全ての本件工事に係る施設整備費の合計額から割賦金利相

当額を控除した額の 100 分の 10 に相当する額 

(2)  汚泥処理施設の運営・維持管理開始日（同日を含む。）以降に解除された場合   

運営・維持管理費の 100 分の 10 に相当する額 

2 前項第 1 号の場合において、第 9 条の規定により県を被保険者とする履行保証保険契

約が締結されているときは、県は、当該履行保証保険契約の保険金を受領し、これをも

って違約金及び損害賠償に充当することができる。 

3 第 60 条各項に基づく解除に起因して県が被った損害額が本条第 1 項の違約金額を上回

る場合、事業者は、その差額を県の請求するところにより支払うものとする。 

4 第 59 条又は第 61 条の規定により本契約が解除された場合、県は、当該解除により事

業者が被った損害額を、事業者の請求するところにより支払うものとする。 

 

第67条 （保全義務） 

 事業者は、解除の通知がなされた日から第 64 条第 1 項各号による引渡し若しくは明渡

し、又は第 64 条第 3 項若しくは第 65 条第 3 項による運営・維持管理業務の引継ぎ完了の

ときまで、本施設（本件工事の出来高部分を含む。）について、自らの責任及び費用にお

いて、最小限度の保全措置をとらなければならない。 

 

第68条 （関係書類の引渡し等） 

1 事業者は、第 64 条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第 65 条第 3 項に基

づく運営・維持管理業務の引継ぎの完了と同時に、県に対して、設計図書及び完成図書
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（ただし、既に事業者が提出しているものを除く。また、本契約が本施設に係る運営・

維持管理の実施開始前に解除された場合、図面等については事業者が既に作成を完了し

ているものに限る。）その他本施設の整備及び修補に係る書類並びに本施設の運営・維

持管理業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。 

2 県は、前項に基づき提出を受けた図書等を本施設の運営・維持管理のために、無償で

自由に使用（複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。）すること

ができるものとし、事業者は、県による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及

び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。 

 

第69条 （所有権の移転） 

事業者は、第 64 条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づき新設施設又はその出来高の所有

権を県に移転する場合、担保権その他の制限による負担のない、完全な所有権を県に対し

て移転しなければならない。 

 

第 8章 雑則 

 

第70条 （公租公課の負担） 

 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者が

これを負担するものとする。ただし、本契約締結時点において県及び事業者が予測不可能

であると認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合、事業者は、その負担

及び支払方法について、県と協議することができる。 

 

第71条 （運営協議義務） 

1 県及び事業者は、本事業の円滑な遂行のため、運営協議会を設置するものとする。 

2 県及び事業者は、別途定める運営協議会設置要綱に従って、運営協議会を運営するも

のとする。 

 

第72条 （金融機関等との協議） 

 県は、本事業の継続性を確保するため、事業者に対し資金提供を行う金融機関等と協議

を行い、直接協定を締結することができる。 

 

第73条 （財務書類の提出） 

1 事業者は、本契約の終了に至るまで、毎会計年度の最終日から 3 か月以内に、当該会

計年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、県に提出し

なければならない。ただし、事業者が、会社法第 374 条に基づき会計参与と共同して作

成した計算書類等を県に提出する場合には、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添

付することを要しない。 
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2 県は、自らの責任と費用において、別紙 9（モニタリング実施要領等）の規定により、

財務状況等に関するモニタリングを実施し、事業者はこれに協力する。 

 

第74条 （秘密保持） 

 県及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密の内容を自己の役員及び

従業員、自己の代理人、事業者に対して資金提供を行う金融機関又はコンサルタント以外

の第三者に漏らし、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、本事

業に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であったも

の、本事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの、本事業に関して

知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得

したもの、相手方から開示された秘密情報によることなく独自に開発し又は創造したもの、

相手方が第三者に開示することを事前に書面により承諾したものについては、秘密保持義

務の対象から除くものとする。 

 

第75条 （著作権等） 

1 事業者は、県に対し、県の裁量により、本事業期間中及び本事業期間終了後も、次に

掲げる行為を行うことを無償で許諾する。 

(1)  県が新設施設その他本施設及び本件工事の内容（ただし、事業者の営業秘密に係る

部分として事業者が書面で公表の制限を要請した特定箇所を除く。）を公表すること。 

(2)  設計図書を利用すること。 

2 事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、県の承諾を得た

場合はこの限りではない。 

(1) 本施設の内容を公表すること。 

(2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。 

 

第76条 （著作権の侵害防止） 

1 事業者は、新設施設その他本施設及び本件工事の内容が、第三者の有する著作権を侵

害するものでないことを県に対して保証する。 

2 事業者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合、自己の責任

及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

第77条 （産業財産権） 

 事業者は、本事業において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等を使用す

る場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、県がその

使用を指定した場合で、事業者が当該産業財産権の存在を知らなかったときは、県は、事

業者がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、県と事業者

との間の協議においてこれを定めるものとする。 
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第 78条 （株式等の発行制限） 

 事業者は、本事業期間中、県の事前の承諾を得た場合を除くほか、本契約成立日時点で

事業者の株主である者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発

行してはならない。 

 

第79条 （権利等の譲渡制限） 

1 事業者は、本契約に基づき県に対して有する本事業に係る債権の全部又は一部を第三

者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、県の

事前の承諾を得た場合は、この限りでない。 

2 事業者は、本契約その他本事業に関して県との間で締結した契約に基づき事業者が有

する契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他

処分することができない。ただし、県の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

第80条 （事業者の兼業禁止） 

 事業者は、本契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、県の事前

の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

第81条 （遅延利息） 

 事業者が本契約に基づき行うべき県への支払を遅滞した場合、事業者は、未払額につき

遅延日数に応じ、年 2.9%の割合（1 年を 365 日とする日割計算とする。）で計算した額の

遅延利息を付したうえで、県に対して支払うものとする。 

 

第82条 （要求水準書の変更） 

1 県は、設計変更及び第 62 条の場合のほかに、次の各号所定の事由が生じた場合、次項

の定める手続により、要求水準書の内容を変更することができる。 

(1) 法令等の変更により業務内容が著しく変更されるとき 

(2)  災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更

されるとき 

(3)  県の事由により業務内容の変更が必要なとき 

(4)  その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき 

2 要求水準書の変更は、次の各号の定めにより行われるものとする。 

(1) 県は、前各号のいずれかに該当する場合、速やかに、その旨と要求水準書の変更内

容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取するものとする。 

(2)  事業者は、第 1号所定の通知受領後 20 日以内に意見書を提出するものとする。 

(3)  県は、第 2 号所定の意見書を期限内に受領しないときは、事業者の意見がないもの

として取り扱うことができる。 

(4)  県は、事業者の意見に拘束されないものとするが、事業者の意見を聴取した結果を

尊重し、必要に応じて事業者の意見を反映して変更内容の修正（修正は義務ではな
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い。）を行ったうえで確定的な変更内容を事業者に通知することにより、要求水準書

の変更を確定する。 

(5)  本契約に基づく事業者への支払金額を含め本契約の変更が必要となるとき、県は、

必要な変更を行うものとし、事業者は、これに協力する。 

 

第83条 （管轄裁判所） 

 本契約に関する紛争は、名古屋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 

 

第84条 （疑義に関する協議） 

 本契約に定めのない、想定しがたい事項について定める必要が生じた場合、又は本契約

の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、県及び事業者が誠実に協議のうえ、これ

を定めるものとする。 

 

第85条 （その他） 

1 県及び事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、本契約に基づいて相手

方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、命令、催告及び解除その他一切

の意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行うものとする。なお、県及

び事業者は、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、本事業期

間中に変更された場合、直ちに相手方に通知するものとする。 

2 本契約の履行に関して県と事業者間で用いる言語は、日本語とする。 

3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

4 本契約の履行に関して県と事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがあ

る場合を除き、計量法（平成 4年法律第 51 号）に定めるものとする。 

5 本契約上の期間の定めは、民法（明治 29 年法律第 89 号）及び商法（明治 32 年法律第

48 号）が規定するところによるものとする。 

6 本契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等により解釈される。 

7 本契約の定めるところにより事業者が県に対して書面で提出することを要する届出、

通知、計画、報告、図面、図表その他の書類の内容及び体裁（図面等のデータを記録し

た県の指定する記録媒体を添付することを含む。）、部数等については、本契約に別段

の定めがない限り、県が別途指定するところによるものとする。 

8 本契約の定める指定日又は期限満了日が開庁日（県が定める愛知県庁の休日を除いた

日をいう。以下同じ。）でない場合には、当該指定日又は期限満了日は翌開庁日となる

ものとする。 

9 本契約における当事者が異議を述べない旨の定めは、民事訴訟法（平成 8 年法律第 109

号）における不起訴の合意や民事執行における不執行の合意を含むものとする。 

10 県は、本契約に基づくモニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一

部について、何ら責任を負うものではない。 

［以下余白］ 
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別紙 1 定義一覧 

（第 1条関係） 

 

(1)  「運営・維持管理開始日」とは、各本施設に関し、事業者による当該本施設に係る

運営・維持管理業務が開始された日をいう。 

(2)  「運営・維持管理開始予定日」とは、各本施設に関し、事業者による当該本施設の

運営・維持管理の開始が予定された日として事業スケジュールに定められた当該本施

設の運営・維持管理開始予定日をいう。 

(3)  「運営・維持管理終了予定日」とは、事業者による本施設の維持管理の終了が予定

された日として事業スケジュールに定められた本施設の運営・維持管理終了予定日を

いう。 

(4)  「運営・維持管理業務」とは、本施設の全部又は一部の性能、効用等の現状を維持

し、その機能が十分発揮されるようにするための関連業務をいい、要求水準書におい

て運営・維持管理業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとし

て事業者提案によって本落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連

業務をいう。なお、「運営・維持管理」とは、当該業務を行うことをいう。 

(5) 「運営・維持管理期間」とは、運営・維持管理開始日から運営・維持管理終了予定

日までをいう。 

(6) 「運営・維持管理企業」とは、メタウォーターサービス株式会社 O&M 本部中日本管

理部をいう。 

(7) 「運営・維持管理業務仕様書」とは、第 33 条第 1 項の定めるところにより県に提

出され確認を得た運営・維持管理業務の実施手順に係る業務仕様書（第 33 条第 2 項

の定めるところにより改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。）を

いう。 

(8) 「運営・維持管理業務報告書」とは、第 52 条の定めるところにより県に提出され

た運営・維持管理業務の実施状況に係る業務報告書をいう。 

(9)「運営・維持管理費」とは、該当の運営・維持管理期間における運営・維持管理業務

の遂行の対価として県が事業者に対して支払う別紙 2（サービス購入料の金額と支払

スケジュール）所定のサービス購入料 B-1 及び B-2 の合計額を運営・維持管理期間の

事業年度数で除した額をいう。ただし、本契約の定めるところにより改定された場合

には、当該改定された金額となるものをいう。 

(10) 「汚泥処理施設」とは、本入札説明書等において汚泥処理事業の対象たる汚泥処理

施設として特定されている既存施設及び新設設備並びにそれらの付帯設備をいう。 

(11) 「完成図書」とは、第 31 条第 2 項の定めるところにより県に提出された書類及び

図面等（その後の変更を含む。）をいう。 

(12) 「既存施設」とは、本契約又は本入札説明書等に言及された時点において本事業用

地及びその周辺用地において整備済みの豊川浄化センター内の一切の施設及びその附

帯設備をいう。 
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(13) 「機能」とは、目的又は要求に応じてものが果たす役割をいう。 

(14) 「月間運営・維持管理業務計画書」とは、該当の暦月に関し、第 47 条第 2 項の定

めるところにより県に提出され確認を得た運営・維持管理業務の 1 ヶ月間の実施計画

に係る業務計画書（改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。）をい

う。 

(15) 「建設企業」とは、メタウォーター株式会社営業本部中日本営業部をいう。 

(16) 「建設業務」とは、本件工事の関連業務をいい、要求水準書において建設業務の内

容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落

札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。な

お、「建設」とは、当該業務を行うことをいう。 

(17) 「建基法」とは、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）をいう。 

(18) 「更新」とは、設備等が劣化して使用に耐えられなくなったものを廃棄し、代わり

に新しいものを設置することをいう。 

(19) 「更新施設」とは、既存施設及び新設施設のうち、本入札説明書等において修繕、

更新等の対象とされた汚泥処理施設又はこれらに相当する本件工事により整備された

施設及び附帯設備をいう。 

(20) 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第 2

条第 1項に定義された意味とする。 

(21) 「サービス購入料」とは、県が、サービス購入料債権に係る債務の弁済として、事

業者に対して支払う金銭をいう。 

(22) 「サービス購入料債権」とは、本事業に係る対価を請求する権利として、本契約に

基づき、事業者が県に対して有する一体不可分の債権をいう。 

(23) 「事業者提案」とは、本落札者グループ又は事業者が本事業の入札手続において県

に提出した技術提案書、県からの質問に対する回答及び本契約締結までに提出したそ

の他一切の提案をいう。 

(24) 「事業スケジュール」とは、第 4 条、整備協定書及び事業者提案に定めるところに

より、要求水準書の定めるバイオガス利活用事業及び汚泥処理事業の各事業に係る制

約条件を遵守して事業者提案に基づき行われるべき本事業の業務遂行スケジュールを

いう。 

(25) 「事業年度」とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年

間をいう。ただし、初年度は本契約について PFI 法第 12 条の規定に基づき、議会の

議決が得られた日又は県と事業者が合意により変更した日から最初に到来する 3 月 31

日までの期間をいう。 

(26) 「施設整備費」とは、各本件工事に係る設計業務及び建設業務の遂行の対価として

県が事業者に対して支払う別紙 2（サービス購入料の金額と支払スケジュール）所定

のサービス購入料 A-1、A-2 及び A-3 の合計額をいう。ただし、本契約の定めるとこ

ろにより改定された場合には、当該改定された金額となるものをいう。 

(27) 「処理対象物」とは、本入札説明書等において汚泥処理施設における処理対象物と
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された生汚泥及び余剰汚泥をいう。 

(28) 「新設施設」とは、本入札説明書等において新設する汚泥処理施設及びバイオガス

利活用施設又はこれらに相当する本件工事により新設された施設及び附帯設備をいう。 

(29) 「生活環境影響」とは、騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染

（粉塵発生を含む。）、水質汚染、悪臭、電波障害（地上波デジタル放送電波を含

む。）、交通渋滞等その他の本事業が近隣住民の生活環境に与える影響をいう。 

(30) 「設計企業」とは、メタウォーター株式会社営業本部中日本営業部及び中日本建設

コンサルタント株式会社をいう。 

(31) 「設計業務」とは、本件工事に係る設計を行うことの関連業務をいい、要求水準書

において設計業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事

業者提案によって本落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務

を含むものとする。なお、「設計」とは、当該業務を行うことをいう。 

(32) 「設計図書」とは、第 12 条及び第 13 条の定めるところにより県の確認が得られた

書類及び図面等をいう。ただし、第 14 条の定めるところにより変更された場合には、

当該変更された設計図書をいうものとする。 

(33) 「年間運営・維持管理業務計画書」とは、該当の事業年度に関し、第 47 条第１項

の定めるところにより県に提出され確認を得た運営・維持管理業務の 1 事業年度の実

施計画に係る業務計画書（改訂された場合には、当該改訂された最新のものをい

う。）をいう。 

(34) 「整備協定書」とは、第 21 条 1 項の定めるところにより、事業者の作成した本件

工事に係る工期、工事内容等を含む実施計画により、県と事業者で協議の上、当該本

件工事に係る施設整備費について支払額、方法等を、県及び事業者が確認する書類

（変更された場合には、当該変更された最新のものをいう。）をいう。 

(35) 「バイオガス」とは、汚泥処理施設における処理対象物の消化工程その他処理過程

で発生する可燃性ガスをいう。 

(36)「バイオガス生成物」とは、バイオガス利活用施設における運営・維持管理業務の

遂行過程においてバイオガスの利活用により製造されるものとして事業者提案により

特定された電力、精製ガス等をいう。 

(37)「バイオガス利活用施設」とは、本入札説明書等においてバイオガス利活用事業の

対象たるバイオガス利活用施設として特定されている各施設及びそれらの付帯設備を

いう。 

(38) 「引渡日」とは、各新設施設に関しては、第 40 条の定めるところにより当該新設

施設の所有権が移転された日をいい、また、各更新施設に関しては、第 40 条の定め

るところにより当該更新施設の明渡しがなされた日をいう。 

(39) 「引渡予定日」とは、各新設施設に関しては、事業者による当該新設施設の所有権

の移転が予定された日として事業スケジュールに定められた引渡予定日をいい、また、

各更新施設に関しては、事業者による当該更新施設の明渡しが予定された日として事

業スケジュールに定められた日をいう。 
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(40) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、落雷、地滑り、落盤、火災、

有毒ガスの発生、騒乱、暴動、戦争、テロその他県及び事業者の責に帰すことのでき

ない自然的又は人為的な事象であって、取引上又は社会通念上要求される一切の注意

や予防措置を講じても、損害を防止できないものをいい、本施設に直接物理的な影響

がなくとも、落雷等を原因とする送電線の破断による送電の停止などの間接的事由も

含むものとする。疑義を避けるため、「不可抗力」とは、本契約の締結後に発生する

事象に限られ、本契約の締結時に存在する土地の瑕疵及び埋蔵物の存在は含まれない

ことを確認する。 

(41) 「本件工事」とは、設計図書に従った新設施設の建設及び更新施設の更新、外構等

の整備、機器・器具及び什器備品の設置その他の建設業務に係る各々の工事をいう。 

(42) 「本件工事期間」とは、各本件工事に関し、当該本件工事の着工日から当該本件工

事の工事目的物の引渡日までをいう。 

(43) 「本事業期間」とは、本契約成立日から平成 48 年 3 月 31 日（ただし、当該日以前

に、本契約の終了する日が到来した場合には、別段の定めがある場合又は文脈上別異

に解される場合を除き、当該日とする）までをいう。 

(44) 「本事業用地」とは、本事業が実施される用地をいい、具体的には、本入札説明書

等において本施設の立地条件として示される要件により特定された土地をいう。 

(45) 「本施設」とは、要求水準書において運営・維持管理業務の対象として特定されて

いる汚泥処理施設及びバイオガス利活用施設をいう。 

(46) 「本入札説明書等」とは、本事業に係る本入札説明書、要求水準書、落札者決定基

準、様式集、及び公表後に当該資料に関して受け付けられた質問に対する県の回答

（その後の修正を含む。）の総称をいう。 

(47) 「埋蔵物」とは、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第 2 条第 1 項第 4 号所

定の「記念物」として同法により保護を受ける「文化財」に該当する貝づか、古墳、

都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、

峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物（生

息地、繁殖地及び渡来地を含む。）、植物（自生地を含む。）及び地質鉱物（特異な

自然の現象の生じている土地を含む。）で学術上価値の高いものをいう。 

(48) 「要求水準書」とは、本入札説明書の附属資料の一部であり、本事業の業務範囲の

実施について、県が事業者に要求する業務水準を示す図書をいう。 

(49) 「FIT 法」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置

法（平成 23 年法律第 108 号）（その後の改正を含む。）をいう。 

 

以 上 
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別紙 2 サービス購入料の金額と支払スケジュール 

（第 7条第 2項、第 55 条、第 56 条、第 64 条第 1項第 1号ないし第 3号、第 65 条第 4項

第 1号ないし第 3号関係） 

 

１ サービス購入料の構成 

本事業において県が事業者に支払うサービス購入料の構成は、次のとおりである。 

（１）設計業務及び建設業務に係る対価 

① 汚泥処理施設 

分類 各対価の内容 対象となる業務等 

サービス 

購入料 

A-1-1 

・平成 31 年度末までに実施する

汚泥処理施設に関する設計・

建設業務の対価のうち交付金

対象分。 

・当該年度に設計・建設された

出来高に応じた額を支払う。 

汚泥処理事業に係る設計・建設業

務 

ア 設計業務 

イ 建設業務 

ウ 試運転業務 

エ その他の業務 

オ 特別目的会社経費 

カ 保険料 

キ 消費税及び地方消費税  

等 

サービス 

購入料 

A-1-2 

・平成 31 年度末までに実施する

汚泥処理施設に関する設計・

建設業務の対価のうち交付金

対象分以外。 

・当該年度に設計・建設された

出来高に応じた額を支払う。 

汚泥処理事業に係る設計・建設業

務 

ア 設計業務 

イ 建設業務 

ウ 試運転業務 

エ その他の業務 

オ 特別目的会社経費 

カ 保険料 

キ 消費税及び地方消費税  

等 

サービス 

購入料 

A-2 

・平成 32 年度以降に実施する汚

泥処理施設に関する設計・建

設業務の対価。 

・業務実施年度の翌年度から事

業終了年度（平成 47 年度）ま

での間、年度毎に１回、元金

均等による割賦で支払う（た

だし、事業終了年度に実施す

る設計・建設業務の対価は、

当 該 年 度末 に 一 括で 支 払

う）。 

・国の交付金が活用可能な場合

は、サービス購入料 A-1-1 と

同様に、出来高に応じた額を

支払う。 

汚泥処理事業に係る設計・建設業

務 

ア 設計業務 

イ 建設業務 

ウ 試運転業務 

エ その他の業務 

オ 特別目的会社経費 

カ 保険料 

キ 割賦金利 

ク 消費税及び地方消費税  

等 
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② バイオガス利活用施設 

分類 各対価の内容 対象となる業務等 

サービス 

購入料 

A-3 

・平成 31 年度末までに実施する

バイオガス利活用施設に関す

る設計・建設業務に要する費

用のうち交付金対象分(熱量に

よる按分)。 

・当該年度に設計・建設された

出来高に応じた額を支払う。 

バイオガス利活用事業に係る設

計・建設業務 

ア 設計業務 

イ 建設業務 

ウ 試運転業務 

エ その他の業務 

オ 特別目的会社経費 

カ 保険料 

キ 消費税及び地方消費税  

等 

 

（２）運営・維持管理業務に係る対価 

分類 各対価の内容 対象となる業務等 

サービス 

購入料 

B-1 

（固定費）

・本事業の運営・維持管理業

務に要する固定費。 

・運営・維持管理期間にわた

り、毎月 1 回、事業者が提

示した額を支払う。 

汚泥処理事業に係る運営・維持管

理業務の一部 

ア 運営業務 

イ 修繕工事 

ウ 電気需給・事務管理業務等

エ 点検（現場巡回・法令点検

含む）・保守業務 

オ 電気工作物に係る保安業務

カ 関係法令に係る各種届出 

キ 試験業務 

ク ユーティリティ等の調達・

管理業務（固定費分） 

ケ 運営・維持管理業務計画の

策定業務 

コ 引継業務 

サ その他の業務 

シ 保険業務 

ス 特別目的会社経費 

セ 消費税及び地方消費税 

サービス 

購入料 

B-2 

（変動費）

・本事業の運営・維持管理業

務に要する変動費。 

・運営・維持管理期間にわた

り、毎月１回、事業者が提

示した単価に、当該月の濃

縮汚泥固形物量の実績値を

乗じた額を支払う。 

汚泥処理事業に係る維持管理業務

の一部 

ア ユーティリティ等の調達·

管理業務(変動費分) 

イ 消費税及び地方消費税 

 

２ サービス購入料の支払方法等 

県は、以下の支払方法によりサービス購入料を事業者に支払う。 

（１）サービス購入料A-1-1及びA-3 

① 支払方法 

県は、サービス購入料 A-1-1 及びサービス購入料 A-3 を平成 26 年度から平成 31 年
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度まで毎年支払う。ただし、第 55 条第 2 項に示す前払金に関する規定、第 55 条 

第 3項に示す部分払の規定及び後述の５に示す特約条項を適用する。 

 

② 支払手続 

ア 県は、第 10 条第 4 項、第 5 項、第 6 項及び第 27 条第 1 項並びに第 2 項により

行われる県による出来高検査の結果を事業者に通知する。 

イ 事業者は、出来高検査に合格したときは、翌事業年度の 4 月 15 日までに、出来

高に対する国の交付金の対象となる設計・建設業務の対価に該当する金額の請求

書を県に対して送付すること。 

ウ 県は、適正な請求書を受理した日から以下の期限以内に支払うものとする。 

（ア）設計業務の対価に該当する金額 ：３０日以内 

（イ）建設業務の対価に該当する金額 ：４０日以内 

 

（２）サービス購入料A-1-2 

① 支払方法 

県は、サービス購入料 A-1-2 を平成 26 年度から平成 31 年度まで毎年支払う。た

だし、第 55 条第 2 項に示す前払金に関する規定、第 55 条第 3 項に示す部分払の規

定及び後述の５に示す特約条項を適用する。 

 

② 支払手続 

ア 県は、第 10 条第 4 項、第 5 項、第 6 項及び第 27 条第 1 項並びに第 2 項により

行われる県による出来高検査の結果を事業者に通知する。 

イ 事業者は、出来高検査が合格したときは、翌事業年度の 4 月 15 日までに、出

来高に対する設計・建設業務の対価に該当する金額の請求書を県に対して送付す

ること。 

ウ 県は、適正な請求書を受理した日から以下の期限以内に支払うものとする。 

（ア）設計業務の対価に該当する金額 ：３０日以内 

（イ）建設業務の対価に該当する金額 ：４０日以内 

 

（３）サービス購入料A-2 

① 支払方法 

県は、サービス購入料 A-2 を平成 33 年度から平成 47 年度まで毎年ごとに全 15

回の支払とする。 

 

②  支払手続 

ア 県は、第 10 条第 4 項、第 5 項、第 6 項及び第 27 条第 1 項並びに第 2 項により

行われる県による出来高検査の結果を事業者に通知する。 

イ 事業者は、出来高検査が合格したときは、その翌事業年度から各年度 4 月 15
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日までに、出来高に対する各年度の割賦払の金額の請求書を県に対して送付する

こと。 

ウ 県は、適正な請求書を受理した日から以下の期限以内に支払うものとする。 

（ア）設計業務の対価に該当する金額 ：３０日以内 

（イ）建設業務の対価に該当する金額 ：４０日以内 

 

（４）サービス購入料B-1及びB-2 

① 支払方法 

県は、サービス購入料 B-1 について、平成 28 年 10 月から平成 48 年 3 月まで、

毎年月ごとの年 12 回、全 234 回の支払を行う。 

 

② 支払手続   

ア 事業者は月ごとに業務月報を作成し、翌月の 10 日までに県へ提出するものと

する。 

イ 県は業務月報の提出を受けた後、14 日以内に、これを精査しその結果を踏まえ

て、当該月ごとのサービス購入料を算定し、事業者に対して支払額を通知する。 

ウ 事業者は、支払額判明後、速やかに県に対して請求書を送付する。 

エ 県は、適正な請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。 

 

３ 年度別の支払スケジュール及び金額 

（１）サービス購入料A-1-1及びA-3の支払予定額 

（税込み） 

支払スケジュール 
サービス購入料 A-1-1 サービス購入料 A-3 

設計業務 建設業務 設計業務 建設業務 

平成 26年度 5,508,000円 0円 0 円 0 円

平成 27年度 11,448,000円 235,008,000円 0 円 0 円

平成 28年度 55,073,520円 3,185,296,002円 3,506,414 円 171,814,306 円

平成 29年度 10,756,800円 527,200,563円 0 円 0 円

平成 30年度 0円 0円 0 円 0 円

平成 31年度 8,461,810円 52,488,000円 0 円 0 円

合計 91,248,130円 3,999,992,565円 3,506,414 円 171,814,306 円

 



60 

（２）サービス購入料A-1-2の支払予定額 

（税込み） 

支払スケジュール 
サービス購入料 A-1-2 

設計業務 建設業務 

平成 26年度 0 円 0 円

平成 27年度 0 円 0 円

平成 28年度 460,080 円 22,388,400 円

平成 29年度 0 円 0 円

平成 30年度 0 円 0 円

平成 31年度 0 円 0 円

合計 460,080 円 22,388,400 円

 

（３）サービス購入料A-2 

（税込み） 

支払スケジュール 回 

サービス購入料 

A-2 

元金支払 割賦金利支払 

平成 33年度 1 250,560 円 69,450 円 

平成 34年度 2 934,200 円 234,737 円 

平成 35年度 3 3,639,600 円 813,013 円 

平成 36年度 4 4,843,800 円 982,648 円 

平成 37年度 5 48,570,840 円 8,218,177 円 

平成 38年度 6 50,520,240 円 7,750,707 円 

平成 39年度 7 53,496,720 円 7,336,749 円 

平成 40年度 8 61,759,800 円 7,357,055 円 

平成 41年度 9 65,030,040 円 6,707,192 円 

平成 42年度 10 69,561,720 円 6,047,577 円 

平成 43年度 11 71,447,400 円 5,136,914 円 

平成 44年度 12 95,009,328 円 5,035,431 円 

平成 45年度 13 103,816,242 円 4,028,580 円 

平成 46年度 14 103,817,806 円 2,685,737 円 

平成 47年度 15 103,817,860 円 1,342,872 円 

合計  836,516,156 円 63,746,839 円 

 

（４）サービス購入料B 

（税込み） 

支払スケジュール 回 
濃縮汚泥 
固形物量 

サービス購入料 

B-1 B-2 

平成 28年度 10月～3月 1 回～6回 2,113DS-t
27,378,000円 

/6ヶ月 

40,200,416円

/6ヶ月

平成 29年度 4月～3月 7 回～18 回 4,288DS-t 54,756,000円/年 81,580,400円/年

平成 30年度 4月～3月 19 回～30回 4,343DS-t 54,756,000円/年 82,626,791円/年

平成 31年度 4月～3月 31 回～42回 4,410DS-t 54,756,000円/年 83,901,484円/年

平成 32年度 4月～3月 43 回～54回 4,398DS-t 54,756,000円/年 83,673,181円/年

平成 33年度 4月～3月 55 回～66回 4,398DS-t 54,756,000円/年 83,673,181円/年
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支払スケジュール 回 
濃縮汚泥 
固形物量 

サービス購入料 

B-1 B-2 

平成 34年度 4月～3月 67 回～78回 4,398DS-t 54,756,000円/年 83,673,181円/年

平成 35年度 4月～3月 79 回～90回 4,410DS-t 54,756,000円/年 83,901,484円/年

平成 36年度 4月～3月 91 回～102回 4,398DS-t 54,756,000円/年 83,673,181円/年

平成 37年度 4月～3月 103 回～114 回 4,398DS-t 54,756,000円/年 83,673,181円/年

平成 38年度 4月～3月 115 回～126 回 4,398DS-t 54,756,000円/年 83,673,181円/年

平成 39年度 4月～3月 127 回～138 回 4,410DS-t 54,756,000円/年 83,901,484円/年

平成 40年度 4月～3月 139 回～150 回 4,398DS-t 54,756,000円/年 83,673,181円/年

平成 41年度 4月～3月 151 回～162 回 4,398DS-t 54,756,000円/年 83,673,181円/年

平成 42年度 4月～3月 163 回～174 回 4,398DS-t 54,756,000円/年 83,673,181円/年

平成 43年度 4月～3月 175 回～186 回 4,410DS-t 54,756,000円/年 83,901,484円/年

平成 44年度 4月～3月 187 回～198 回 4,398DS-t 54,756,000円/年 83,673,181円/年

平成 45年度 4月～3月 199 回～210 回 4,398DS-t 54,756,000円/年 83,673,181円/年

平成 46年度 4月～3月 211 回～222 回 4,398DS-t 54,756,000円/年 83,673,181円/年

平成 47年度 4月～3月 223 回～234 回 4,410DS-t 54,756,000円/年 83,901,484円/年

合計   85,570DS-t 1,067,742,000円 1,627,993,199円

 

※なお、別紙６に示す業務報告書に記される当該濃縮汚泥固形物の実処理量をもと

に、サービス購入料 B-2 の支払額は決定する。 

 

４ サービス購入料 Bからの控除 

（１）バイオガス又はバイオガス生成物の売却等による収入の県への分配 

第 45 条第 2 項第 3 号に示すバイオガス又はバイオガス生成物の売却その他の収入

の 10%から事業用地の地代相当額を差し引いた額を相殺対当額として当該月のサービ

ス購入料 Bから控除する。 

 

（２）脱水汚泥、焼却灰及び返流水負荷に係る県の費用負担増加額の控除 

以下に示す、脱水汚泥、焼却灰及び返流水負荷に係る標準値超過に伴う県の費用負

担の増加額相当分を当該月のサービス購入料 Bから控除する。 

 

（ⅰ）脱水汚泥含水率が標準値を超過することによる増加額＝ 

（脱水汚泥量（wet-t）－脱水汚泥量の含水率 80%換算値（wet-t）） 

☓30,000（円／wet-t） 

※ 脱水汚泥量は、小数点第２位を四捨五入して、小数点第１位までの数値とする。 

※ 円未満の部分を切り捨てるものとする。 

 

（ⅱ）無機性凝集剤の添加による焼却灰量増加に伴う増加額＝ 

無機性凝集剤使用量のうち金属成分の酸化物重量（t／日）☓28,000（円／t） 

※ 無機性凝集剤使用量のうち金属成分の酸化物重量は、小数点第２位を四捨五入

して、小数点第１位までの数値とする。 
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※ 円未満の部分を切り捨てるものとする。 

 

（ⅲ）返流水の PO4-P 負荷量が標準値を超過することによる増加額＝ 

（返流水の PO4-P 負荷量（t／日） – 0.07（t／日））☓1,000,000（円／t） 

※ PO4-P 負荷量は、小数点第３位を四捨五入して、小数点第２位までの数値とす

る。 

※ 円未満の部分を切り捨てるものとする。 

 

（ⅳ）返流水の NH4-N 負荷量が標準値を超過することによる増加額＝ 

（返流水の NH4-N 負荷量（t／日） – 0.35（t／日））☓120,000（円／t） 

※ NH4-N 負荷量は、小数点第３位を四捨五入して、小数点第２位までの数値とす

る。 

※ 円未満の部分を切り捨てるものとする。 

 

  上述の（ⅰ）、（ⅱ）、（ⅲ）、（ⅳ）の合計額の１ヶ月当たりの累計額に消費税 

及び地方消費税を加えた額を当該月のサービス購入料 Bから控除する。 

また、上述の（ⅰ）、（ⅱ）、（ⅲ）、（ⅳ）の算出に用いる単価については、６（４）

物価変動に伴うサービス購入料Bの改定の方法と同様の方法で、年1回見直しを行うもの

とする。利用する指数は、消費税を除く企業向けサービス価格指数／下水道（日本銀行

調査統計局）とする。ただし、この項目は参考であり、改定率として用いる指数は事業

者の提案内容により協議のうえ決定する。 

 

（３）バイオガス利活用施設における平成32年度以降の設計・建設業務の対価に係る控除 

平成 32 年度以降に国の交付金が活用可能となった場合、事業者が受け取るバイオ

ガス利活用施設に係る設計・建設業務の対価は、当該年度に設計・建設された出来高

に応じた額が支払われるものとし、県は事業者に支払った交付金対象分（国の交付金

及び県の事業費負担分）の一部もしくは全部をサービス購入料 Bから控除する。 

 

５ 部分払等の特約 

   前述の２（１）、（２）に示すサービス購入料 A-1-1、A-1-2、A-3 の支払に関する部

分払等の特約を以下に示す。なお、サービス購入料 A-2 が、６（２）②の規定にしたが

って出来高払に変更された場合にも本項に準じて、部分払を行う。 

（１）支払限度額及び出来高予定額 

①  各会計年度の支払限度額は歳出予算の範囲内とする。 

②  出来高予定額は、各整備協定で定める。 

（２）前金払 

①  本契約第 55 条第 2 項第 1 号の前金払の率は、設計業務については１０分の３、

建設業務については１０分の４とする。 
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②  事業年度の前払金の支払限度額は、当該年度末までの出来高予定額に、①に定め

る率を乗じて得た額から、前年度末までの前払金の支払限度額の累計額を控除した

額とする。 

③  会計年度末において、その会計年度末における出来高が、その会計年度末までの

出来高予定額に達していないときは、出来高予定額に達するまで翌年度の前払金を

請求することはできない。 

（３）中間前金払 

①  契約時に「中間前払金請求予定書」を提出した場合に限り、中間前払金を請求す

ることができる。 

②  中間前払金の支払請求に関する本契約第 55 条第 2 項第 4 号の限度の額は、次に

定める額とする。 

・ 中間前払金の支払限度額は、当該会計年度末までの出来高予定額に１０分の２

の割合を乗じて得た額から、前年度末までに定める支払限度額の累計額を控除し

た額とする。ただし、中間前払金を支払う前に出来高予定額が減額となった場合

は、前払金及び中間前払金の合計額が、前払金及び中間前払金の合計額が、出来

高予定額に１０分の６の割合を乗じて得た額を超えてはならない。 

③  各会計年度の中間前払金の支払請求は、各年度の工事実施期間(各年度着手日か

ら翌年の３月３１日まで)の２分の１を経過し、かつ、工程表により、その時期ま

でに実施すべき作業が行われ、各会計年度の進捗において要した経費が各会計年度

末の出来高予定額（当該本件工事に係る施設整備費から前年度末までの出来高予定

額を控除した額）の２分の１以上に相当するものでなければすることができない。 

（４）部分払 

①  契約時に「中間前払金請求予定書」を提出した場合は、部分払を請求することは

できない。ただし、各会計年度末は、次の額の範囲内の部分払の請求をすることが

できる。 

ア 各会計年度末における出来高が、当該年度末までの出来高予定額に達している

場合は、当該年度末までの支払限度額から当該年度末までに支払った前払金、中

間前払金及び部分払金を控除した額。 

イ 各会計年度末において、その会計年度末における出来高がその会計年度末まで

の出来高予定額に達していないとき及び平成３１年度末において工事を完成させ

ることができなかった場合においては、②に定める式により算定した額。 

②  部分払金の額について、本契約第 55 条第 3項第 6号の算定式は次の式とする。 

部分払金の額≦当該本件工事に係る施設整備費×出来高割合×９/10－当該部分払を請求する前年度までの支払済前払金､中間前払金及び部分払金の額－ 

             －
当該部分払を請求する年度の前払金額及び中間前払金の額

 当該部分払を請求する年度末までの出来高予定額－当該部分払を請求する前年度末までの出来高予定額
  

             ×(当該本件工事に係る施設整備費×出来高割合 －当該部分払を請求する前年度末までの出来高予定額) 

             －当該部分払を請求する年度の支払済部分払金の額 

（５）上述の（１）から（４）のほかに、整備協定書に基づいて支払を行う。 
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６ サービス購入料の改定 

サービス購入料の改定とは、事業者の債務の内容に変更が無く、サービス購入料の金

額が以下の各号に掲げる場合（本契約締結時の当事者の意思と異なった場合）にその金

額が修正されることをいう。なお、改定にあたっては、必ずしも契約変更手続きを要し

ない。 

（１）国の交付金の交付額の変更に伴うサービス購入料A-1-1及びA-3の改定 

各事業年度において県に交付された国の交付金の実額と、３（１）に示す当該事業

年度に係る出来高予定額に差が生じた場合、その差額分は、当該事業年度以降の出来

高払又は県の定める別段の支払スケジュールにより、県が支払うものとする。 

ただし、各事業年度において県に交付された国の交付金の実額が３（１）に示す当

該事業年度に係る出来高予定額と異なることが事業者の作成した長寿命化計画その他

の資料に起因する場合その他事業者の責に帰すべきとすることが合理的であると県が

認めた場合、県は、事業者と協議のうえ、事業者の帰責事由を勘案して当該事業年度

において県に交付された国の交付金の実額に応じて当該交付金を支払原資とするサー

ビス購入料の支払金額を改定することができる。なお、かかるサービス購入料の支払

金額の改定が事業者による本事業の遂行において重大な悪影響がある場合には、県は、

事業者の申出により、事業者と協議のうえで関連する本件工事の内容の変更その他必

要な措置を講じることができる。 

 

（２）金利変動若しくは国の交付金が活用可能な場合のサービス購入料A-2の改定 

①  金利変動 

金利の変動に伴い、設計・建設業務に係る対価のうち、サービス購入料 A-2 の支

払に係る基準金利を以下のように改定する。なお、スプレッドについては、事業者

の提案の値によるものとし、原則として変更は行わない。ただし、本事業の遂行に

重大な悪影響がある場合は、県は、事業者の申出により事業者と協議のうえで、提

案スプレッドを変更することができる。 

ア 提案時からの基準金利の改定 

提案書の提出時に使用する基準金利（平成 26 年 6 月 30 日の東京時間午前 10

時にテレレート 17143 ページに発表される東京スワップ･レファレンス･レート

（TSR）として表示されている 6 か月 LIBOR ベース 1 年物（円／円）から 15 年物

（円／円）金利スワップレートの仲値）と、実際の支払に使用する基準金利（各

事業年度の 3 月 29 日（3 月 29 日が日曜日若しくは土曜日の場合は直前の銀行営

業日）の東京時間午前 10 時にテレレート 17143 ページに発表される東京スワッ

プ･レファレンス･レート（TSR）として表示されている 6 か月 LIBOR ベース 1 年

物（円／円）から 15 年物（円／円）金利スワップレートの仲値）に差が生じた

場合、この差に応じてサービス購入料 A-2 を改定する。 
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イ その他 

改定後のサービス購入料 A-2 は、円未満の部分を切り捨てるものとする。 

② 国の交付金が活用可能な場合 

 平成 32 年度以降に国の交付金が活用可能な場合、国の交付金対象分となる施設

整備費をサービス購入料 A-2 から差し引き、支払方法を割賦払から出来高払に変更

し、２（１）に示すサービス購入料 A-1-1、A-3 の支払方法と同様の方法で当該施

設整備費を支払うものとする。その際、出来高払に変更した分の割賦金利相当額は

サービス購入料 A-2 から全額減額する。 

なお、支払方法の変更後に、国の交付金相当分と県に交付された国の交付金に差

が生じた場合、上述の（１）の規定に従うものとする。 

 

（３）物価変動に伴うサービス購入料Aの改定 

サービス購入料 A-1-1、A-1-2、A-2 及び A-3 について、以下のように改定を行う。

ただし、⑤及び⑥は、サービス購入料の改定とはならない。 

①  県及び事業者は、本契約締結の日から 12 ヶ月を経過した後に、国内における賃

金水準や物価水準の変動によりサービス購入料 A-1-1、A-1-2、A-2 及び A-3 が不適

当となったと認めたときは、相手方に対してサービス購入料の変更を請求すること

ができ、県又は事業者は、相手方から請求があったときは、協議に応じなければな

らない。 

②  サービス購入料の改定方法は、変動前施設整備費等(本契約に定められたサービ

ス購入料 A-1-1、A-1-2、A-2 及び A-3 から割賦金利相当額を控除した金額及び③ア

の基準日における出来高の額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後施設整備

費等(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前施設整備費等に相応する

額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前施設整備費等の 1,000 分の 15 を超え

る額(以下、｢スライド額｣という。)について、サービス購入料 A-1-1、A-1-2、A-2

（割賦金利相当分を除く）及び A-3 に加除し、これに基づきサービス購入料 A-1-1、

A-1-2、A-2 及び A-3 の改定額を定めるものとする。ただし、サービス購入料 A-2 に

ついては、割賦金利相当分を再算定する。 

③  サービス購入料の改定手続きは、次に示すとおりとする。 

ア ①の規定に基づく請求のあった日を基準日とする。 

イ 県は、基準日から 7 日以内に出来高を確認し、変動前施設整備費等を定め、事

業者に通知する。事業者は、県が行う出来高の確認に際し、必要な協力をするも

のとする。 

ウ スライド額については、入札日と基準日との間の後述の（５）に示す物価指数

に基づき、スライド額及びサービス購入料 A-1-1、A-1-2、A-2 及び A-3 の改定額

について、県と事業者で協議して定める。ただし、エで定めた協議の開始日から

14 日以内に当該協議が成立しない場合には、県は、スライド額及びサービス購

入料 A-1-1、A-1-2、A-2 及び A-3 の改定額を定め、事業者に通知する。 
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エ 上述のウの協議の開始日については、県が事業者の意見を聴いて定め、事業者

に通知する。ただし、県が上述の①の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内

に当該協議の開始の日を通知しない場合には、事業者は、当該協議の開始の日を

定め、県に通知することができる。 

④  上述の①の規定による請求は、本条項の規定によりサービス購入料の改定が行わ

れた後、再度行うことができる。この場合においては、上述の①において｢本契約

締結の日｣とあるのは、｢直前の本規定に基づくサービス購入料改定の基準日｣と読

み替えるものとする。 

⑤  特別な要因により工期内に主要な工事材料等の国内における価格に著しい変動を

生じ、設計・建設業務に係るサービス購入料が不適当となったと認められるときは、

県又は事業者は、前各項の規定によるほか、サービス購入料 A-1-1、A-1-2、A-2 及

び A-3 の変更を請求することができる。 

⑥  予期することのできない特別な事情により、設計・建設業務期間内に国内におい

て急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、サービス購入料 A-1-1、A-

1-2、A-2 及び A-3 が著しく不適当となったときは、県又は事業者は、前各項の規定

にかかわらず、サービス購入料 A-1-1、A-1-2、A-2 及び A-3 の変更を請求すること

ができる。 

⑦  上述の⑤又は⑥の規定による請求があった場合における変更方法、変更手続きは、

上述の②の改定方法及び③の改定手続きに準ずるものとするが、変動前施設整備費

等の算定方法については、県が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知するもの

とする。 

⑧  上述の①から④の規定は、各整備協定書の単位で適用されるものとする。また、

各整備協定書締結後に、上述の①から④の規定によるサービス購入料 A-1-1、A-1-2、

A-2 及び A-3 の改定は行われない。 

 

（４）物価変動に伴うサービス購入料Bの改定 

事業期間中の物価変動に伴い、運営・維持管理業務に係る対価（サービス購入料 B-

1 及び B-2）について、以下のように改定を行う。 

①  後述の（５）に示す指標に基づき、平成 28 年 10 月以降のサービス購入料の支払

額について、平成 28 年 4 月以降年 1回見直しを行うものとする。 

②  見直し時の指標と前回のサービス購入料の改定時の指標と比較し、1,000 分の 15

以上の変動があった場合に改定を行うものとする。なお、変動の大小にかかわらず、

事業者は毎年当該指標について改定の要不要を確認し、県へ書面により報告を行う

こと。 

③  毎年、4 月 1 日時点で公表されている直近の 12 ヶ月の指標（確報値）に基づき、

4 月 30 日までに見直しを行い、改定年度のサービス購入料を確定し、4 月以降の支

払に反映させる。計算は下式とする。なお、第 1 回目の改定を行う場合は、事業契

約に定めた額を基準額とする。 
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Ｙ ＝ Ｘ × α 

ここで、 

Ｙ：改定後の各支払額（税抜） 

Ｘ：前回改定後の各支払額（税抜、第 1 回目の改定が行われるまでは契約書

に示された支払額） 

　　　　
２ヶ月の指数　　　前回改定時の直近１

の指数改定時の直近１２ヶ月
　　：改定率　　 ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛α  

※ 当該指数については後述の（５）に示すとおりである。 

※ 改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数 

※ 当該改定率に小数点以下第４位未満の端数が生じた場合は、これを

切り捨てるものとする。 

④  業務内容及び業務範囲の変更に伴う改定 

本契約書等で定めた維持管理業務及び運営業務の内容又は範囲の変更を余儀なく

される場合、県は事業者に対して当該変更によるサービス購入料の見直しを求める

ことができるものとする。 

⑤  その他 

改定後のサービス購入料は、円未満の部分を切り捨てるものとする。 

 

（５）改定率の指数 

区分 改定率として用いる指数 

サービス購入料

A-1-1、A-1-2、

A-2 及び A-3 

・設計業務 

毎月勤労統計調査／産業別賃金指数（現金給与総額）／調査産業計

（厚生労働省） 

・建設業務 

消費税を除く国内企業物価指数／はん用機器（日本銀行調査統計

局） 

サービス購入料

B-1 及び B-2 

B-1 

・人件費 

毎月勤労統計調査／産業別賃金指数（現金給与総額）／調査産業計

（厚生労働省） 

・機械修繕費、電気修繕費、建築修繕費 

消費税を除く国内企業物価指数／はん用機器（日本銀行調査統計

局） 

・電気基本料金（汚泥） 

豊川浄化センター全体の県から電力事業者への電気基本料金の支払

い実態を踏まえた指数 

・その他の費用 

消費税を除く企業向けサービス価格指数／総平均（日本銀行調査統

計局） 

B-2 

・高分子凝集剤、ポリ鉄、脱硫剤、活性炭、塩化第一鉄 

消費税を除く国内企業物価指数／化学製品物価指数（日本銀行調査

統計局） 

・重油 
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区分 改定率として用いる指数 

消費税を除く国内企業物価指数／石油・石炭製品／A 重油（日本銀

行調査統計局） 

・電気使用料金(汚泥)  

豊川浄化センター全体の県から電力事業者への使用料金の支払い実

態を踏まえた指数 

・上水 

豊川浄化センター全体の県から水道事業者への料金支払いの実態を

踏まえた指数 

 

（６）消費税及び地方消費税の改正による改定 

事業期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、県の事業者への支払に係る

消費税及び地方消費税については、県が改定内容にあわせて負担する。 

以 上 
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別紙 3 法令等の変更による費用の負担割合 

（第 14 条第 3項第 3号、第 21 条第 1項第 2号④、第 35 条第 2項第 3号、 

第 37 条第 1項第 3号、第 41 条第 3項、第 62 条第 2項関係） 

 

                          県負担割合  事業者負担割合 

① 本事業の施設整備・運営・維持管理業務に係わる 

法令等の制定・改正の場合               １００％      ０％ 

 

② 消費税に関する変更又は事業者に課される税金の 

内その利益に課されるもの以外に関する税制度に 

係る法令等の制定・改正の場合             １００％      ０％ 

 

③ 本事業に関する新税の成立や税率の変更の内、 

事業者の費用増加が明らかで、事業者による費用 

増加抑制が不可能なものに関する税制度に係る 

法令等の制定・改正の場合               １００％      ０％ 

 

④ ①ないし③以外の法令等の制定・改正の場合        ０％    １００％ 

 

 

なお、①の本事業の施設整備・運営・維持管理業務に係わる法令等とは、特に、本事業

の設計業務及び建設業務、運営・維持管理業務その他本事業に関する事項を類型的又は特

別に規制することを目的とした法令等を意味するものとする。ただし、バイオガス利活用

施設への FIT 法に基づく設備認定後の同法第 3 条第 8 項による単価の増減額、並びに、法

人税その他の税制変更及び事業者又は本事業に対して一般に適用される法律の変更はこれ

に含まれないものとする。 

 

以 上 
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別紙 4 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合 

（第 14 条第 3項第 4号、第 21 条第１項第 2号⑤、第 35 条第 2項第 4号、 

第 37 条第 1項第 4号、第 39 条第 4項、第 41 条第 3項、第 62 条第 2項関係） 

 

１ 本件工事期間 

本件工事期間中に不可抗力が生じ、本施設に損害（ただし、事業者の得べかりし利益

は含まない。以下本別紙 4 において同じ。）、損失及び費用が発生した場合、当該損害、

損失及び費用の額が、本件工事期間中における累計で、施設整備費から割賦金利相当額

を控除した金額の 1 パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える

額については県が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、

事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、県の負担部分から控除する。 

 

２ 運営・維持管理期間 

運営・維持管理期間中に不可抗力が生じ、本施設の全部又は一部に損害、損失及び費

用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が

生じた日が属する事業年度において支払われるべき運営・維持管理費（第 56 条の規定

による改定を考慮し、かつ第 57 条の規定による減額を考慮しない金額とする。）の 1

パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については県が負

担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を

超えた当該保険金額相当額は、県の負担部分から控除する。 

 

以 上 
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別紙 5 付保すべき保険 

（第 17 条、第 34 条第 1項第 5号、第 54 条第 2項関係） 

 事業者は、以下の提案する保険を、事業者の費用負担において付保するものとする。 

 

１ 本件工事期間中の保険 

建設工事保険及び第三者賠償責任保険に加入すること。 

 

２ 運営・維持管理期間中の保険 

（１）第三者賠償責任保険 

事業者は次の要件を満たす第三者賠償責任保険へ加入し、当該保険料を負担しなけ

ればならない。 

・保険契約者 ：事業者又は運営・維持管理業務従事者 

・被保険者 ：事業者及び運営・維持管理業務従事者 

・保険の対象 ：運営・維持管理期間中の法律上の賠償責任 

・保険期間 ：運営・維持管理期間中 

・補償額 ：対人 １名当たり１億円、１事故当たり 10 億円以上 

・対物 １事故当たり 10 億円以上 

・免責金額 ：1,000 円以下 

・その他 ：県を追加被保険者とする保険契約とすること 

（２）普通火災保険 

事業者は以下の要件を満たす普通火災保険への加入を手配しその保険料を負担しな

ければならない。 

・保険の種類：普通火災保険 

・保険契約者 ：事業者又は運営・維持管理業務従事者 

・被保険者 ：県、事業者及び運営・維持管理業務従事者 

  求償権不行使特約を付帯するものとし、事業者を被保険者とする場合は、県

を質権者とすること。 

・対象施設：バイオガス利活用施設 

・保険の対象 ：火災による施設の損傷 

・保険期間 ：バイオガス利活用事業の運営・維持管理期間中 

・補償額 ：再調達価格 

・免責金額 ：1,000 円以下 

 

※ 上述以外の保険の付保については、事業者提案によるものとする。 

 

以 上 
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別紙 6 提出書類の構成及び内容 

（第 10 条第 4項、第 12 条第 1項、第 13 条第 1項、第 21 条第 2項、第 31 条第 2項、 

第 33 条第 1項、第 47 条第 1項及び第 2項、第 52 条関係） 

 

１ 設計業務に係る提出書類 

（１）設計業務着手時の提出書類 

事業者は、基本設計及び詳細設計の各設計に関し、当該設計に係る設計業務着手時

に、以下の書類をそれぞれ県に提出すること。なお、様式、部数及び項目等並びに設

計内容については、県と協議して定めること。 

   ① 着手届 

   ② 人員体制 

   ③ 業務計画書 

   ④ 要求性能確認計画書 

 

（２）設計業務完了時の提出書類 

事業者は、基本設計及び詳細設計の各設計に関し、当該設計に係る設計業務完了時

に、当該設計に係る設計図書として以下の書類をそれぞれ県に提出すること。なお、

様式、部数及び内容等は、県の指示に従うこと。 

   ① 設計委託契約書（写） 

   ② 組織表 

   ③ 完了届 

   ④ 納品書 

   ⑤ 設計図 

   ⑥ 計画検討書 

   ⑦ 設計計算書 

   ⑧ 要求性能確認報告書 

   ⑨ 議事録 

   ⑩ 電子ファイル 

 

２ 建設業務に係る提出書類 

（１）工事着工時の提出書類 

事業者は、各本件工事の着工に当たり、以下の書類を県に提出すること。なお、様

式、部数及び項目等並びに建設内容については、県と協議して定めること。 

   ① 施工計画書（建築工事の場合は、工事監理計画書） 

   ② 要求性能確認計画書 

   ③ 計算書 

   ④ 仕様書 

   ⑤ 製作図 
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   ⑥ 施工図 

   ⑦ 検討書 

 

（２）工事完成時の提出書類 

事業者は、各本件工事の完成時に、当該本件工事に係る完成図書として以下の書類

を提出すること。なお、様式、部数及び内容等は、県の指示に従うこと。 

ただし、総合試運転実施前に試運転を完了した各本件工事の完成図書については総

合試運転に係る報告書と併せて、一式で必ず提出すること。 

   ① 工事完了届 

   ② 工事完成図 

   ③ 機器取扱説明書・運転操作に関する説明書及び品質保証書 

   ④ 検査試験成績表 

   ⑤ 性能試験成績表 

   ⑥ 要求性能確認報告書 

   ⑦ 組織表 

   ⑧ 施工管理記録 

   ⑨ 官公庁手続書類 

   ⑩ 工事請負契約書（写） 

   ⑪ 工事記録写真 

   ⑫ 電子ファイル 

⑬ 施設（設備）台帳 

⑭ 新公会計制度に伴う資産等内訳表 

⑮ 試運転に係る報告書（総合試運転に係る報告書を含む。） 

 

３ 運営・維持管理業務に係る提出書類 

（１）運営・維持管理業務仕様書 

事業者は、運営・維持管理開始予定日の 3 ヶ月前までに、事業期間が終了する日ま

での期間を通じた業務遂行に必要な以下に示す所定の項目を含む運営・維持管理業務

仕様書を作成し、県の確認を得ること。 

   ① 実施方針 

   ② 人員体制 

   ③ 安全管理体制 

   ④ ユーティリティの調達、使用の方法 

   ⑤ 運転管理計画 

   ⑥ 保全管理計画 

   ⑦ 分析・測定計画 

   ⑧ 緊急時等への対応 

   ⑨ その他の必要事項 
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（２）年間運営・維持管理業務計画書 

事業者は、運営・維持管理期間中の各事業年度に関し、当該事業年度の開始 1 ヶ月

前までに、以下に示す所定の計画毎の年間運営・維持管理業務計画書をそれぞれ作成

し、県の確認を得ること。主に、年間を通じた基本的事項、スケジュールを把握でき

るように作成すること。 

   ① 人員体制 

   ② 運転管理計画 

   ③ 点検・保守計画 

   ④ 修繕実施計画 

   ⑤ 安全管理計画（非常時人員計画を含む） 

   ⑥ 分析・測定計画 

   ⑦ その他必要事項 

 

（３）月間運営・維持管理業務計画書 

事業者は、運営・維持管理期間中の各暦月に関し、当該暦月の直前の暦月最終日の

6 日前までに、前項各号所定の計画毎の日単位で把握できる月間運営・維持管理業務

計画書をそれぞれ作成し、県の確認を得ること。 

 

（４）業務報告書 

① 日報 

事業者は、運営・維持管理期間中の各暦日に関し、当該暦日の翌日の午前中まで

に、日報を作成し、県の確認を得ること。なお、日報の項目については、②に示す

月報の所定の各項目を参考とし、部数及び様式と併せてモニタリングが円滑に行え

るよう、その内容について県と協議のうえで定めること。 

 

② 月報 

事業者は、運営・維持管理期間中の各暦月に関し、当該暦月の直後の暦月 10 日

までに、当該暦月に係る以下の各目所定の項目について、以下の所定の各内容を含

む月報を作成し、県の確認を得ること。なお、月報の様式、部数及び内容は、県と

協議のうえで定めること。 

 

ア 汚泥処理事業 

a. 施設の運転状況 

・濃縮汚泥量及び濃度 

・バイオガス発生量及び性状 

・脱水汚泥搬出量及び性状 

・返流水量・返流水水質・返流水負荷量 
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・ユーティリティ使用量 

・主要機器の稼働時間 

・CO2排出量 

・騒音・振動・臭気の測定値 

・その他 PFI 事業者が提案する事項 

b. 施設保守の状況 

点検・保守業務（日常点検、定期点検）、修繕業務の実施結果及び事故・故障

が発生した際はその内容と対応状況を整理し、県へ報告する。 

イ バイオガス利活用事業 

a. 施設の運転状況 

・バイオガス使用量 

・発電の場合、発電量と使用量 

・売電の場合、売電量 

・ユーティリティ使用量 

・主要機器の稼働時間 

・騒音・振動・臭気の測定値 

・CO2排出量 

・その他 PFI 事業者が提案する事項 

b. 施設保守の状況 

汚泥処理事業と同様とする。 

 

③ 年報 

事業者は、運営・維持管理期間中の各事業年度に関し、当該事業年度の直後の 4

月 30 日までに、当該事業年度に係る上述の②に示す所定の項目について、同目所

定の各内容を含む年報を作成し、県の確認を得ること。なお、年報の様式、部数及

び内容は、県と協議のうえで定めること。 

 

④ 年間施設管理運営状況報告書 

事業者は、運営・維持管理期間中の各事業年度に関し、当該事業年度の直後の 4

月 30 日までに、事業者の運営状況を示す資料として、以下の各内容を含む年間施

設管理運営状況報告書を作成し、県の確認を得ること。なお、年間施設管理運営状

況報告書の様式、部数及び内容は、県と協議のうえで定めること。 

・特別目的会社の人員配置状況 

・バイオガスもしくはバイオガス生成物の販売収入等の状況 

以 上 
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別紙 7 保証書の様式 

（第 42 条第 3項関係） 

 

 〔建設企業〕（以下「保証人」という。）は、豊川浄化センター汚泥処理施設等整備・

運営事業（以下「本件事業」という。）に関連して、事業者が愛知県（以下「県」とい

う。）との間で締結した平成＿＿年＿＿月＿＿日付け事業契約書（以下「本件事業契約」

という。）に基づいて、事業者が県に対して負担する以下の第 1 条の債務（以下「主債

務」という。）につき事業者と連帯して保証する（以下「本保証」という。）。なお、本

保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本件事業契

約において定められるのと同様の意味を有するものとする。 

 

第 1 条（保証） 

 保証人は、本件事業契約第 42 条に基づく事業者の県に対する債務を保証する。 

 

第 2 条（通知義務） 

 県は、本保証の差入日以降において本件事業契約又は主債務の内容に変更が生じたこと

を知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証

の内容は、県による通知の内容により、当然に変更されるものとする。 

 

第 3 条（保証債務の履行の請求） 

1 県は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、県が定めた様式

による保証債務履行請求書を送付しなければならない。 

2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から 7 日以内に当該請求に係る保証債務

の履行を開始しなければならない。県及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期

限を、別途協議のうえ、決定するものとする。 

3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、

当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行

を完了しなければならない。 

 

第 4 条（求償権の行使） 

 保証人は、本件事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証

に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することがで

きない。ただし、県及び事業者の同意がある場合は、この限りでない。 

 

第 5 条（終了及び解約） 

1 保証人は、本保証を解約することができない。 

2 本保証は、本件事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、終了するも

のとする。 
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第 6 条（管轄裁判所） 

 本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、名古屋地方裁判所豊橋支部を第一審の

専属管轄裁判所とする。 

 

 

 以上の証として本保証書が 2 部作成され、保証人はこれに署名し、1 部を県に差し入れ、

1部を自ら保有する。 

 

平成［ ］年［ ］月［ ］日 

 

保証人： 
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別紙 8 計画汚泥の性状及び量の範囲 

（第 44 条第 3項） 

 

1 計画汚泥性状の範囲 

計画汚泥性状の範囲の基準となる、濃縮汚泥固形物量に含まれる有機物量の上限値及

び下限値を以下に示す。 

 

（１）有機物量の上限値 

設定なし 

（２）有機物量の下限値 

①  平成 28 年度 

［1,689☓（事業者提案による濃縮設備の固形物回収率）☓（a／182）］（t-VS/年） 

a：バイオガス利活用事業の運営・維持管理開始日から平成 29 年 3 月 31 日までの

日数 

②  平成 29 年度から平成 47 年度： 

［3,378☓（事業者提案による濃縮設備の固形物回収率）］（t-VS/年） 

 

濃縮汚泥固形物量に含まれる有機物量が、上述の下限値を 2 ヶ年度連続して下回る場

合、その 2 ヶ年度目をもって計画汚泥性状の範囲を逸脱していることが確認された年度

として定義する。ただし、計画汚泥性状の範囲の逸脱が、事業者事由による場合はこの

限りではない。 

また、上述の下限値を 1 ヶ年度下回る場合においても、事業者による本事業の遂行に

おいて重大な悪影響がある場合には、県は、事業者の申出により、事業者と協議のうえ

で、第 44 条第 3 項に示す措置のほか必要な措置を行うことができる。ただし、計画汚泥

性状の範囲の逸脱が、事業者事由による場合はこの限りではない。 

 

２ 計画汚泥量の範囲 

計画汚泥量の範囲の基準となる、各事業年度の濃縮汚泥固形物量の上限値及び下限値

を以下に示す。 

 

年度 
濃縮汚泥固形物量 

濃縮汚泥固形物量（b） 下限値※ 上限値※ 

平成 28 年度 2,113 t-DS b☓95% b☓105% 

平成 29 年度 4,288 t-DS b☓95% b☓105% 

平成 30 年度 4,343 t-DS b☓95% b☓105% 

平成 31 年度 4,410 t-DS b☓95% b☓105% 

平成 32 年度 4,398 t-DS b☓95% b☓105% 

平成 33 年度 4,398 t-DS b☓95% b☓105% 

平成 34 年度 4,398 t-DS b☓95% b☓105% 

平成 35 年度 4,410 t-DS b☓95% b☓105% 
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年度 
濃縮汚泥固形物量 

濃縮汚泥固形物量（b） 下限値※ 上限値※ 

平成 36 年度 4,398 t-DS b☓95% b☓105% 

平成 37 年度 4,398 t-DS b☓95% b☓105% 

平成 38 年度 4,398 t-DS b☓95% b☓105% 

平成 39 年度 4,410 t-DS b☓95% b☓105% 

平成 40 年度 4,398 t-DS b☓95% b☓105% 

平成 41 年度 4,398 t-DS b☓95% b☓105% 

平成 42 年度 4,398 t-DS b☓95% b☓105% 

平成 43 年度 4,410 t-DS b☓95% b☓105% 

平成 44 年度 4,398 t-DS b☓95% b☓105% 

平成 45 年度 4,398 t-DS b☓95% b☓105% 

平成 46 年度 4,398 t-DS b☓95% b☓105% 

平成 47 年度 4,410 t-DS b☓95% b☓105% 

  ※小数点第１位を四捨五入して、整数第１位までの数字とする。 

 

各事業年度の濃縮汚泥固形物量が、上述の下限値を 2 ヶ年度連続して下回る場合若し

くは上述の上限値を 2 ヶ年度連続して上回る場合、その 2 ヶ年度目をもって計画汚泥量

の範囲を逸脱する処理対象物が供給されていることを確認された年度として定義する。

ただし、計画汚泥量の範囲の逸脱が、事業者事由による場合はこの限りではない。 

また、上述の下限値を 1 ヶ年度下回る場合若しくは上述の上限値を 1 ヶ年度上回る場

合においても、事業者による本事業の遂行において重大な悪影響がある場合には、県は、

事業者の申出により、事業者と協議のうえで、第 44 条第 3 項に示す措置のほか必要な

措置を行うことができる。ただし、計画汚泥性状の範囲の逸脱が、事業者事由による場

合はこの限りではない。 

 

以 上 
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別紙 9 モニタリング実施要領等 

（第 10 条第 8項、第 12 条第 2項、第 13 条第 2項、第 21 条第 2項、第 22 条第 5項、 

第 25 条第 3項、第 27 条第 5項、第 28 条第第 5項、第 29 条第 4項、 

第 30 条第 4項、第 31 条第 6項、第 39 条第 6項、第 53 条第 1項ないし第 3項、 

第 58 条第 3項、第 60 条第 2項及び第 3項、第 73 条第 2項関係） 

 
１ モニタリングの目的 

モニタリングについては、事業者において自己監査（セルフモニタリング）と自律的

改善が十分に機能するように措置すべきことを前提としたうえで、併せて県によるモニ

タリングを行うものとする。 
また、モニタリングは、サービス購入料の減額を目的とするものではなく、設計、建

設及び運営・維持管理業務の業務水準が低下することを防ぎ、本施設が利用可能である

こと並びに要求水準書に示された業務の水準及び内容（ただし、事業者の提案がより優

れた又はより厳しい水準又は内容を提案しているものについては、提案された水準とす

る。）が低下することを防止することが目的である。 

県及び事業者は、上述の目的を達成するため、相互に協力して汚泥の処理及びバイオ

ガスの利活用を行っていることを意識し、意思疎通や認識の統一を図ることを常に念頭

に置いて、モニタリングを実施するものである。 
なお、県は、モニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部につい

て、何ら責任を負うものではない。 
 
２ モニタリングの流れ 

設計業務、建設業務及び運営・維持管理業務に係るモニタリング及びペナルティ措置

の流れは、それぞれ以下に示すとおりとする。 
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図 設計・建設に係るモニタリング及び是正措置の流れ 

  
 

（是正が認められない場合）

モニタリングの結果から、事業者による業務が 

要求水準及び契約条項を満たしていないと判断した場合 

中間確認（是正の確認) 

注意 

県のモニタリング（設計・建設） 

･中間確認 

･事業者の実施する検査又は試験の立会い

･設計業務の完了検査 

･建設業務の完了検査 等 

（是正が認められない場合）

契約の解除 

事業者の 

セルフモニタリング 

モニタリングの結果から、事業者に

よる業務が要求水準及び契約条項を

満たしていると判断した場合 

業務是正についての

措置等はなし 

（是正が認められない場合）

業務の是正についての措置 

中間確認（是正の確認) 

是正勧告 

是正命令 

中間確認（是正の確認) 

再度の施工が困難あるいは

合理的でない場合 

↓ 

サービス購入料の減額もし

くは損害賠償の請求等 
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図 運営・維持管理に係るモニタリング及び是正措置の流れ 

サービス購入料の減額措置 

【ケース１】 

本施設の利用ができない場合 

↓ 

本施設の利用ができないと判断される場

合、その事象の発生数に応じて、サービス

購入料を減額 

【ケース２】 

要求水準未達成の場合 

↓ 

レベルの認定、ペナルティポイントの算定

を行い、1 ヶ月当たりの累積ペナルティポ

イントに応じて、サービス購入料を減額 

若しくは 

（是正確認）

注意 

（是正確認） 

（是正確認） 

（是正確認） 

（是正が認められない場合） 

是正勧告 

随時モニタリング（是正の確認) 

サービス購入料の支払停止 

業務の是正についての措置 

（是正が認められない場合） 

（最長６ヶ月を経て改善が  

認められない場合） 

契約の解除 

ペナルティ 

ポイント計上終了 

（ペナルティポイント計上開始）

随時モニタリング（是正の確認) 

ペナルティ 

ポイント計上終了 （是正が認められない場合） 

是正命令 

随時モニタリング（是正の確認) 

ペナルティ 

ポイント計上終了 （是正が認められない場合） 

再度是正命令 

随時モニタリング（是正の確認) 

業務担当企業の変更 

ペナルティ 

ポイント計上終了 

モニタリングの結果から、事業者による業務が 

要求水準及び契約条項を満たしていないと判断した場合 

県のモニタリング（運営・維持管理）

･業務月報等の確認 

･定期モニタリング 

･随時モニタリング 

是正措置及び減額措置を並行して実施 

事業者の 

セルフモニタリング 

モニタリングの結果から、事業者に

よる業務が要求水準及び契約条項を

満たしていると判断した場合 

予定通り

支払 

業務報告に虚偽の記載がある場合 

↓ 

サービス購入料の支払後に、業務報告の虚

偽が判明した場合、サービス購入料の一部

を返還。 

サービス購入料の返還 



83 

  
３ セルフモニタリング実施計画書の作成 

事業者は、本契約締結後、以下の項目を含む設計・建設及び運営・維持管理における

セルフモニタリング実施計画書をそれぞれ作成し県へ提出し、県と事業者で協議を行い、

県の承諾を得るものとする。 

ア モニタリング時期 
イ モニタリング内容 
ウ モニタリング組織 
エ モニタリング手続 
オ モニタリング様式 

 
４ 設計・建設モニタリング手順 
設計・建設モニタリングの手順の概要を以下に示すが、詳細は各条項によるものとする。 

（１）設計モニタリング手順 
項目 モニタリング内容

設計業務 
着手時 

・ 県は、第 10 条第４項により事業者より提出される書類に基づき、

業務内容及び工程等を確認する。 
設計業務 
期間中 

・ 県は、第 10 条第７項の規定により、中間確認を行う。 

出来高検査 
・ 県は、事業年度毎に、第 10 条第５項、第６項の規定により、出来

高検査を行う。 
設計業務 
完了時 

・ 県は、設計業務の完了時において、基本設計、詳細設計それぞれに

ついて、第 12 条、第 13 条の規定により、完了検査を行う。 
 
（２）建設モニタリング手順 

項目 モニタリング内容

建設業務 
着手時 

・ 県は、第 21 条第２項により事業者より提出される書類に基づき、

工事内容及び各本件工事の工程等を確認する。 

建設業務 
期間中 

・ 事業者は、第 22 条の規定により、県に対して工事施工報告を行

う。 
・ 事業者は、第 25 条の規定により、県に対して工事監理状況の報告

を行う。 
・ 県は、第 27 条第３項の規定により、中間確認を行う。 
・ 事業者は、第 27 条第５項の規定により、検査又は試験のうち主要

なものが実施される場合、事前に県に対して通知するものとし、県

は、当該検査又は試験に必要に応じて立ち会う。 
・ 県は、第 28 条の規定により、試運転業務の結果を確認する。 

出来高検査 
・ 県は、事業年度毎に第 27 条第１項、第２項の規定により、出来高

検査を行う。 
建設業務 ・ 事業者は、第 29 条の規定により、完了検査を行い、県へ通知す
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項目 モニタリング内容

完了時 る。県は、当該検査に必要に応じて立ち会う。 
・ 事業者は、第 30 条の規定により、法令等による完了検査を行い、

県へ通知する。県は、当該検査に必要に応じて立ち会う。 
・ 県は、第 31 条の規定により、完了検査を行う。 

 
５ 設計・建設モニタリングの是正措置 
（１）注意 

県は、上述の４により実施されたモニタリングの結果、本契約、入札説明書等、事

業者提案及び事業者より提出された計画書等に従って設計又は建設がなされていない

と判断した場合、若しくは、県の定める報告等の取り決めに従わない場合、事業者に

対して書面により注意することができる。 
事業者は、県からの注意を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限について県と

協議を行うとともに、是正対策、是正期限、再発防止策等を記載した業務是正計画書

を県に提出し、県の確認を得るものとする。 
県は、事業者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、随時の中間確認を

行い、業務是正計画書に沿った是正が行われたかどうかを確認するものとする。 
（２）是正勧告 

県による是正確認の結果、業務是正計画書に沿った期間･内容での是正が認められ

ないと県が判断した場合、県は、事業者に是正勧告を行うとともに、再度、業務是正

計画書の提出請求、協議及び承諾並びに随時の中間確認による是正確認の措置を行う。 
（３）是正命令 

県による是正確認の結果、業務是正計画書に沿った期間･内容での是正が認められ

ないと県が判断した場合、県は、事業者に是正勧告を行うとともに、再度、業務是正

計画書の提出請求、協議及び承諾並びに随時の中間確認による是正確認の措置を行う。 
ただし、業務是正期限は、県と事業者と協議の上、県が定めるものとする。 

（４）契約金額の減額、損害賠償の請求 
上述の（１）から（３）の県による注意、是正勧告、是正命令及び事業者による業

務是正を行う過程で、県が再度の施工が困難あるいは合理的でないと認めた場合は、

県は、事業者に対してサービス購入料の減額、損害賠償等の請求を行うことができる。 
（５）契約解除 

県は、（３）の是正命令によっても業務是正計画書に沿った期間・内容での是正が

見込まれない場合は、契約を解除することができる。 
 
６ 運営・維持管理モニタリング手順 
（１）業務報告書の確認 

県は、本契約に定めるところにより事業者が県に対して提出した別紙 6 の第 3 項第

4号に示す業務報告書を確認する。 

（２）定期モニタリングと随時モニタリングとしての現場調査 
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県は、月１回定期モニタリングとして、また、必要に応じて随時モニタリングとし

て、事業者が県に対して提出した業務報告書による報告内容と現場における運営・維

持管理業務の実際の履行状況を調査するため、本施設に対する立入検査等による現場

調査を行う。 

（３）その他の方法 

県は、上述の各号に記載される方法のほか、必要と認めるときは、随時、任意の

方法（施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求及び立会いを含むが、これに

限られない。）によりモニタリングを実施するものとする。 

 

７ 運営・維持管理モニタリングの是正措置 
（１）注意 

県は、モニタリングの結果、事業者による業務が要求水準を満たしていないと判断

した場合、若しくは、報告等の取り決めに従わない場合は、事業者に対して書面によ

り注意することができる。事業者は、県からの注意を受けた場合、速やかに是正対策

と是正期限について県と協議を行うとともに、是正対策、是正期限、再発防止策等を

記載した業務是正計画書を県に提出し、県の確認を得るものとする。 

県は、事業者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、随時のモニタリン

グを行い、業務是正計画書に沿った是正が行われたかどうかを確認するものとする。 
（２）是正勧告 

県による是正確認の結果、業務是正計画書に沿った期間･内容での是正が認められ

ないと県が判断した場合、県は、事業者に是正勧告を行うとともに、再度、業務是正

計画書の提出請求、協議及び承諾並びに随時のモニタリングによる是正確認の措置を

行う。 
（３）是正命令 

県による是正確認の結果、業務是正計画書に沿った期間･内容での是正が認められ

ないと県が判断した場合、県は、事業者に是正命令を行うとともに、再度、業務是正

計画書の提出請求、協議及び承諾並びに随時のモニタリングによる是正確認の措置を

行う。 
（４）再度是正命令 

県による是正確認の結果、業務是正計画書に沿った期間･内容での是正が認められ

ないと県が判断した場合、県は、事業者に再度是正命令を行うとともに、再度、業務

是正計画書の提出請求、協議及び承諾並びに随時のモニタリングによる是正確認の措

置を行う。 
（５）サービス購入料 B-1、B-2 の支払停止 
    県による是正確認の結果、業務是正計画書に沿った期間･内容での是正が認められ

ないと県が判断した場合、事業者に対するサービス購入料 B-1、B-2 の支払を停止す

ることができる。 
なお、県は、支払停止となる事由が解消された場合には、支払時期を変更し、事業



86 

者に対してサービス購入料 B-1、B-2 を支払うものとする。 
 
（６）業務担当企業の変更等 

（５）の手続を経ても業務是正計画書に沿った期間･内容による是正が認められな

いと県が判断した場合、県は当該業務を担当している業務担当企業を変更することを

事業者に請求することができる。 
（７）契約の解除等 

県は（６）の業務担当企業の変更の手続を取った後、最長 6 ヶ月を経て是正効果が

認められないと判断した場合、県が本契約の継続を希望しない時には、本契約を解除

することができる。 
 
８ 運営・維持管理に係るサービス購入料の減額等の措置 
（１）サービス購入料の減額措置 

サービス購入料については、業務実施の状況により下表に示す減額措置を行うもの

とする。 
 

 減額事由 減額措置 
ケース 1 ・本施設の利用ができない場合 以下の①により減額 
ケース 2 ・要求水準未達成の場合（ケース 1 を除く） 以下の②により減額 

 
① 本施設の利用ができない場合の措置（ケース 1） 

県は、当該状態の継続する期間について、下式のとおり減額するものとする。 
ただし、当該状態の発生について事業者の責によらないと県が認めた場合はこ

の限りでない。 
 
 
 
 
 
 
 

 
また、ケース 1 の減額措置の対象となる、本施設の利用ができない場合を以下

に示す。以下の事象が 1 日発生するごとに、上述の減額金額の算定の対象となる

ケース 1 の状態の延べ発生日数に計上する。 
・ 要求水準の未達成、その他の原因により、県が予定する処理対象物の受入が

できない状態が終日続いた場合 
 

② 要求水準未達成の場合の措置（ケース 2） 
県は、ケース 1 を除く、運営・維持管理業務の内容について業務水準の未達成が

確認された場合、以下の方法によりサービス購入料 B-1、B-2 の減額又は支払停止

減額金額※1＝ 
ケース１の状態の延べ発生日数 

365 日（※2） 

※１：各年度の最終的な減額金額については、当該年度のサービス購入料 B の合計額が確定した後

に、当該年度 3月分の支払に含めて精算を行う。 

※２：ただし、うるう年に当る年度については、366 とする。 

当該年度のサービス購入料

Bの合計額 
× 



87 

を行う。ただし、業務水準の未達状況の発生が、事業者の責によらないと県が認め

た場合は、この限りでない。 
ア  レベルの認定 

県は、業務水準の未達状況に応じて、以下に定めるレベルの認定を行う。 
 

レベル 各レベルの該当事象 

レベル 
1 

・本施設の利用に軽微な影響を及ぼす要求水準未達成（後述のレベル 2 及び 3
に該当する場合を除く。） 

・業務報告の不備（提出書類を期限までに提出しない場合等） 
・県及び関係者への連絡不備（重要な連絡を県等に行わなかった場合等） 
・備品、帳簿類等の管理不行き届き 
・周辺環境に悪影響を及ぼしている場合 

レベル 
2 

・以下の理由等により、本施設の利用に重大な影響を及ぼしている場合 
－建物、設備、備品等の定期点検等の未実施や不具合及び故障等の放置 
－不衛生状態の放置 
－運営・維持管理業務における実施内容や時間等の要求事項の不履行 
－運営・維持管理業務におけるミスの頻発 
－その他、要求水準の不履行 

・長期にわたる県との連絡不通 
・事業者から県が引き受けた脱水汚泥及び返流水が要求水準書に規定されてい

る基準を満たしていない場合 
・施設見学者への対応が悪い場合 
・要求水準書に規定される分析業務が行われない場合 
・1 ヶ月当たりの温室効果ガスが事業者提案に規定される量以上に排出された

場合 
・県が本事業とは別途に発注する委託、工事等において、本施設が関連する事

項に対し協力しない場合 
・豊川浄化センターが主催する防災訓練等、敷地内で連携すべき事項について

協力しない場合 
・本事業の業務に起因する豊川浄化センター内の本事業範囲外の施設の運転停

止 
・周辺環境に重大な悪影響を及ぼしている場合 
・レベル１に該当する要求水準未達成が頻発している場合又は是正勧告を行っ

てもなお是正が認められない場合 
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レベル 各レベルの該当事象 

レベル 
3 

・異常事態の発生、その他原因により、県が予定する処理対象物の受入ができ

ない状態が一時的に発生した場合（ケース 1 以外の場合） 
・生成物が、県の承諾なく本契約及び事業者提案と異なる方法で有効活用がな

されている場合 
・事業者が適切な管理をしなかったために、事故、本施設の損壊等が発生した

場合 
・環境保全に関する規制基準の遵守違反 
・不法行為 
・県への虚偽の報告（故意及び重過失の場合） 
・レベル２に該当する要求水準未達成について、是正勧告を行ってもなお是正

が認められない場合 
 

（２）ペナルティポイントの算定 
県は、上述のレベルに応じて、以下のとおりペナルティポイントを算出とする。 

① 注意の日を第 1 日目としてペナルティポイント算定の対象日数。なお、実際の業

務水準の未達状況の発生開始日が注意の日の以前である場合は、当該発生開始日を

第１日目としてペナルティポイント算定の対象日数とする。 
② ペナルティポイントは、業務水準の未達状況が継続する場合、各事象について 1
日ごとに自動的に加算されていくものとする。ただし、県は、是正の遅延が、事業

者の責によらないと県が認めた場合は、ペナルティポイント加算を中断することが

できる。 
 

項目 事象 減額ポイント 

レベル１ 
施設の運営・維持管理に軽微な支障がある場合等 各事象につき 

１日１ポイント 

レベル２ 

施設の運営・維持管理に重大な支障がある場合若しくは豊川

浄化センター内にある他施設の運営・維持管理に支障を及ぼ

した場合等 

各事象につき、 

１日３ポイント 

レベル３ 
県の承諾なく事業契約書等に反する行為を行った場合、不法

行為、虚偽の報告を行った場合等 

各事象につき、 

１日５ポイント 

 

（３）サービス購入料の減額 
1 ヶ月当たりの累積ペナルティポイントが一定値を超える場合、累積ペナルティポ

イントに応じて、サービス購入料の減額等の措置を行うものとする。減額金額は、1

ヶ月当たりのサービス購入料 B-1、B-2 の合計額に対して、下表のとおりとする。 

ペナルティポイントの算定及びそれに応じた減額等の措置は 1 ヶ月単位で行うもの

とし、是正が確認されたものについて、翌月にはペナルティポイントを繰越さない。 

   ただし、業務是正計画書に沿った期間･内容での是正が認められない場合のペナル

ティポイントは繰越すものとし、その場合は、前月までの減額ポイントの累計値を基

準として、減額割合を設定するものとする。例えば、前月までのペナルティポイント
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の累計が 60 ポイントであれば、当該月 1 日目の減額割合は、下表により、１ポイン

トにつき 0.6％減額となる。 

また、県は、減額後のサービス購入料の支払について、業務水準の未達状況の是正

が確認されるまで留保することができるものとする。 

減額ポイント合計 運営・維持管理業務に係る対価の減額割合 

１～１０ 減額措置を行わない。 

１１～３０ １ポイントにつき０．２％減額（2.2～6.0％） 

３１～６０ １ポイントにつき０．４％減額（12.4～24.0%） 

６１～９０ １ポイントにつき０．６％減額（36.6～54.0％） 

９１～１２０ １ポイントにつき０．８％減額（72.8～96.0％） 

１２１以上 １００％減額 

※ 当該月の最終的な減額金額については、サービス購入料 B-1、B-2 の合計額が確

定した後に、各月毎に精算を行う。 
 

（４）サービス購入料 B-1、B-2 の返還 
① 虚偽の記載等 

サービス購入料 B-1、B-2 支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、県への

虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければサービス購入料 B-1、B-2 が減額され

る状態であった場合、事業者は、減額されるべきサービス購入料 B-1、B-2 に相当

する額を返還しなければならない。 
この場合、当該減額されるべきサービス購入料 B-1、B-2 を県が事業者に支払っ

た日から、県に返還する日までの日数につき、2.9%の割合で計算した額の違約金を

付するものとする。 
② 虚偽の記載等に伴うサービス購入料 B-1、B-2 の返還方法 

事業者は、上述の①に示す虚偽の記載等に伴うサービス購入料 B-1、B-2 の減額

を、翌月のサービス購入料と相殺するか（翌月のサービス購入料との相殺額で不足

する場合は、翌々月以降のサービス購入料と相殺する）、既に受け取ったサービス

購入料を返還するかについて、選択することができる。 
 
９ 財務状況等に関するモニタリング 
（１）財務状況等に関するモニタリングの概要 

県は、事業者の債務超過等により本事業の継続が困難になる等の事態を回避するた

め、以下に示す事業者の財務状況等に関するモニタリングを実施する。 
 
（２）財務状況等に関するモニタリングの方法 

① 財務状況に関するモニタリング 
県は、第 73 条第 1 項により事業者から提出された計算書類等により、事業者の

財務状況を確認する。 
その際、各取引が事業計画どおりに事業を遂行した結果であることや、その結果
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が事業者の財務状況を悪化させていないこと等を県が確認するため、必要に応じて

関連する契約書類や、事業者の実施体制、リスク対応、事業収支、経営活動等に関

する補足資料を事業者は県に提出しなければならない。 
② 実施体制についてのモニタリング 

県は、特別目的会社の定款、登記簿謄本、株主名簿や、事業者が締結する契約等

によって、業務遂行体制が事業計画に従って行われていることを確認する。 
③ リスク対応についてのモニタリング 

県は、契約書の内容等を確認し、設計企業、建設企業、運営・維持管理企業等へ

リスク移転等が適切に図られていること等を確認する。 
④ 事業収支についてのモニタリング 

県は、事業収支について、計算書類等に記載された事業収支の実績値と計画値と

の間に大きな乖離等がないか等を確認する。事業者は、計算書類等の提出にあわせ、

事業収支の実績値と計画値を比較した資料を毎年県に提出するものとする。 
県は、計算書類等及び上述の資料を精査し、計画値と実績値が乖離している場合

等に、事業者に対し資金提供を行う金融機関等に意見等を求め確認を行うものとす

る。県は、必要に応じて当該確認結果について事業者へ通知する。 
⑤ 経営についてのモニタリング 

県は、取締役会の議事録の確認等により、本事業の安定的継続を阻害する意思決

定がなされていないことを確認する。 
 
１０ 事業期間終了時のモニタリング 
（１）施設状況把握に係るモニタリング 

① 県及び事業者は、事業期間終了の５年前に、事業期間終了後の本施設の取扱いに

ついて協議を開始する。 
② 事業者は、事業期間終了の１年前に、本施設の劣化等の状況を示す資料及び本施

設の保全のために必要となる措置を示す資料を作成し、県に提出する。 
③ 県は、上述の②の資料内容について、確認を行うとともに、県は、施設の現況と

資料内容の照合のために、現場で確認を行うものとし、事業者はこれに協力する。 
④ 事業者は、事業期間終了後に要求水準書に定める性能で継続して 1 年間使用可能

な状態にするために更新若しくは修繕が必要な場合、県と協議のうえで、その実施

計画書を作成し、事業期間終了までに更新若しくは修繕を行い、県の確認を受ける

ものとする。 
 
（２）引継ぎに係るモニタリング 

事業者は、第 58 条第 2 項に示す書類を事業期間終了の 3 ヶ月前までに県に提出し、

県はそれを確認する。 
 

以 上 


